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子どもの虹情報研修センターは、児童虐待の防止等に関する法律の制定もふまえて平成14年に設立され、現
在23年目を歩んでいます。振り返ると、平成24年のセンター設立10年の節目には、10周年記念シンポジウム「子
ども虐待対応を考える－これまでの10年とこれからの10年」を開催し、20年目となる令和４年には、紀要の記
念特集として、「これからのこども虐待対応」について各界、各分野の方々から貴重な提言を頂戴し、センター
に期待する声も多数寄せていただきました。

当センターは、こうした取り組みを含め、児童虐待問題を深め、対応のあり方などを模索しながら、常に「子
どもと家族から学び、現場を通じて、子どもと家族に返す」ことを心がけてきました。おかげさまで、各種事
業も、現在まで予定どおり進めており、一定の成果も得られているものと思います。なお、本年度は、児童の
意見聴取等の仕組みの整備を始めとした令和４年改正児童福祉法の多くが施行された年でした。私たちも、本
改正を受けて、研修全体に通底するキーワードの一つに「子どもの意見表明と参画」を設定し、さまざまな研
修で「子どもの “声” を聴く」ことをテーマとして取り上げてきました。ただし、研修のみならず研究分野を
含めたセンターの各事業は、いずれもセンター職員だけで遂行できるものではなく、ご支援、ご協力くださっ
た多くの方々に、あらためて感謝申し上げます。

また、こうした取り組みの一つとして、ここに紀要第22号を発刊することができました。今回の紀要では、
令和５年度の研修講義のなかから、いくつかを選び、講師をされた方に改めてご寄稿いただき、同時に研究の
一端にかかる原稿も掲載しました。

寄せられた原稿ですが、私自身が傍聴した講義等が文字化されたものをじっくり読んでみると、当時聞き逃
していたことに気づかされるなど、改めて深い学びの機会となりました。一方、当日傍聴できなかった講義や
シンポジウムの原稿には、思わず惹き込まれる新鮮な感動や発見がありました。ご多忙の中、快く執筆を引き
受けていただいた先生方には、心より感謝申し上げますとともに、一人でも多くの人の目に触れることで、こ
れら研修等の成果が広く共有されることを念じています。

それはさておき、20年以上にわたるセンターの歴史をふまえながら、改めて各事業を見渡してみると、コロ
ナ禍を奇貨として、研修においてもオンライン方式を導入するなど、ICT（情報通信技術）による変革の大き
な波は、日常の業務運営にも押し寄せてきています。とはいえ、こどもを権利の主体者として位置づけ、「こ
どもまんなか社会」を実現していく上で、子どもの虹情報研修センターが果たすべき役割が変わるものではな
く、むしろ、その重要性は増していると感じています。私たちは、最前線の現場で支援に携わる方々をはじめ
として、多くの皆さまのご期待に応えることで、その成果がこどもと家族に還元できるよう、今後も職員一丸
となって努力を重ねる所存ですので、皆さまのより一層のご支援、ご指導をお願いいたします。

子どもの虹情報研修センター紀要第22号発刊にあたって

子どもの虹情報研修センター長
川　﨑　二三彦
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2023年度　児童福祉施設心理担当職員合同研修［オンライン］講演をまとめたものです。

講義「子どもの“声”を聴く“声”を育てるために」

田　中　康　雄
（こころとそだちのクリニック むすびめ）

１．はじめに

北海道札幌市の「クリニックむすびめ」で仕事を
している田中といいます。日頃から児童福祉施設で
は，心理師（士）と言わず全ての職員の方々が大変
ご苦労されていると思っております。子どもたちや
家族のために本当にいつもありがとうございます。

２．社会的養護の関わりの課題

児童福祉施設という社会的養護のかかわりの部分
での課題、今日の一番のテーマは､そこにいる「子
どもたちの声」をどのように育てていくのか、そし
てその声にどう近づいていくのかということになる
と思います。私は日頃から児童養護施設とか児童心
理治療施設、あるいは児童自立支援施設といったと
ころで生活している子どもたちとのかかわりの中
で、医師として感じるところが在るのですが､どう
も最近はなにをおいても医学的診断が真っ先に求め
られる風潮があるように思います。診断がつくと、
医療的に理解したような気持ちになります。そして
その上でこの子に向き合おうとするあまり、子ども
たち一人一人が感じているその子が生きてきた中で
の生活の痛みとか、今日のテーマである「思い」と
いうところに心が届き難くなってしまうということ
があるのではないかと感じているのです。

施設の先生たちが行う生活支援とは、施設に来た
子どもたちを医学的な障害名で細分化したりカテゴ
リー化したりして理解するのではないはずです。そ
してなによりも彼らの生活は､ばらばらに切断され

ている印象があります。その切断された生活、そも
そも家から施設にということだけでも生活が切断さ
れる、家族とのつながりがそこで途切れる、そういっ
たいろいろなところで切断された生活の中で、その
日その時、即時的に刹那的に生きている子どもたち
に向き合う､というのが社会的養護での生活支援だ
と思っています。

３．医学的診断の功罪

真っ先に求められる医学的診断という部分は、こ
の方がどのような障害、病気を持っておいでなのか、
基盤としてその健康が損なわれた状態という「病気」
というのがカテゴリー的な視点となります。しかし、
実は我々がかかわっているのは現在の生活を営む中
での不都合さ、いわゆる生きづらさということでし
て､そこに向き合っているわけです。そういった意
味で､彼らを理解するためには､カテゴリーではなく
て、連続的なスペクトラム的な視点での理解に持っ
ていきたいわけです。この連続的ということで，切
断を繋ぎたいという思いもあります。しかし､その
視点がなかなか持ちづらいのです。いわゆる病気の
治療、障害の治療が優先されると、生活を営む上で
の痛みとか保護的な機能といったものも淘汰されて
しまうような危険性があるように感じます。

４．生活に求められる「共に」

簡単なことではないと思うのですが、職員の方々
が児童福祉施設で行ってきたことは、これまで意識
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していなかった、あるいはできなかった、あるいは
してこなかった「孤立した子どもたち」の生活の中
で、「共に」という経験を創り出すことにあります。
児童福祉施設全ての共通点はこの「共に」という経
験を与えることができるかどうかだと､僕は思って
いて、その経験の中で初めて子どもたちは､個別性
の「個」というものを知るのです。個としての「僕
は」「私は」ということを実感する。この「共に」
という経験がなければ、「私は」という「個」は成
立しないと僕は思っていて、かれらの人生において、
これまで「共に」という経験が明確になかったから
こそ、「私は」というのではなく､孤立した、何か自
分というものを自分で説明がつかないような孤立の

「孤」の子どもたちとなっているのではないでしょ
うか。そこをどう置きかえていくかということが、
いわゆる児童福祉施設、社会的養護の中でのかかわ
りの根幹ではないかと思います。これは「関係性」
とも言えるでしょうし、育ち合うというかそこに育
まれていくものではないかと思います。

この「共に」という経験のために、我々かかわる
人間に求められているのが､どれだけの子どもたち
への思いというか、「声を聴く」という部分に対す
る敏感性、そして彼らが示す言動に対する柔軟な理
解といったものをどれだけ持つことができるか､と
いうことになります。この敏感性と柔軟性を養う上
で、真っ先に医学的診断とか規定された情報だけで
その孤立した子どもを判定してしまうと、敏感性や
柔軟性がどうも働きにくくなるような印象が､僕に
はあるのです。これは僕がそう思ってるだけかもし
れませんが、でも、僕はいわゆる普通の診察場面で、
その子の声や思いに近づくためには、やはりどれだ
けその子のしぐさや言葉のニュアンスや使い方、表
情、そういったことにどれだけ敏感で、なおかつ一
つの情報に縛られることなく柔軟に対応できるかを
常に意識しているわけです。

５．子どもの思い

さまざまな批判もある方ですが、ベッテルハイム
という方が著した『情緒的な死と再生　情緒障害児

のリハビリテーション』という本が1989年に翻訳さ
れています。彼は1939年にアメリカに亡命し、治療
学校、いわゆる社会的養護だと僕は思うのですが、
そこでの支援を行っていた精神科医ですが､この本
のなかで彼は巣立っていったかつての子どもたちを
訪ねていくのです。ベッテルハイムが、何が治療学
校での援助としてよかったのだろうかねということ
を、ポールという方に尋ねたところが記載されてい
ます。そこでポールは、「非常にたくさんの小さな
出来事の積み重ねということでしょうね。時間が一
番大きな要因ではないかな。一夜のうちに変わって
しまうことなんて何もないよね」と答えました。

社会的養護、児童福祉施設で日々生活を送ってき
た方、一人一人がこんなふうに思っているのではな
いかと僕は思います。本当に小さな出来事の積み重
ね、それこそが切断されていない日常であり、それ
を保障することが時間だと思います。それを聞いた
ベッテルハイムが、ちょっとした出来事、時間、な
るほどね､とまとめようとしたときに、ポールはさ
らに「それに理解と寛容というのをつけ加えてくだ
さい」と答えたそうです。僕はこの理解と寛容を生
み出すものが、敏感性と柔軟性ではないかなと思っ
た次第です。

僕は外来に来る社会的養護の子どもたちとそんな
に饒舌に語り合えません。彼らが最初に言葉を発す
るときの警戒心とか、こちらが尋ねたときのちょっ
と困った表情とか、何を言うとどうなるんだろうと
いう、不安にさいなまれた様子の中で､僕の言葉は
時に詰問のように届くかもしれない。自然､どれだ
けここに一緒にいて、言葉はそんなになくても何か
居心地が悪くないなと思ってもらえるかな､それぐ
らいしか僕は考えられないのです。

この子どもたちは、そもそも皆さんの施設にどん
な思いで来たのだろうかということを、僕はその過
程を十分に共有できていないので､想像するのです。
先生方はきっとお子さんを迎え入れるとき、児童相
談所と十分なコンタクトをとり、家族の情報とかお
子さんの情報をいただき、時には見学・面接等をし
た上で、今度ここに来るんだよ、行くんだよ、おい
でねというやりとりをするのだと思います。でもそ
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の中で当然のごとく、納得をある程度している方も
おられれば、もちろんしていない方もおられる。あ
る程度納得しているというお子さんの場合は、自分
がここに至るまでにしてきた人生といいましょう
か、生活のありようを振り返り、一時保護も含めた
児童相談所の方々、いわゆるほかの方々からの説明、
説得を受け、家族、家庭から離れることにある程度
の納得を示したということなのだろうと。これ以上
ここにいるということはできないなと思い、ここで
はないどこかで、それが決して望んだベストな居場
所ではないが、そこでの生活を承知したということ
なのだろうと。もちろん生活してみないことには、
その居場所がどんな居場所かはわからなくて、その
施設に来たお子さんと最初の面接をするときに、「こ
こでの生活は少し慣れたかい？」という話を聞きま
すが、やはり全然基礎情報もないまま、かなり離れ
た距離の中で生活をし始める、知らない人たち、子
どもたちの中で生活をし始める、探り合いがある、
そんなような状況の中で僕の診察は始まるのです。

当然、多くの子どもたちは納得ができていないし、
帰りたいとおっしゃる方もいます。自分のしたこと、
家族のこと、ある程度のことはわかっている。でも、
それで家にいられなくなるというのはどういうこと
なのかが納得がいかないんだとおっしゃる。随分以
前に、もう何十年も前のことですが、そのときに会っ
たお子さんが、「先生ね、俺、家でおやじにぼこぼ
こにされて殴られて、とんでもない目に遭ったのに、
何で俺がここに来ておやじが家にいるんだろうとい
うのを考えるんだよね。俺は友達と離れ、仲のよかっ
た人間をみんな失い、学校も変わって。でも俺をぼ
こぼこにしたおやじは家にいるんだよ。おかしいと
思わないか」と、随分若いころに児童相談所の面接
でその少年から言われ、本当にそうだなと思いまし
た。それに対して、そのとおりだと思うけれども、
じゃあどうしたらいいんだろうか。僕は結局何も言
えなかったのです。ただただ家に帰りたい、家にい
たい、だからここにいたくない、その気持ちはわか
る。でも罰でここに来たわけではない。ここでの生
活の中で、自分と向き合いながら自分のよいところ
も生活のありようも見詰め直していこうよ､という

ようなところなんだろうと。あるいは、少なくとも
ちょっと気持ちを落ちつかせて振り返ることができ
たらいいよねとか、先に何らかの希望が持てたらい
いよねというようなことなんだろうと思うだけど。
でも､そんな浅い言葉を得体の知れない初めて会う
人間に言われて、そうですねと膝を打つ子どもが一
人もいるはずはないです。かれらとの出会いは、し
かし、まさにそんな感じ、どこか嘘くさいところか
ら始まります。

その意味で、僕は、そういうお子さんと向き合う、
少なくとも生活を共にしている皆さんとはまったく
違う立場で､「共に」ということを提案することが
出来ないところにいる人間として、彼らの前に登場
します。そういう中でお子さんと向き合ったときに、
その思いが叶わないということを痛感している彼ら
が示す無力感とか、抵抗感とか、拒否感とか、不信
感を僕にわっと投げかける子もいれば、何も言わな
いで固まってしまう子もいる。でもそのお子さんの
中にはこういった感覚、何を言っても無駄だ、何も
できないんだ、もう何を信じていいのかわかんない
よというような、そういう無力感があるんだろうな
と思うのです。

僕自身も、本当に納得してるのかなという疑いを
持ったり、不承知に対する困惑とか、さらに僕自身
が説得や説明もできないもどかしさを抱えながら向
き合うわけです。そうなると、結局理不尽な責めに
対して本当に申し訳ないと思う一方で、その手順を
丁寧にしていないと決めつけて児童相談所の担当者
の方に怒りをぶつけてしまったり､すくなくともそ
ういった感情を持ってしまったり、子どもに何かし
らの感情、いわゆる同情とか応援と周囲､社会への
怒り、それが大きくなるとその子どもの親に対する
陰性感情、そんなことがふつふつと僕の心に湧いて
くるのです。

その一方で、そのお子さんの言動を見ていると、
いや、でもさもありなんだなというふうな判断を､
その子にしてしまう僕もいます。

おまえは何様だと自分で自分を内省するし、よく
よく経過を聞いてみると児童相談所の担当者の方が
ここに至るまでのご苦労というものも痛いほどわか
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る。紆余曲折がある。しかし、でもこの目の前の子
どもさんのこの思いにどう応えたらいいんだろう
か。正論ごときで敵う訳ではない。既に子どもの声
とか思いというものは､痛いほどぶつけられている。
それに対して僕が十分な対話ができずに途方にくれ
た感じを、子どもたちも持ってるのだろうけれど、
実は僕たち、恐らく施設の皆さんもそういうことを
痛感しながら､子どもたちと出会い続けているので
はないでしょうか。

その中で、施設の方がある程度心を落ちつかせて、
その子に向き合えるためには、なにが必要なのかを
考えてみると､施設の方々がここでの生活にある安
全性を信じ、自負しているということなのではない
かと思います。家の生活とは全然違うけども、とも
かくここでの生活であなたに安心・安全を提供した
い､という先生方の思いがあるからこそ、子どもた
ちが示す言葉や態度にきちんと向き合えるのではな
いかと思うのです。そういった意味で、生活を共に
していない状況にいる人間である僕は､いつもどこ
か嘘くさく、きちんと声を聞けていないと思ってし
まうのです。

一方で､だからこそ多少は客観的に､距離をおいて
子どもたちがどんな行動を示すかということを僕は
観察したり、聴き取ります。毎回たくさんの児童養
護施設のお子さんたちが来て､見たり聞いたり、そ
して職員の苦しみを聞くのです。日常生活で彼らが
何をしているかというと、絶え間ない暴力、攻撃的
な言動、誰が弁償するんだというような器物破損、
いじめ・いじめられ問題、指導することへの反発、
かかわりの難しさ、あるいはどんなことをしても反
応を示さない、あるいは相手に対する脱価値観のこ
きおろし。時には自傷行為、職員を差別化した対応。
あの先生はいい人だよね、この先生はだめだよねと
いったようなあからさまな差別化。そして特定の職
員へ頼る気持ちや依存心。その中で職員は、この子
はどういう子だと、日常のこういった言動や関わり
の中で形成されていくわけです。

職員の評価の中で、「この子は職員の顔色をうか
がったりするんですよ」とか「甘えてるんです」と
か「手に負えないので措置変更を児童相談所にお願

いしようかと思っているのですが、どうでしょうか」
「裏がある子なんですよね。裏表がある子なんです
よ」「わがままなんです」「ともかく気を引こうとす
るんです」という言葉をよく聞きます。その次には、
お薬はないですかねという話になってくる。あった
ら欲しいなと、処方する側の僕でさえ、そう期待し、
思うような願望があるのですが。

でもこの、人の顔色をうかがうとか、人を選んで
甘えることができるとか、我が出せるとか、ちょっ
と気を引くサインが出せるとかということは、生きる
上でのポジティブな力だと､僕は反面思うのです。で
もこれをただ言葉にしてしまうと、職員にはなかな
か受け入れられにくく､共に生活しているなかでの辛
さが分かって貰えていないと職員に思わせてしまう。

僕も子どもたちに向き合い続けているなかで、正
直否定的な見解とか､かかわりたくない思いといっ
たものが生じているということもあります。それは
別に社会的養護のお子さんじゃなくても、医者とし
てかかわることに､精神的な負荷がかからない患者
さんと、出会う前から、今日の予定の名簿を見た瞬
間に、ちょっと前後で気合いを入れないとこの人と
向き合えないなと思うような感情を抱く方がおられ
る。そういった一人一人の方に対するどうしても動
いてしまう僕の気持ちというのが、肯定・否定、陰
性・陽性、さまざまな気持ちが､正直あります。その
正直さを抱えながら､自覚しつつも､でもこういう言
葉を聞いたときに、どういう思いがこの言葉の裏に
生じているのだろうか、それはどうして生じてしまっ
てるのだろうか、あるいはこういう言葉が生じない
スタッフが中におられる、それはどうしてなのだろ
うかという思いをめぐらすことになるのです。

僕たちの中に、普通に近づけよう､というかかわ
りの過剰適応を促進する気持ちがないだろうか。こ
れは一般的に寝る時間は早めに、ゲームにははまり
過ぎないようにとか、食事のバランスをとってとか、
でもそういった一方で、日常の中ではすごくゲーム
が好きなスタッフもいるでしょうし、時にはカップ
ラーメンを食べるスタッフもいるだろうし、僕自身
がまともな生活をしているかというと、決してそん
なことではない。――そんなことではないというと
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邪推されそうですが、何かこう模範的な状況（それ
はおそらく現実的ではない）を目標にしても仕方が
ないのではないか､と思うのです。

６．子どもの言動

ある学校の先生が子どもたちにリンゴの絵を描か
せたときに、ある子が虹色のリンゴの絵を描いた。
すると先生が､こんな虹色のリンゴはありませんと
真っ当な指導した。でも自由にリンゴの絵を描ける
中に虹色をつけた子どもの想像力というものは、何
かすてきだなと思える余裕。子どもが示す柔軟さみ
たいなことを、我々がどういうふうに評価できるの
か。ただ普通に近づけるというよりも、この子が、
そう感じたということを大切にしたい。

施設でいえば、この子の中で納得のいく安心でき
るかかわりというものが、ステップとしてどう作れ
るのか。そういうときに「わがまま」とか「気を引
こうとする」とか「相手を選ぶ」という言葉を出し
た瞬間に、私たちは内省すべきなのです。「わがまま」
とか「気を引こう」とか「相手を選ぶ」ことは、一
般の母子関係とか親子関係の中でも口にされます。
別にそれが全て陰性感情だと思わなくて、「本当に
この子はわがままで困ったもんなんですよ」と言う
とき、どこかそのわがままも､ほほ笑ましいわがま
まとして、言葉として発せられたりします。でもそ
の中に、時にはわがままでだめなんだという陰性感
情に僕たちが引っ張られていないかという気づき、
そして、その子どもたちが気を引こうとするとか、
相手を選ぶというアンテナを持って､他者と向き
合っているというのは、彼らにある人と関わる発信
力ではないかと受けとめる余裕というようなことが
僕らに欲しいのです。

多くの子どもたちはとても理解が難しく、どうし
てなんでしょうとか、何か障害なんでしょうかとか、
心理的な検査もしながら、どんなふうに関わると、
この子に思いが伝わるでしょうかと考えます。でも
日常を見ていると、この子たちが非常に多面的な言
動を示し、状況に合わせてさまざまな自分を出して
いる中で、この子はこういう子だと簡単に既定でき

ないということがこの子の難しさ､それは関わる側
が理解しがたい難しさであり､本人も自分自身と関
わることが難しいという自覚といえます。でも長く
つき合ってると､こういうときにはこんなパターン
を示す、やはりこう思っただろうな、それはそう思っ
ても間違いないや、そう感じたのかというふうに、
そのお子さんたちの言動に半歩予測がつくように
なっていきます。生活を「共に」していない僕でも
そう感じることが少なくありません。「何か最近調
子が悪いんだ」「ああ、あの子ほら、来週運動会が
あるからもう今週は山場だと思う」みたいなことは
感覚的ですが、結構当たっています。運動会が終わっ
た途端にチック症状が消えてしまうとか、そういう
ことも､つき合っていると見えてくるものです。

何かそういう相手の思いとか視点に近づくことが
できていくと、もう少し多面的にその子のことが評
価できて、立体的に継続的に理解ができます。その
子の言動だけから思いを理解しようとしてもなかな
かできなくて、「共に」生活していく中で理解が深
まっていくだろうと思います。その中で､やはり傷
つき体験も含め、その子たちにある独特の脳のタイ
プというのはもちろんあるのだろうと思うのです。
その脳のタイプを知ることが､その子への配慮、丁
寧なかかわりにつながると僕は思っていますし、そ
の上でこれまでの日々の生活、彼らがどんな生活を
送って今に至ったのかということを想像していかな
ければならないと思います。今ここで出会った彼の
横断面の理解であれば、ここに至るまでの５歳だっ
たら５年間の、10歳だったら10年間の縦断的な日々
を送られてきて、どういうふうにそこが構築されて
きたのか、どんな思いで生きてきたのかなというこ
とを想像していくことです。

それでも、その子の思いを推し図るには、それな
りの時間がかかります。だからいろいろな生活場面
を知ることが必要となってくるのです。まさにポー
ルが言ったように小さな出来事の積み重ねであり、
時間が一番大きな要因というのはそこにかかるわけ
です。ポールもそうであったように我々も実は時間
が必要であり、さらに我々が「理解と寛容」という
ものを彼らに示すことができるかが鍵になるのだろ
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うと思います。

７．チームであることの難しさ

僕の中で、これは今日のテーマの中心にはなりづ
らいのですが、実は施設の難しさは「チームである
こと」ということだと思っています。特に今日、心
理担当の方ですと、生活を担当とされる方々との間
の意思の疎通、関係性の成立というものがすごく難
しくなってくるかもしれません。あるいは同職種で
あっても難しいかもしれない。その解決は、言葉に
すると連帯とか連携とかつながりということになる
だろうと思いますが、小さな家族の中でもお父さん
とお母さんの養育方針が違うだけで子どもが揺れる
というふうに考えると、チームの中のスタッフが５
人、10人いるだけで、思いが変わるわけで､それだ
けでもすごく「生活状況と子どもの思い」は揺れる
わけです。

家族ということで折り合いをつけていく夫婦関係
以上に､チームとして折り合いをつけていくのは困
難を極めます。その折り合いをつけていく中で、子
どもたちは､そのチームを壊す力を発揮します。子
どもも必死に「チーム」を自分のほうに近づけたい
のです。例えば関係性の成立。子どもたちがこの先
生との関係を成立したいと強く執着すると、ほかの
人たちとの関係性は要らないという極端な対応に出
ます。そうすると、要らないと言われたスタッフは
おもしろくはありません。求められたスタッフは、
半分迷惑ながらも､ちょっと誇らしい気持ちになる
かもしれません。これは僕のただの勘ぐりなのです
が、そんな気持ちの揺れが、時にスタッフの関係性
といったものを破壊してしまうのではないかと思う
のです。

そういう子どもたちが起こす破壊的行為に対し
て、あまりにも鈍感に、あまりにもチームが維持さ
れてるように動いているというのも、これまた不気
味なところで、そこまで揺れながらひびが入りなが
ら、そのひびが修復していく過程の中で子どもたち
は連続した生活を作っていくのです。ひびも入らな
いチームというのは、実はどんよりとした、まとまっ

ているように見え､まとまっていないチームというこ
とになるので、壊されるように働きかけられるチー
ムはチームとして僕は意味があると思うのです。
チームが動揺する、動揺するけれど絶対沈没しない、
破壊しない、亀裂しないということで､子どもたちに
結果的に安心と安全が提供できる。しかしその動揺
が激しくなり、危機的状況になってくると、子ども
たちの安全と安心、基盤が揺れるというような形に
なります。このバランスは非常に微妙といえます。

８．そだちを考える

冒頭で述べたように、子どもたちの意識なき孤立、
一人で生まれた子どもは自他の区別のつかない世界
の中で育っていくのです。本来一人で生まれてくる
わけです。誰かと手をつないで生まれてくる子はい
ないので、一人で生まれてきた中で区別のつかない
得体の知れない世界の中で養育者の方が、マーラー
が言っているように２歳から３歳の間で関係性を
作っていくわけです。その関係性をつくっていく中
で自他が生まれてきます。一緒というのがまずあっ
てから、これはウィニコットが言う「母子という一
対の関係」があってから、僕と母というのが生まれ
てくるというように、最初は自他の区別のつかない
一体感があって、そこから徐々に分かれていく、他
とともに存在するときに漠然とした自分というもの
が、意識されます。この漠然と意識した自分という
ものと同時に、母というか主たる養育者というもの
が意識されるのです。それによって初めて「共に」
ということが生まれてきます。

相手の敏感性によって、ほどほどの安心と安全を、
子どもたちは得ることができるのです。だからこそ

「共に」という世界が自覚できます。お腹が空きま
したと言わないのにちゃんとミルクが飲めて、なん
かお尻が不快だなと思ったら自然にきれいなお尻に
変わっていきます。それを誰かが行っていくという

「共に」という中で僕の安心が提供されていくので
す。「えっ、この人が僕を育ててくれたんだ」と感
じた時に「共に」という世界が明確になり、そして
そのときにこの人、そして僕というふうに分離して、
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「個」というものが生まれてくるのです。
そのためには「お腹空いたね」と言っておっぱい

が与えられたり、「お尻が不快だよね」と言ってき
ちんと養育されていくという状況の中で、子どもた
ちは個別性が作られるのです。でもその個別性とい
うのは常に不安を伴うもので、いつ孤立したものに
なってしまうかという不安とともに生きていると僕
は思うのです。

学校の国語の時間に芥川龍之介の『トロッコ』と
いう短編小説を読んで､いたく感動しました。子ど
もが一人でトロッコに乗ってどんどんどんどん山の
上のほうに行って、最初は楽しいけれど、個人とし
て楽しんでいるうちにだんだんひとりぼっちになっ
ていって寂しくなって、孤立した「孤」を自覚して
安心感が揺れ一目散に「共に」という家に戻ってく
るという、ただそれだけのエピソードだと僕は思っ
ているのですが、いいなと思ったのは、その子ども
が孤立して不安になって一目散に泣きながらトロッ
コで――誰も泣かせていないのに自分からわざわざ
遠くに行って、不安になって泣いて帰ってくるとい
う、とんでもなく身勝手な遊びをして寂しくなった
だけなんですが、それが帰ってきたお家に明かりが
ついていて、煙突から煙が出ていたのを見てほっと
します。そこに「共に」というものがあるのだろう
と思います。

そういう「共に」という空間を持ち続けている子
でさえも、ふと孤立したものに追いやられると不安
になり、「共に」のところに戻りたくなるのです。
そこで安心を得てまた一人で個別の世界を積み重ね
ていく。これはどの子も体験しています。保育所、
幼稚園にそこで一人たたずむこと、学校に行くこと。
その孤独でない個人といったものがそこで得られ、
そしてそこでもまた「共に」というものを体験する
ことができ、そしてお家という「共に」というとこ
ろで安心と安全が提供され続けます。それによって
僕たちは生きることができると思うのです。

しかし、社会的養護で生活する子どもたちの多く
は､不適切な養育であったり、あるいは喪失体験を
して、そこでの生活を強いられているわけです。そ
うすると自覚すべき「共に」というものが不十分だっ

たり、寂しくなったときに戻れる「共に」というも
のを喪失してしまっています。あるいはそれこそ乳
児院では、二者関係から始まって､一者関係の「個」
を「孤」と半ば感じつつ生活が始まります。子ども
たちはどんなふうに感情や思いを抱き、行動化する
のだろうかと思います。

そうなってくると、満たされない「共に」から得
る愛情欲求を持ち、人との距離が適切に取れず、そ
して援助を求めなかったりします。結果､人に対す
る不信感とか被害感が強かったり、攻撃性が高かっ
たり、自分は生まれつき悪い子だと認識していたり、
自己表現が素直にできず、感情や衝動性のコント
ロールができなかったり、親や家族に現実的ではな
い期待を持っていたりします。親子の間で子どもが
加害者、親は被害者として誤解しているようなケー
スも多く、親と別れていても親からの精神的な拘束、
束縛が続いていて、あるいは続いていると感じる子
どもたちも少なくありません。どう考えても安心と
いうものからはすごく遠いところで生活を余儀なく
されています。寄る辺なき子どもたちは、畢竟､白
か黒かの両価性、依存的なのか破壊的なのか、統制
というものに対しての拒否感、発動しない自主性、
あるいは底なしに関心を向けてほしいという思いが
ある一方で、拒否をしたり無視をしたり、また受け
身的か能動的か、こうしたものにほどほどというも
のがなく、どちらかに傾きやすいものが彼らの中に
あるのではないかと感じるはずです。それは恐らく、
どうすれば彼らが安心を手に入れることができるの
か、そしてちゃんと声を発することができるのか、
発した声を受けとめてもらえるのか､という経験の
乏しさゆえではないだろうかと思うのです。

９．アタッチメントを考える

安心を手に入れるというのは一緒感の中で出てく
るアタッチメント対象を適切に得ることができて、
適切なアタッチメント行動を発動するということ
で、僕たちは安心を手に入れることを身につけてい
るわけです。その視点でちょっと､アタッチメント
についておさらいします。
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アタッチメントの基礎の一つは、子どもたちは危
機的な状況になったりすると、安心と安全を求めて
特定の他者にくっついて落ちつく、ということにな
ります。不安になるとお母さんに抱っこされ、しが
みつく、お母さんを探す、安心と安全を求める、くっ
ついて落ち着く。これは子どもでなくても大人でも、
例えばカップルでお化け屋敷に行ったときに危機的
な状況になったときに安心と安全を求めたときに
くっついたり、手を握ったりする。あるいは知らな
いところに行くときにぎゅーっと手を握ったりす
る。危機的な状況になったときに僕たちが必要とす
るものは、自分のことを正しく感知してくれて安心
感を提供してくれる他者の存在だということです。
その他者の存在が手のつなぎ先となるのです。

最大の理解者と安心と安全の提供者が養育者の場
合は、養育者が子どもが危機的状況で安心と安全を
求めるサインを出していることを敏感に感知して、
安心感が得られるように応答しているのです。子ど
もが泣いた時に、全然知らない人間は何で泣いてい
るのだろうと思いますが、主たる養育者はお腹が空
いたのねと敏感に理解できてしまうわけです。何か
いつもの泣き方と違うから、熱でも出たのかしらと
いうと、やはり熱が出ているわけです。あっ、ちょっ
とお腹の具合が？と思ったら、あっ、ちょっとにお
いがということを敏感に察知して、子どもが声を発
する前に安心感を提供できます。これによって子ど
もは安全な安心感の体験をし続けていきます。この
子どものニードに対して、主たる養育者が敏感に察
知して対応するということがアタッチメントの基礎
を作るわけです。すると危機的な状況というのはど
ういうことかというと、具合が悪いとき、痛みや熱
が出るなど環境の問題、暗いとか閉じこもっちゃう
とか、知らない場所だとか、危険な人がいるとか、
関係が悪かったり、叱られたり叩かれたりというの
は危機的な状況です。失敗したり笑われたりして価
値がおとしめられるのも危機的な状況ですし、よく
ないことをしちゃったということも危機的な状況と
なります。

そんなとき僕らに、自分でしておきながらごめん
と言って泣きながらくっついたり、困ってくっつい

ていくわけです。そして安心・安全を求めるとくっ
つく、近づく、抱きつく、手を握る、後を追う、くっ
つくために人を呼ぶために叫ぶ、泣く、大声を上げ
る、手招きをする。それでもだめだったら注意を引
く、ちょっかいをかける、いけないことをする、危
険なことをする、不安そうにする、めそめそする、
怖がる、抗議する、ひっかく、たたく、物を投げる。

ともかくこれは全てくっつくためのサインなので
す。年齢によってそのシグナルはさまざまなバリエー
ションになるわけです。物を投げられるまでにいか
なければ、自分の頭をごんごんと壁にぶつけるかも
しれないし、誰にちょっかいをかけたらいいかなと
いうことになかなか気持ちが動かないのなら、ただ
ただそこで大声で泣いたりするだけかもしれません
し、さまざまなバリエーションがあります。ただそ
のさまざまなバリエーションでさえも、主たる養育
者や大人はサインだと判断できます。そこに敵意と
か悪意、試されているように､僕が感じてしまうのは
なぜなのでしょう。それは困っているはずなのに、
その困っているということを、僕が「ああ、困って
るんだな」と素直に察知できない何かがあるのです。

養育者の敏感性は、何がこの子に生じ、どうなっ
てほしいと思ってるかを察知できないといけないわ
けです。いつもと違うという感覚も大事です。自分
を優先すると、都合よく解釈してしまって真の理解
にならなかったりします。あるいは自分の心にゆと
りがないと鈍感になっちゃったりしますし、ゆとり
がないと過度に感情的になったりします。だから、
本当にこの子に対してどういう安心を提供する存在
なのかという僕の自覚が必要で、そのために僕は察
知して、敏感に対応するんだという役割意識を僕の
中に育んでいかないといけません。人は疲れてくる
とスルーしたり余裕がないと放っておいたり、感情
的になって叱ったりします。そんなようなことが僕
らの敏感性を妨げるということです。

十分な敏感性で得た安心感で、他者への信頼や共
感の形成や、自分の有能さ、感情の調節がうまくい
くわけです。恐れは安心につながるんだという確信
を得ることができるから、サインを出しやすくなり
ます。そうなってくると困難への挑戦、新しい経験
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といった意欲も生まれてくるでしょう。いざとなっ
たら守ってくれるという敏感な養育者がいるんだと
いうことだって、もう百人力ではないかと思うので
す。このいざとなったら守ってくれる敏感な養育者
という、敏感な他者といったことが、恐らく児童福
祉の中で求められているところなのだろうと思いま
す。でも、そのためにはそれまでの生活の中で十分
に育ってないといけないわけです。

ずっと述べてきた子どもの気になる言動という部
分は、実は子どもが安心・安全を求め、特定の他者
にくっつこうとする行動がかなり激しい場合、安心
できない環境だから防衛的に行っている行動だった
り、くっつくことを諦めたといった行動と考えてみ
るとよいかもしれません。

激しい行動というのは、もうともかくくっつくた
めの注意を引く抗議です。それが安心できるまで繰
り返され、より激しくなる、しつこくなる、大泣き
する、物に当たる。もうともかくくっつきたいんだ
という一心で、くっつきたいというアピールをする。
ただ､安心したいんだと言っているわけです。従来
の対応は、言うことを聞かない、べたべたとしつこい、
理解力が足りない、こちらの状況を察知しないで一
方的に訴え、困らせようとしているといった理解に
なりやすくなっているのではないかと思います。

あるいはこの敏感な察知というものは、チームの
なかで統一した対応になりにくいものです。面倒と
感じたり、ゴールがないかもしれません。ここで言
うことを聞いてしまうと、ずっと聞かなきゃいけな
いんじゃないだろうかということはよく聞く話で
す。また、私はそれに応えられるけどもスタッフ全
員が応えられるかというと不安ですということ、あ
るいは私が抱えてしまうと、周りに負担感を抱えさ
せてしまわないかという思いから最小公倍数といい
ましょうか、最低値のところでかかわる､関わる基
準を下げていってしまう。結果、納得した対応にな
らないなどということが起きやすいのではないかと
思います。

安心できないところに生じる防衛の一つは、過剰
適応です。ともかく拒否されないように我慢する、
見捨てられないように「大丈夫です、心配ないです」

という態度をとる、あるいは自分の世界にこもった
り、怒りをぶつけたり暴力的になってしまったり、
黙り込んだりという、そこに関係性を無視したよう
な自分の中で生き残る言動、それは「諦め」に近い
ものですが、それを選択して、その防衛の中で自分
のイメージを新たにつくる事もあります。私は悪い
子なんだ、私は目立つ子なんだ、みんなに好かれる
子なんだといろいろなことをイメージします。装う
わけです。何着も着ぐるみをもち、それでも自分を
守れなくなってきたら解離するわけです。だから解
離こそが最大限の防衛なんだと僕は思っています。
その場合、この子が今とても窮地に追い込まれてい
るので、解離の治療の薬ではなくて解離させないた
めの安心の提供というものを再設定しなければなら
ないと思ったりします。養育者に拒否、見捨てられ
ないように自分を抑えたりするわけです。嫌な思い
を避けるために従順になる、攻撃的、支配的になっ
たりする、騒々しくなる、もう覇権争いになってい
くわけです。そして解離する。躁的な防衛、やたら
はしゃぐなどというのも同じです。そのようなこと
で防衛します。

これに対して従来の対応というのは、拒否的で暴
力的です。「精神的な病状でしょうか」「発達障害で
しょうか」「アタッチメントの障害でしょうか」「ど
うかかわっていいかわからないし、何を考えてるか
わからない」という中で、結果一貫しない対応になっ
てしまうこともあります。「我慢ばかりしなくてい
いんだよ」と言ったかと思うと、「少しは我慢しな
さい」と言ったりする。言動の物差しが一定になら
ない。物差しが一定にならないというのは、我々か
かわる者も非常に揺れているということなのです。
この子につい振り回されてしまう、感情的になって
しまう、自分の気持ちも揺れる、余裕があれば寄り
添いたい、余裕がなければちょっとしんどいという
のが正直に表れてくる、そんなことがこの対応の中
に出てくるだろうと思います。

くっつくことを諦めたとなると、苦痛を感じない
とか、共感性が乏しくなってきます。いわゆるシャッ
トアウトしているわけです。「どうだい？」と聞い
ても、「ほっといてください、もう話すことは何も
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ないです」というような部分です。面接では黙り込
むという状況です。その中で自分の気持ちを調整す
ることはものすごく大変なので、気分が変動します。
双極性感情障害というわけではないのですが、ハイ
テンションになったりローテンションになったり、
被害的になったりするわけです。非常に依存的に
なったり他罰的になったりします。それでも執着し
て注意を引こうとしたり、暴力的になったりという
危機的な状況へのサインを示したり、先ほどのよう
に少し自分の中で防衛を働かせようとしたりしま
す。そうしてもやっぱり無理なのだとまた再度諦め
ていく、ということを繰り返していきます。人を困
らせていく、挑発的なことをする、引きこもったり
する、盗みをしたりする。その中に解離が隠れてい
ることもあります。

くっつくことを諦めたような行動ですが、実は完
全に諦めていない。だからこそ、関わる側も右往左
往する。完全に諦めていないのですが、なかなか安
心できない環境の防衛的な方略というよりも、もう
一歩進んでちょっと距離ができてしまったというと
ころです。完全に諦めていないので僕たちはまだそ
こに希望が持てます。でも従来の対応というものは、
支援者もかかわりを諦め、関係を絶つことに思いが
行きやすくなります。

その一つの象徴が措置変更です。もちろん措置変
更全てがそうだと言っているわけではありません。
お子さんにとっての生活の環境というものが、よりベ
ターな措置変更というのは、子どもへの安心をより
提供するために必要なことです。でも僕たちの中に
かかわりを諦めるといった心情が動いていないかど
うか、ギブアップというものが動いていないかどうか、
時にはそれでも敏感にかかわる他の支援者というの
が、チームの中におられるわけです。そうなってきた
ときのチームに敏感にかかわる支援者に対する陰性
感情も抱きやすくなってきます。その中で知らず知ら
ずに彼らが持ってきた虐げられた関係性といったも
のが再現されます。僕たちはそういった上での離れ
ること、別れること、関係を絶つことの喪失感といっ
たことに鈍感になりやすいのです。（この鈍感性は支
援者もまた自分を守る防衛策とも言えます）

10．支援者に求められる敏感性

支援者に求められる敏感性というものは、困って
いるということのシグナルとして問題行動を捉え直
してみたらどうでしょうか。生活のあらゆる場所で
安心が提供できるようなチームの連帯・連携、ある
いは学校との連携というのは、子どもの福祉施設で
はとても重要なことで、先生方も同じように問題行
動として捉えているわけです。この問題行動を、こ
の子は困っていることだというふうに、施設外のか
かわる人たちに理解してもらうのはものすごく時間
がかかるし、難しさがあります。そこで連携が保て
るかどうか。これはチームの中の連携と、チームの
外の連携といったことです。

気になる言動を示す子は正しいシグナルが出せま
せん。期待していないかもしれませんが、漏れ出た
シグナルがあるので、そこに敏感になる必要があり
ます。気になる言動は、子どもが経験学習したこと
を再現しているかもしれないということも､ちょっ
と念頭に置いておくべきです。

こちらを困らせる言動というものは、もしかする
と本人が困り果てて表出しているのではないか、だ
からよくない行動に対して「だめだよ」と伝えたり、
反省しなさいと言っても、そんなのはもうほとんど
意味がありません。だめな行動だということは本人
もわかっているので、わかった上でそれをするとい
う意味を一緒に考えていく必要があります。ソー
シャルスキルトレーニングとか心理教育とかよく言
いますが、何か悪いことをわかってる方に必要な部
分は、こういう気持ちがあったからやってしまった
のだということに近づけるかどうか、その「声にな
らない子どもの思い」を、僕たちが引っ張り上げる
ことができているのかどうか､というところなの
です。

お友達のゲームを盗んじゃったなんて、何でそん
なだめなことをしたのと聞いたところで、正直に「あ
いつが持ってるゲームが妬ましかったんです」とか

「先生との関係が･･･」とか、そんなことを言うこと
はあまりないだろうし、そもそもなかなか帰れなく
なってしまったこととか、そんな丁寧に説明できる
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――「知らない」とか「勝手に入ってたんだ」とか
「俺じゃない」など、何で嘘をつくんだという、そ
んなようなことをやっても不毛な気がするのです。

思春期頃では、言わずもがなでわかってほしいと
いうことと、簡単にはわかられたくないという思い
が錯綜するので、小学校高学年から中高生になると、
言語化することをチームの中で聞くということで、
皆に共有される不安を子どもたちが感じます。そう
なってくると、施設の心理の方には申し訳ないので
すが、外在化した心理の力を借りたほうがよい場合
があります。いわゆる医療機関とか、別なところの
心理の先生にそこの部分を委託して、施設の先生方
は生活の場の心理的サポートにウエートを置いて、
この子の心理的対応については外在化させたほうが
よいと思います。そのほうが彼らも秘密が守れます。
全部ガラス張りになることの不安、そしてちょっと
秘密を外で持ちたい部分と同時に、違う秘密を皆さ
んと持ちたいというような部分があるわけです。秘
密というのは持ってもいいんだという学習、外在化
することで守れるのではないかと思います。

それと子どもたちは何を言えばどうなるかという
ことをわかっています。随分前の外来でもふてくさ
れた言動の子に「何でそんなふてくされてるのか、
みんな知りたいみたいだよ」と言うと、「ただ眠た
いんだ、俺」と言いました。「でもね、先生。眠た
いと言うと、確実に先生は部活をやめろ、ゲームを
禁止する、早く寝ろって言うんだ。俺はゲームが好
きだし、部活はやめたくないんだ。でも眠たいんだ」。
そりゃそうだよなというような話です。でもそうい
う流れになってくると、生活指導が入ってきます。
それはちょっと避けたいので言えないという。だか
ら子どもが言ったときに、その声に我々がどういう
反応を示すのかということを子どもたちはすでもう
読んでいます。その読まれていることに対して、さ
らに僕たちが意外な対応をするということも実はす
ごく大事だというのが敏感性です。

11．敏感性を養う

精神の疲弊は、この人をそれ以上追い詰めないこ

とに鈍感になってしまいます。敏感性を養うために
は、かかわる我々が十分な休息、余裕がないとだめ
です。そして信頼関係と協力関係のチームづくりで、
これが実は一番難しいものです。そのときにプレイ
ヤーとリーダーというものは分けて考えるべきで
す。みんながプレイングマネジャーになってしまう
と大変です。

敏感性を養うためには、申し訳ないのですが児童
相談所からの情報だけでは不十分で、その子がどん
なふうに育ってきたのか、断絶して離断した生育歴
にならないような情報の整理、そしてその情報は､
その子がどういうふうに生きてきたかをその子がど
う理解しているのか、そして客観的な事実がどうな
のかといったことを徹底的に調べていく必要があり
ます。その情報がないと､かれらの人生は切断した
ままとなります。

皆さんの施設では､養育者から情報を聞くための
時間とか､養育者と職員との面接は保障されている
でしょうか。それによって、この言動がどういうふ
うにして学習してきたかということが想像できて、
それでその子の思いをつなげていくことができる。
その歴史があるから、そういった言動の連鎖が示せ
るのかどうか、もし示されないとすると、まだ分断
した、切断したものがあり、それが解離とか否認の
可能性があるかもしれません。

もちろん僕たちの言動にも僕たちの歴史がありま
す。僕たちの思いがあります。僕たちの自分の思い
にも敏感にならなければならないのです。それが転
移感情です。

一般の転移というのは、子どもたちが自分の過去
の中を僕たちに投影するものです。お父さん代わり、
お母さん代わりという部分です。そして、その感情
の中で自分の気持ちの整理をつけていくということ
です。一方で僕たちにも生じる転移、つまり逆転移
があるわけです。子どもたちの言動に僕たちが揺れ
る。そこには何か特定の反応が僕たちの中にあるわ
けで、そしてそれは僕たちの中にも未解決な問題が
あって、未解決なストレスがあって、誰にも言えな
いものがあったりします。そういう無意識なものが、
子どもとのやりとりやスタッフとのやりとりの中に
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浮上してきます。そこに、怒りや悲しみや不安や恐
れといったものの感情的なものが生まれてくる可能
性があるのです。

僕の中にある過去の未解決な人間関係、例えば僕
は母子関係に未解決な問題があるということに気づ
いていたり、お友達関係の中での未解決な人間関係、
必ずつまずきやすい部分、そういったものがあった
りします。だから僕たちの中にある自己洞察という
ものも必要となってくるわけです。でもそういった
僕たちの洞察、逆転移というのは、支援するために、
共感するために必要なものです。モネー・カイルと
いう方は、修復欲動だったり、親的欲動だったりす
ると言っています。いわゆる自分の過去の傷つけた
ことへの償いだったり、小さいときの自分との重ね
合いみたいなものがあって、それで子どもに向き
合っていくといった部分です。それがあるからこそ
僕たちは連続的に関われるので、子どもたちと向き
合ったり、親と向き合ったときに感じる僕の気持ち
というのは、全てがマイナスではなくて、どういう
ところからそれが生まれてきたのか、僕たちはどう
していきたいのかとの思いに溺れ過ぎたり、過度に
逸脱してしまわないように自己抑制が働くことがで
きるかどうかです。ネガティブな感情をどうやって
自分の中でおさめていくことができるか。そういっ
たことが実は求められていく中で、一人一人の感情
が整理されていくとチームの中でもうまくいくので
はないかと思うのです。

僕は､子どもの言動を100％は鵜呑みにしないよう
にしています。どんな思いにも裏の意味があるだろ
う、複雑だろうと思います。それは施設にいたい気
持ち、いたくない気持ち、それだけとっても100％
どっちにもならないだろうと思うわけです。好き嫌
いも同じで、時にはもうちょっとここで生活したい
なという思いを正直に持つし、時にはここにいたく
ないなという気持ちも正直に持つ、時には先生がう
ざいなと思う気持ちになったりするけれども、やっ
ぱり頼りになるなと思うのです。僕たちが画一的に
テレビドラマのキャスティングのように、決まり
切ったキャスティングとしてその人を理解するん

じゃなくて、その日その日に揺れる気持ちがあると
いうことを知った上で、敏感性を養っていくことで
はないかと思います。

可能であればこの子の親はどんな気持ちで今いる
のかな、どんな思いでこの子の名前をつけ、どんな
ふうに生活をし、どういった育ちを思い描いていた
んだろうかな、そこに何かしらの思いはもちろん
あっただろうな、そしてその親も実はどんな子ども
時代を送ってきたのかなといったことにも思いを馳
せたいと思います。親の気持ちを想像することで、
今後の生活の在りようも見えてきます。それがまた
負担にならないかな、ほどほどの距離感でどうかな
といったこと、そんなことに思いをはせながら考え
ていくのです。

12．おわりに

「社会的養護で子どもの声を聴く」という今日の
テーマ。僕はとても難しいと思っています。出会う
子どもたちは、自らが発し続けた声が正しく届いた
という実感が極端に少ない中で生きてきた子どもだ
ろうと思います。だから声を発しても受けとめても
らえないという認識の上で、発することを止めてき
たのではないか、だから発してよいという環境をつ
くること、そして発せなくても思いを敏感に察知さ
れるという経験をしてもらいたいのです。

僕たちに求められているは、その察知しようと努
力し続けることでしかありません。子どもの顔を見
たときに、ああ、今日は顔色いいな、こんな気持ち
なんじゃないかなと僕らが思えること、そして感じ
たことを僕たちが声に出してみる。そうしたら「そ
んなことないよ」と言われるかもしれませんし、

「えっ、何でわかったんだろう」と嬉しく感じてく
れるかもしれません。少なくとも僕を僕として、私
を私として見てくれようとしている、そんな環境の
中での生活の積み重ねから、ようやく声は発せられ
るのではないかと思います。だから聴くということ
よりも「声を出し合えるような場づくり」といった
ことが､僕は大事なのではないかと思います。
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2023年度　市区町村虐待対応指導者研修［オンライン］講演をまとめたものです。

講義「共感的理解から始める家族支援」

河　﨑　佳　子
（神戸大学大学院 人間発達環境学研究科）

Ⅰ．はじめに

今日は、「共感的理解から始める家族支援」とい
うテーマをいただいています（スライド①）。「子ど
もや家族を支援する上で、まず、相手の語りや背景
にあるものを共感的に傾聴・理解することが大事で
ある」とは、どうすることかを、なるべく丁寧にお
話しできたらと思っています。

それは、各々の家族のニーズに合ったサポートプ
ランを立てる作業につながる第一歩です。「つながっ
ていきますよ」ではなくて、そこから「つなげてい
くのだ！」という覚悟が必要なところだと思います。
子どもや家族を支援する上で基本となる考え方の説
明から、具体的な事例も提示してお話ししますので、
深めてお考えいただけたら幸いです。

25年以上になりますが、私は、児童養護施設や乳
児院での心理的ケアのあり方について、職員の方々
と一緒に考えたり、実際に面接やプレイセラピーを
させてもらったりしてきました。今は、スーパービ
ジョンやケースカンファレンスへの参加が中心に

なっています。20年前、乳児院に心理士が導入され
始めた頃、ほとんどの乳児院にまだ心理士がいな
かったときでしたが、私は乳児院における心理士の
仕事に強い関心をもちました。その結果として、乳
児院での心理的ケアがいかに重要かを確信するに至
りましたが、そこにも結びつく話をこれからしてい
きたいと思います。

Ⅱ．初回面接の重要性

１．最初の出会い ～寄り添う難しさと工夫～
児童養護施設や乳児院のケース検討会に呼ばれ、

事例の報告をお聞きするときに、生育歴や入所に至
るまでの経緯に関する情報の乏しさに直面すること
がとても多くあります。そして、在籍年数が経てば
経つほど、最初に担当したケースワーカーや、当初
対応していた職員は、異動したり退職したりしてい
ます。何代も前になってしまい、今さらわからない。
当時は保護者らから聞いた情報があったかもしれな
いけれど、メモ程度にしか残っていない。あるいは、
メモさえ残っていないこともあります。保護者と電
話がつながらないので連絡が難しい。だからといっ
て、保護者がいないことにはできないため、手続き
が先送りになっている。そういった状況で、ケース
ワークが滞り、悩んでおられることがよくあります。

つくづく思うのは、初回の出会い方の重要性です。
その後消息が途絶えてしまう保護者がたくさんいる
中で、最初に接触できた時点で、どれだけの情報を
きちっと得ることができるか。そして、その “情報
を得る” というプロセスそのものが関係づくりにつ
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ながって、結果として、その後の親の同意が得やす
かったり、面談に出向いてもらえたり、一緒に考え
ることができたりする。一時保護や入所処置になっ
た子どもに対して、あなたの親は今こんなふうに関
わってくれているのだよと説明できる。そういう位
置に保護者を置けるかです。これが、初回面接のあ
り方、出会い方にかかっている。大事な点なのです
が、実際にはなかなか難しいことです。

たとえば、児童相談所が通報を受けて、あるいは
警察からの依頼があって、子どもを保護するために
保護者に会いに行くとき、果たして、どれくらいそ
の保護者に寄り添えるでしょうか。「寄り添う」と
いうことばを簡単に使うには、状況は厳しすぎます。
目の前に、被害に遭っている子どもがいる。加害の
事実を認めない、子どもは手放さない、という親を
どうやって説得するか。思いを寄せられるかとか、
共感的な理解とか…。ムリ無理！それどころじゃな
い。あなたのしていることはいかにひどいか、子ど
もは保護されて当然なのだと、必死で説得せざるを
得ない。そうなりがちなことは十分にわかりますし、
現場の大変さは本当にそうだろうと思います。

けれどここで、一般の人とは違って専門家なので、
これを仕事として、任務としてやっているのだから
と考えると、状況に揺れ動かされたり圧倒されたり
することなく、展望をもって、この瞬間を使ってや
るぞ、今どんなふうに親に接するかがこの後のケー
スワークの方向性を決める…という心意気が必要で
す。そういう意識と意気込みで、冷静さを取り戻し
て向き合う。援助職として欲深な応援ができたらと
思っています。

２．支援に役立つ情報を得る
ケースによって違うとは思いますが、とにかく息

を吐いて、相手の目を見てうなずき、大丈夫だから
という心持ちを示します。訪問先ならば、「ここに
少し座らせてもらってもいいですか？」からでしょ
うか。面接室なら、この場所は安全、この場所はあ
りのままでOKで、基本的に守秘義務が守られるこ
とを伝えて、「うまく話せなくてもいいので、浮か
んできたことを自由に伝えてください」という雰囲

気を作ります。そして、子どもについて何が起こっ
ているのか、親はどうして暴力を振るったり、無視
したり、置き去りにしたりしなければならなかった
のかについて、保護者の事情でいいので、そこから
語り出してもらいます。それを聞きながら、ああ、
子どもはこういう状況を味わってきたのだな、こう
した親との関係の中で今回の事件に至ったのだな
と、子どもの体験と背景も掴めてきます。

保護者の事情、背景、言い分がわかり、すごく勝
手なものかもしれないけれども、その言い分を聞く
と、「お母さんもどうしようって焦っていたのです
ね」とか、「お父さん、だからこの子は欲しくなかっ
たという気持ちに戻ってしまったのですね」と伝え
ることができます。是非は別として、保護者が「そ
う、そうなんですよ」と思える体験があってはじめ
て、「実は…」「そう言ってくれるなら…」と、話が
つづく展開になると思います。

そうした流れで、子どもの誕生から今まで、さら
には、妊娠中あるいは妊娠するかもしれないときか
らの歴史に触れ、この子はこんなふうに感じ考える
親の下で、そうした事情のある親の下で、日々を生
きてきたのだと知ることができます。ですから、「ど
んなことがありました？」と具体的に問うことが大
事です。具体的というのは、漠然と「困らされるこ
とばっかりでした」とか、「何でこんなことするの
や?!という子でした」とかの報告があったとき、そ
のままメモして終わるのではなく、一つでいいので
具体例を尋ねます。ここがとても重要です。一つで
いいから、「たとえば、どんなことがあったのですか」
ときくことで、映像的に「ああ、なるほど」と辿れ
る理解をもてる。すると、自分自身も語りやすく、
報告しやすくなる点が鍵だと思っています。

そんなやりとりが、結局は関係づくりのチャンス
となるので、「今まで、こんなふうに話を聞いてく
れた人はいなかった」「自分に対して、こんなリア
クションした人はいなかった」「そこを質問してく
れた人ははじめてや」が重要。人間関係、対人関係、
今までとはちょっと違う色にするという意味で、大
事だと思うのです。
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３．初回面接そのものが “支援” となる出会い
支援の対象となる保護者の中には、「どうせ」とか、

「私なんて」とか、「どのみち俺らはそういうふうに
見られるんや」という体験をしてきた人が少なくあ
りません。そのために、決してネガティブな日々を
歩んでいるわけではなくても、相談するのが苦手、
必要な時にちゃんと依存する、頼りにすることが下
手で、「自分で何とかしなければならない」と思って、
行き詰まってしまうのだと思います。そんなときに、

「えっ?!　そこをきいてくれるの」「ちょっと言った
だけなのに、よく話してくれたって褒めてくれるん
や」と驚きを感じられるようなことばとの出会いが、
関係づくりのきっかけになる。だから、初回面接は
すごく大切なのです。どうせ…とか、結局…とかの
繰り返しにならない、今までと同じではない、ここ
は新しい展開を経験する場所です、と感じてもらえ
る出会いをしていただきたいと思います。

すると、初回面接そのものがすでに支援になって
いるのです。心が緩むとか、頼ってみようかなと思
えるとか、「めったに言うことはない、言うまいと
思っていたことだけど、話してみようか…」とか、
そういう気持ちになること自体が、その人の生き方
やあり様を変えるきっかけになるので、支援につな
がる一歩だということです。

子どもであっても、大人であっても、依存しては
いけない、頼ってはいけないわけではありません。
施設の指導員や職員の方によくお話しするのです
が、子どもの自立を支援するとか、自立させなけれ
ばならないとか、まだ自立できていないとか、“自立”
を求める時には必ず、それと背中合わせの “依存”
とセットで考える必要があります。つまり、上手に
頼ることのモデルをどれだけ伝えられているか、教
えられているか、です。教育の現場でも同じで、依
存と自立をセットで、具体的にどう指導しているか
が課題です。しかるべき時に、しかるべき人に、し
かるべきやり方で依存できるようになるのが成熟、
大人になることだと私は捉えています。そこを忘れ
て、自立！自立！と、何万回叫んでも、自立は促せ
ない。そういう意味で、児童養護施設で育つことに
なる子どもたちの保護者にも、児童相談所を頼って

よかった、利用してもいいかなと感じてもらい、子
どもが入所する施設と敵対関係にならない導きが大
切で、この点でも、初回面接は重要な分岐点なの
です。

４．関係づくりのチャンスとなるやりとり
子どもを保護する場合、家族再統合だけが善策で

はなく、中には別れの支援に向けた出会いもありま
す。そういったケースも含めて、あらゆる支援の第
一歩が、実は初回面接だということです。自分たち
を悪者にして子どもから引き離すのは認めないと
か、不本意に奪われそうだから掴んでおくとか、ま
るで作用・反作用的な反応の中で、子どもを板ばさ
みにしたり、振り回したりする。そういうことが起
こらないように、日頃から慎重なことば選びのリ
ハーサルをしておくといいなと、ケース検討会をと
おして感じています。

人と人との関係は、たとえ赤ちゃんと大人であっ
ても、やりとりの中で展開していくものですから、
不適切な養育が疑われる親に対しても、「一方的に
あなたが悪いと捉えるわけではない」という姿勢を
伝えます。ちょっとした動作やタイミングが引き起
こす困難、こじれがあります。だから、親が距離を
取って冷静になれるように、赤ちゃんに話しかける
のも手です。たとえば、不機嫌にぐずる０歳の赤ちゃ
んに、「よく来ましたね。連れてきてもらってあり
がとうやね。暑い中お疲れさま。それではちょっと
一息ついて、心だいじょうぶになってもらおうかな。
よろしくね…」と言えばいいと思います。実は、保
護者に伝えたいことを赤ちゃんに語りかけているの
です。よしよし、どうどうどうと赤ちゃんに静まっ
てもらって、それから保護者に向けて「一番いいあ
り方を一緒に考えていきたい」と前置きしてから、
事情をきく。その過程で「まずは一時保護という形
にするのがいいようですね」としていく。もしも最
初にそういう運びがあったなら、その後の経過が全
く違ったかもしれないと感じるケースがあるので、
一言加えさせていただきました。
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Ⅲ．傾聴と理解

１．傾聴とは？
最初のスライドに「共感的に傾聴・理解する」と

ありましたが、これがほんとうに難しいと、臨床心
理士として長く仕事をしてきて思います。今までの
話では、傾聴よりもむしろ、どう伝えるか、あるい
はどう問いかけるかを話題にしていたと思うので、

「傾聴はどこにいったのですか？」と思われた方も
おられるかもしれません。実は、傾聴の裏には、ど
んなふうに尋ねるか、どんなふうに説明するかが含
まれている。問いかけや語りかけがあっての傾聴な
のです。とはいえ、“質問先生” になってしまわな
いことも大事なので、尋ねる内容、使うことば、文
面や間のとり方を磨く。一方、ここぞという瞬間に
は、ふつうなら待てないくらい長く待ってみせるの
です。そうやって、ようやく出てきた一言、表情の
動きや声のトーン、ため息も含めて、そこからどん
な考えを読み取り感じ取り、理解した内容を、どん
なことば、どんな表情や頷きで伝え返せるかだと思
います。プロの臨床心理士であっても、この力を積
むためにさまざまな研修に臨んでいるのだと、私は
思っています。

２．親の体験と思いを知る
子どもを守らなければと皆が動き、保護に向けた

話し合いを進める中で、子どもを取り上げられると
感じた親が、「だって、私だって…」｢俺なんかは…｣
と話し始め、保護者自身の子ども時代の話になって
いく…というのがよろしいのです。子どもをもてば、
親らしくなれる訳ではなく、してもらったことをし
て返し、してもらえなかったことは成し難い。どん
な状況で育った親なのか、どんな暮らしをしてきた
親子なのか、そもそも子どもの誕生前に何があった
のか、子どもの誕生時にはその子の将来像をどうイ
メージしたのか。想像とは異なっていたとか、想像
すらなかったとか、そういう話までできると、親と
して困っていることの中核に触れ、求める支援の方
向に手を伸ばせます。

ケースカンファレンスの報告などで、時に残念だ

なと思うのは、保護者の語りの脱線を、「いや、そう
いうことではなくて、今の状況をどうするかなので
…」といった感じに、ケースワーカーが相手の話を
奪ってしまうことです。多くの現場が難しいワーク
に悩み、新人や経験の浅い職員が十分とは言えない
研修や指導体制でケースを担当しなければならない
とき――もちろん、それまでの経験とセンスで、若
くても見事なケースワークができることもあると思
うのですが――聴取しなければいけない項目リスト
を見ながら、尋ねることに懸命になると思うのです。

横道の逸れ方とか、横道に逸れたときの回って元
への戻り方とか、そういった部分の研修はなかなか
できていませんし、事例検討の経験もほとんどない
でしょう。そのため、相手の話を切ってしまって、
もったいなかったな、ということがあるのです。も
ちろん、逸れたまま戻って来られないのも、困った
ことです。今日ご参加の方々は、後輩の指導に当た
られる立場、育てていく立場におられると思います
ので、事例検討やロールプレイをとおした研修を大
事にしていただきたいと思います。そして、うんと
褒めて、自信を持って舞台に出ていくワークをさせ
てあげてほしいです。

話を戻します。
親を支えた存在は果たしてあったのか。もしあっ

たとしたら、誰だったのか、どういう内容の支援だっ
たのかを聞いて、「それはよかった。もっと欲しかっ
たですか」「ああ、それは児相や役所がすべき援助
だったですね。ごめんなさい」と、折れてあげてく
ださい。いくらひどいことをした人であってもそう
です。折れてもらうことで、折れられる心があります。

次に、親は何を求めてきたのか。そして、もし過
去のそのときに戻れるなら、「どうしてほしい？」「何
と言いたい？」と問いかけてあげてほしいです。今
はこういう事態になってしまったけれど、改めて頭
の中を真っ白にして叫んでいいなら、「あなたは何
を求めているのだろう？」「何を求めていたのだろ
う？」そこに向かって、支援機関ができることはあ
るか、一緒に探れる道はあるか、という姿勢です。
私はいつも、その人の心に吹き出しをつけたら、ど
んな台詞が浮かんでくるか？ 心は何を伝えたいだ
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ろうか？ と想像するようにしています。心をもた
ない人の支援はありませんので、学校でも、乳児院
でも、養護施設でも、障害者施設でも、老人施設で
も、対人支援に共通して言えることだと思ってい
ます。

３．共感について
そういう生き生きした面接をぜひ初回にしてくだ

さい。親の本音を受け止めるために、ひどいことを
してきた相手であっても、「何でそんなことしたん
やろう？」という好奇心で聞いてください。「なる
ほど、そやったんか」と合点のいく語りを引き出す
ぞ、と思っていただきたいのです。腑に落ちて、「な
るほどなあ」と思うと、そこに共感が生まれてきま
す。それなしに、「共感的に聞きました」なんてこ
とはないのです。

心理士を目指す大学院生の訓練において、「共感
的でありたい」とする姿勢はずっと必要だけれども、
共感しているつもりになってはいけないと伝えま
す。「共感と呼べる瞬間は、今日の面接でもなかっ
たです」ということでもいいと、私は思っています。
それだけに、心から納得できるときに生まれる共感
は威力があります。おそらく、その瞬間を目指して
こそ、肯定的で積極的な傾聴が意味をもつのでしょ
うね。相手の「当てにしてみようかな」に、こちら
も「協力してみよう」と思えます。「また連絡しま
すので、来てくださいね」「一緒に考えていきましょ
うね」と “自己一致” して本気で言えるし、「きっ
と来てくれはる、大丈夫」と確信して見送れるのだ
と思います。そして、支援が継続していくのです

４．子どもの心の体験を想像し、理解する
この親のもとで、子どもの心はどのような体験を

してきたか。そこを、面接担当者としてちゃんと物
語れるかです。少し話が逸れますが、心理士を目指
す学生の訓練で、彼らが面接内容を報告してくれる
とき、私は紙や画面を見ずに、素で物語れることが
とても大事だといつも言っています。ワープロで
打った何枚もの逐語記録は、訓練初期のスーパービ
ジョンでは、自分の語り方の癖などを発見するため

にとても価値があると認めます。しかし、経験を重
ねて、徐々にひとり立ちしていくときには、資料な
しで、そのケースについて把握した情報を組み立て、
聞く相手が「あ、そういうことか、なるほど」と理
解し、関心を寄せられる語りができるか、それがす
ごく大事だと思っています。物語れる面接をした人
は、これまでお話ししてきたような面接ができてい
る人で、その後も反芻しながら考察を深めることが
できます。そんな初回面接ができる心理士やワー
カーを育てる指導を心がけています。

初回面接をめぐる一連の動きのもとで、結果とし
て、子どもは心の元気を徐々に取り戻すことができ
る。それは、子どもの体験に関する理解が得られて
いるからです。一時保護所に措置するときも、施設
入所が決定したときも、養育里親や親戚に託すこと
になったときにも、託す先に対して、子どもの歴史
を家族歴と共に伝え、「両親には子育てについて何
のビジョンもなく、それは親自身の育ちが絡んでい
るので、そこを丁寧に扱いながら方針を明確にして
いきます」とか、「親の経済力と性格を考えると、
面会希望は続きますが、多分引き取りは難しいと
思っています」とか、「母親を支援する具体的な手
立てが必須と考え、今動いています。母親が児相を
信用してくれるようになったら、引き取りの可能性
がある子どもです」といったケース理解を示し、子
どもにはどのように説明がなされているかも共有し
て、委託ができる、措置ができる、そこがとても重
要だと考えます。

Ⅳ．事例紹介

事例を紹介しながらお話しします。ただ、守秘義
務がありますので、紹介するのは創作事例です。もと
になる事例を幾つか念頭において、伝えたいことが浮
かび上がるように匿名性を保ってアレンジしていま
す。「こういうこともある、さもありなん、あったあっ
た」という私の20年余りの経験からの物語です。

１．背景
この子は生まれてすぐに里親委託になっていま
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す。出産前に、実母自身が児童相談所に電話をして
きて、「生まれてくる子どもを、里親に出して育て
てもらいたい。養子縁組を希望する。自分は育てら
れない」と言いました。そこで児相は来談を誘い、
ケースワーカーが特別養子縁組の制度について説明
して、実母の意思を確認しました。

ただ、そのときには制度の説明が中心になって、
生まれた赤ちゃんはまず乳児院に入り、そこから里
親に託されると説明されました。児相は登録されて
いる特別養子縁組候補の精査を迅速に進めていきま
す。里親候補は研修を受けて認定され、委託を待っ
ておられます。無事に生まれ、乳児院に入り、手続
きが進んで、生後１か月ぐらいで里親さん宅に引き
取られました。でも、特別養子縁組の申請はすぐに
はできませんので、最初は養育里親となりますが、
里親自身は実子を迎えた思いで育てておられまし
た。とてもいい関係ですくすくと育っていました。
半年間は観察期間で、半年を経てから、家庭裁判所
に特別養子縁組の申請をします。ですが、家庭裁判
所の調査官はたくさんのケースを抱えておられるの
で、申請後の手続きはなかなか進まないことが多く、
この事例もやがて子どもは１歳の誕生日を迎えま
す。それでも、里親さんはそれほど焦っていません
でした。実母さんの希望で、生後すぐに委託され、
その後のかかわりもなかったからです。ところが、
その頃、児相が実母に連絡を取らなければならない
事情が出てきました。形式上、実母はまだ親権者な
ので、給付金の受給や保険証の確認などに関して、
連絡を取らざるを得なくなるようです。

２．事の発端
児相からの問い合わせを受けて、実母はまだ縁組

が整っていないことを知って驚き、「どういうこ
と?!」と怒りました。当初の説明のなかで、規則上
は半年経ったら申請が可能になることのみが伝えら
れ、家裁の決定まで１年以上かかるケースが結構あ
ることは説明されていなかったようです。実母とし
ては、半年たった時に、これで養子縁組が成立した
のだな、よその家族の籍の子になったんだなと、実
母なりのファンタジーで区切りをつけていました。

ところが、１年が過ぎて「えっ?!」の事態となり、
「だったら引き取ります！」と。大変です！ 里親は
突然大きな不安の中に投げ込まれました。児相とし
ては、「決定まで時間がかかるのは家裁の問題で、
制度についてはきちんと伝えた」「今後、実母は里
親と連絡を取ったり、子どもと面会したりはできな
いと説明して、承諾を得た」となります。それはそ
れで、もっともです。しかし、実母の怒りは収まら
ず、児相の話に嘘があったのではないか、乳児院が
きちんとケアしなかったのではないかといった連想
まで出てきて、いろいろ縺れていくわけです。児相
は、当然と言えますが、里親の味方をします。何と
か実母を説得して諦めてもらおうとしますが、実親
は引き下がらず、裁判の話まで出てきました。

ここで一つ考慮しなければならないのは、妊娠し
た頃は、頼る人も安定した収入もなかった実母で
あっても、１年経つと、生活や環境が変わっている
ケースもあるということです。たとえば、パートナー
ができて、自分の仕事先もなんとか手に入れていれ
ば、「今なら引き取れる」と考えるかもしれません。
そのギャップが事を複雑にします。

こういったケースについてスーパーバイズを求め
られ、時には、私自身が面接に応じることがありま
す。その場合を想定して、話をつづけます。

３．実母との面接
実母に、「言いたいことがいっぱいあるやろうね。

うまく通じなかった、私の本意とは違うふうに伝
わっていると思うこともあったと思うわ」と語りか
けて、「自分の産んだ赤ちゃんを不幸にしたくない
という思いがすごく伝わってくるので、そこを一緒
に考えたいです」と誘ってあげてください、とケー
スワーカーにお願いして、面接が設定されました。
「誰に会うのかわからないし、どんな人が来るの

かわからないのに、よく来てくれはったね。ワーカー
さんのおかげだと思ってます」と、実母と横に座っ
てもらっているワーカーに頭を下げ、一度真っ白な
スクリーンに戻して、「ありがとう」と伝えます。「私
は、初めて会う人間ですけれども、これまでの経緯
については一通りうかがっています。何も聞かない
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でここに座っていたら、逆におかしいですものね。
でも、聞いている内容は、あなたが私に直に語って
くださるのと違う点があるかもしれない。もしかし
たら、かなり違うかもしれない。私はそう思って、
あなたの話を改めて聞いていきたいと思っていま
す」と伝えます。

すると、「そしたら…」という感じになって、自
ら経緯を語ってくれる人がおられます。でも、話の
深まりとしてはそう簡単ではありません。というの
は、今現在の現状や不満は語ってもらえるのですが、
それまでの経験とか、そもそもなぜ子どもを養子縁
組に出したいと思ったか、いったい何があったかと
いったことは、委ねたままでは話題になりません。
だからといって、繊細さに欠けた質問は脅威となり、

「何なのよ!?」と、心が鎧を着てしまいます。どう問
うかと、バランスが大事です。

実母は、「もともと児相が説明不足だった」「縁組
が遅れたのは裁判所のせいなのに、裁判で私を悪者
にしようとしてる」と訴え、「はなから里親の味方
ばっかりしている」「私の話をほんとに聞いてくれ
てる人なんていない」と児相への不満を語ります。

「そうなんですね…」と受け止めて、そうした実母
の発言の理由や経過をきちんとわかるために、「私
が間違って理解していないかを尋ねさせてください
ね」と断って、こちらが理解している内容を、順を
追って伝えて確認していきます。

ここで注意しなければならないのは、価値判断と
か、明らかに相手が不利になるような意見とか、是
か非かなどのことばは使わないで、できるだけ現象
をそのままに、「こういうことがあった、こういう
やりとりがあったのですね」とニュートラルに伝え
ることです。たとえば虐待やDVの疑われるケース
で、叩くという行為があったとした場合、「叩くと
いうことがあったと聞いているのですが、それは
合っていますか？」「でしたら、その時のことの流
れや様子などを教えてもらえますか？いろいろあっ
て、簡単なことではないと思いますが…」と、事象
を丁寧に押さえていって、「こういう理解でずれて
いませんか？ ちがう言い方のほうがぴったりする
なら、教えてくださいね」と、事態が映像的に掴め

るように聞きます。
その際、こちらの発言がまどろっこしくならない

ように、親切ではあるけれど、簡潔に話題にし、こ
こは正確に把握できた、ここは同意が得られた、こ
こはまだ語られない、と心の内でやりとりを整理し
ていきます。紹介している事例の場合には、「そも
そも自ら託したいと連絡されたこと、それは責任あ
る大人の行為としてすごいことだと思うのです」と
添えながら、特別養子縁組について知った経緯や、
自分では育てられないと判断した理由を尋ねてみま
す。「どんな状況だったからでしょう？ そこはあな
たにとってもとても大事なことだと思うので、私は
知っておきたいです」と伝えます。

子どもを身ごもった経緯をききます。紹介事例の
ような場合、親の虐待から逃げ出した転がり先での
妊娠とか、親近者からのレイプによる妊娠とか、パー
トナーに捨てられて頼る家族もいない状況などの語
りが浮かんできます。「はじめて人に話した」とい
う人もいます。それこそ傾聴の先に、なるほど…と
思える生い立ちや経緯があるのです。守ってもらっ
た経験が乏しく、子どもを産んでも、誰も愛でては
くれない。むしろ非難する家族や親戚がいる状況で、
児相に連絡できた実母は褒められていい存在です。

実母の話を聞いて共感できたら、そのことを伝え
てみます。「だから、誰かに託すしかないと考えて
赤ちゃんを手放すことにした。半年たったら、私と
は違う幸せな両親がいる家族の子になる。私とは違
う育ちをこの子にあげたい、それが唯一自分にでき
ることと思って、養子縁組に出そうと決めたのね」
と。もしかしたら、実母自身の中でもそれほど明確
ではなかったかもしれませんが、そのように言語化
されることで、「そう、そういうことなんよ！」「う
～ん、確かにそうやなあ」と、思いにひと段落がつ
きます。「そんなふうに言われたら、気持ちが収まる」
と感じてもらえたら、支援の道が開けます。

だから託そうと決めて、児相に任せて、てっきり
縁組が成立して過ごしていると思っていたのに...。
おそらく、その思いの裏で、手放した寂しさや後悔
も味わっていたでしょう。にもかかわず、「何なの?! 
子どもは宙ぶらりん。言っていたことと違う。だま
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された！ それやったら私が引き取る、と思ったの
ですね」と語りかけました。児相からの連絡が発火
元となった理由について、家族や社会に裏切られて、
守ってもらえずに生きてきた実母が、子どもを託す
という決断をめぐって再び、児相からも裏切られた
と感じた瞬間の怒りを、シンプルに「話してもらっ
て、よくわかりました」と伝えます。そして、ちょっ
と間をおいてから、里親は数々の条件や審査を経た
存在であること、委託後の観察期間や縁組申請が通
るまでの期間も、児相や里親支援機関は定期的に里
親に連絡をとって相談を続けること、実母が想像し
たかもしれない「ほったらし」「宙ぶらりん」では
ないことに言及し、「だから、あなたの選択は、けっ
して子どもを不幸にしたわけではないのです」。「そ
うですよね」と、横におられるケースワーカーに問
いかけ、「ええ、そうです。ちゃんと説明できてい
なくてごめんなさい」と言ってもらう。「赤ちゃん
を思う気持ちから、何やってんのよ!? って思いまし
たよね」と、怒りもこちらがいただく。感情に圧倒
されていた心が少し鎮まったなら、あとは “待ち”
です。冷静な思考が働き始めます。腹は立つけれど、
かといって自分が引き取れるのか、引き取るのがい
いことなのか…。そこはあんまり口出しせず、つぶ
やきを受け止め、ことばを待ちます。これも “傾聴”
です。

ときには、迷っておられる気持ちに添った表情で、
心で「う～ん」「え…と」と言いながら待ちます。
ちょっと首をかしげて見つめることもあります。そ
したら出てくることばがあります。さらに尚、ご自
身で「わかったわ」と納得されるまでは、もっと待
たなければなりません。なぜなら、「結局、丸め込
まれた」「押しつけられた」になると、元の木阿弥
だからです。　

Ⅴ．まとめとして ～事例をとおして～

事例をとおしてお伝えしたかったことを、スライ
ド②に沿ってお話しします。

まず、これまでにはなかった、今までこういう話
をしたことはなかった、ここを結びつけて受け止め

てもらったことはなかったというような、“これま
でになかった体験を提供する” です。先ほど、“自
己一致” という用語を使いましたが、自分自身が思っ
たり、感じたり、考えたりしていることと、自身の
言動が一致している、という意味です。対人援助に
おいては、この自己一致を目指す姿勢が大切です。
とても難しいことだとわかりつつ、です。そのため
には、自分の感情や疑問に嘘をつかず、きちんと意
識した上で、最も役に立つ支援の方向を定めて、自
己一致した表情、ジェスチャー、発言ができるかど
うかが重要です。

言い換えれば、自己一致は、自己一致していない
ときを認識するということです。「まったく共感で
きてないわ」とか、「今の話はわからないわ」とか、

「なぜここで話が飛ぶの？ はてなマークが舞ってる
わ」と思っている自分を自覚して、「ここで少しお
話を止めてもいいですか。今お話されたことが、私、
多分十分にわかれていないと思うんです。だから、
もう少し説明してもらえますか」「ちょっと質問さ
せてもらっていいですか？」と言えるかどうかです。
そうやって自己一致に近づく努力をします。ただし、
ここで自身の自己一致にこだわり過ぎて、相手を責
めたり詰問したりする懸念を覚えるときは、疑問を
意識した上で、不用意にならず、いつか後に扱えた
らいいなと思って脇に置く。そんな感じで、進めら
れたらよいと思います。すると、真の理解が積み重
なるので、先ほど申し上げた物語れるケース報告が
できるようになってくると思います。

“わかった気にならず、情景が浮かぶように質問

■ 研修講演より ■

21



する” というのは、先ほど鍵と述べていたところで
す。「母親は冷たかったんです」「夫はすぐかっとな
るんです」と言われたとき、「たとえば？」と、一
つでいいから具体例を尋ねてみてください。すると、

「あ、そういうことなんだ」と、冷たさやかっとなる、
意味の輪郭が見えてきます。
「子どもは無愛想で、いつも親のこと無視するん

です」は、最近はいつ無視したのでしょう？
「うちの母はほんとに楽観的なんですよ」は、た

とえばどんな状況で楽観さを発揮するのでしょう？
「夫は全く協力的でないんです」には、協力して

くれなさで、強く印象に残っているできごとは何で
しょう？

具体例を聞くと、なるほどそういう体験の中で生
活してきた、生きてきたんだと実感できます。受容
や共感にとって、大切なのはこの点なのです。

次は、“わからないが大前提” です。その人では
ないのですから、簡単に「わかります」と言わずに、

「わからない」ところから始めます。「私、まだわかっ
てないですよね」という姿勢が大事ですし、だから
こそ、納得したときの「ああ、なるほど」が生きて
くるのです。終始「なるほど、なるほど」「そう、
そう」とは言いません。相槌ばかりでなく、じっと
止まって聞くときがあってもいいです。ある瞬間の
ことばに「ん？」という表情で止まる。これも一つ
のリアクションで、そうすると、相手は「もうちょっ
と教えようか」となってくれます。ただ、その「ん？」
が相手を非難するような「ん？」ではなくて、むし
ろ好意的で、あるいは中立的な「えっ？ 私、ちゃ
んとわかっていないですよね？」の「ん？」でない
といけないので、鏡に向かってひとり語りをしてリ
ハーサルしましょう、と学生にはよく言います。自
分の表情を知ることですね。それは待つことの威力
にもつながります。

“怖がらずに問いかける、話題にすることの威力”
については、すでにお話ししてきました。実は、私
がとても大切にしている「テリング」という営みに
つながるものです。今日のテーマではありませんが、

里親支援においていつもテーマとなる真実告知を扱
うとき、思わず硬くなってしまいそうな「告知」で
なく、その概念が海外からやってときのことばのま
ま “telling” を使っています。難しいことも、簡単
なことも、驚くようなことも、あるいはちょっと言
いにくいことも、テリング、つまり話題にすること
ができれば、「話しても大丈夫やったわ」となる。
それは、心が抑圧から放たれて、オープンになるの
を助けます。オープンになればなるほど、理解はつ
ながりますし、連携も取りやすくなります。一緒に
考える機会が設けられ、案がたくさん出てくるとい
うか、知恵が湧いてくると思うのです。

今日のお話は以上となります。常日頃思っている
ことを、率直に話す時間になりました。ひとつでも
どこか、ご自身のお仕事に重ねて取り入れていただ
けましたなら、すごくうれしいです。ありがとうご
ざいました。

（終了）
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2023年度　乳児院指導者研修　講演をまとめたものです。

講義「子どもの“声”を聴く　－子どもと心を通わせる－」

永　田　雅　子
（名古屋大学 心の発達支援研究実践センター）

Ⅰ．はじめに

施設養護からだんだん里親へという移行がすすめ
られていますが、やはりこれまで以上に乳児院の役
割は大きくなっていくのではないかなと思っていま
す。新生児期から３歳近くまで子どもの心を育てて
いく乳児院という場が、どういうふうに機能してい
くのかということについてはとても大事なことだと
個人的には思っています。

今日は皆様と一緒に、生まれたての赤ちゃんが２
歳過ぎぐらいになるまで、どんなふうに心を育てて
いくのかということを、途中、映像も見ていただき
ながら一緒に考えていく機会にさせていただければ
と思っております。よろしくお願いいたします。

Ⅱ．赤ちゃんの力

病院からそのまま乳児院に来る赤ちゃんもいるん
じゃないかと思います。まずは、生まれたばかりの
赤ちゃんがどんな能力を持ってきているのかという
ところから始めたいと思います。目がどのぐらい見
えていて、耳がどのぐらい聞こえていて、どのくら
いやりとりする力を持って生まれてきているのか。
このぐらいは見えているんじゃないか、聞こえてい
るんじゃないか。やりとりの力、このぐらいできる
よね。逆に、いや見えてないでしょ、聞こえてない
でしょとか、そのあたり皆さまの意見をうかがえた
らと思いますが、いかがでしょうか。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
受講者：ちょうど３月に自分の２番目が生まれて、

ちょっと熱が出てNICUに入っていたりとかしてた
のですが、そのお見舞いに行ったときに、生後１日、
２日ぐらいで会ったときは、何となく音に対して目
線でそっちのほうを見たりとか、あとミルクをあげ
たりするときとかも何となくこっちの語りかけと
か抱いてる感じだと、ぴくっと反応したり、こちら
のほうをミルクをあげる顔の距離ぐらいは見えて
るような印象はあったので、こっちの言葉、語りか
けに対して何か反応、返すというよりは、そちらの
ほうに反応するという感じの力は持っているのか
なと思います。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ありがとうございました。実体験からお話をいた

だきました。そうですね。私たちが思っている以上
に赤ちゃんは見たり聞いたりコミュニケーションす
る力を持って生まれてきています。人間は生理的早
産というふうに言われていて、自分で生まれてすぐ
歩いておっぱいのところに飲みに行くのは、馬とか
ほかの動物たちはできるんですが、人間はそれがで
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きません。そのため周りの人からケアをしてもらわ
なくてはならない。そのために養育行動を引き出す
ための力を持って生まれてきているということにな
ります。赤ちゃんが生まれてきて育っていくために
必要な能力は備えているというふうにいったとき
に、どのぐらい見えていて、どのぐらい聞こえてい
て、何に反応してということがおのずと決まってく
ることになります。

では、生まれたばかりの赤ちゃんの様子から見て
いただこうと思います。これは生後45分ぐらいで、
とても安産で安定した状態で生まれたお子さんとお
父さんの映像になります。

映像で見ていただいたのは、新生児模倣と言われ
るものになります。口をまねて、口をぱくぱくして
舌を出している様子が見ていただけたのではないか
と思います。生後２時間ぐらいが静覚醒と言われて
いるのですが、赤ちゃんが周りに意識を向けていて
真似をすることができる時間帯と言われています。
先ほど説明したように、人間の赤ちゃんは生理的早
産と言われていて、赤ちゃんの視力はぼんやりとし
た感じで見えていると言われています。先ほど、ミ
ルクをあげるぐらいの距離だとわかっているような
気がするというふうに言われましたが、本当にその
とおりです。残念ながら男性はおっぱいが出ないと
いうことはありますが、女性はおっぱいが出ます。
赤ちゃんは母乳をもらわないと生きていけないの
で、ちょうど授乳のときのお母さんと赤ちゃんの顔
の距離が一番反応がいい距離になります。それより
近くても遠くてもちょっとぼやけてしまってあんま
りよく見えないということになります。

実際、新生児の子が乳児院にやって来たときには、
皆さんは自然に顔を近づけて声をかけているのでは
ないかと思います。遠くから声をかけるのではなく
て、赤ちゃんの顔に近づけて声をかけたり、声をか
けるときにも、ふだんの声よりもちょっとワントー
ン上げて高い声で声をかけたりしてているかと思い
ます。基本的には女性はおっぱいが出るということ
もあるので、男性の低い声よりも女性の高い声のほ
うが赤ちゃんは聞き取ることができますし、ちょう
どおっぱいぐらいのお顔の距離であれば見ることが

できるということになっていきます。
先ほど、あまり反応はっきりしてないというお話

がありました。教科書的には追視と言われるもの、
赤ちゃんが周りの動きを追うのは首が座る３か月ぐ
らいと言われてきました。しかしそれは、首が座っ
て自分が自由に首を動かして周りのスピードを追え
るようになるのが３か月ということになります。教
科書的には追視３か月なのですが、実は赤ちゃんの
ペースにあわせてかかわってあげることができれ
ば、生まれた直後から人の顔の動きを追うことがで
きます。

また、最近の研究では、そんなに顔は見えていな
いと言われていますが、心理学の研究では目と目と
口、丸、丸、長四角の配置のものによく反応する、
注視時間が長いということがわかっています。です
から、目が二つ、口が１個、それが逆でもだめなの
です。私たちの顔の目と口の位置を生まれたばかり
の赤ちゃんでも注視するということがわかっていま
す。人の顔、それもおっぱいを与えてくれる人の声
だったり、その距離だったりということを、きちん
と捉えるだけの力を持って生まれてくるということ
になっていきます。

胎教とよく言われます。お腹の中にいるときに声
をかけたりすることがあるかと思いますが、お腹の
中にいる赤ちゃんには、実は聴力もあるということ
もわかってきています。自分が録音した声と自分が
しゃべっているときに聞こえる音は違います。なぜ
違うかというと、体の中の振動を通して聞こえる音
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と外から入ってくる音とが混じるので、録音した音
と皆さんがしゃべるときに自分で聞こえている音が
違うということと同じです。要は、自分が聞こえて
いる音から外から聞こえている音を差し引いた音は
赤ちゃんにも届いているということになります。体
内の振動を通してということになりますので、生ま
れた後同じような読み聞かせをすると落ちつくとい
うふうに言われたりしますが、それはトーンとか
ピッチが同じだからということになります。

例えば「昔昔あるところに、おじいさんとおばあ
さんが」という、よくある日本昔話の語りがあると
すると、赤ちゃんからしてみたら、「ふふーふふふふ、
ふふーふんふ、ふふーふんふ」というふうに、音と
しては聞こえていないんだけれども、そのピッチや
トーンは聞くことができているんですね。ですから、
聞きなれた音だということがわかるということにな
ります。

お母さんのお腹の中にいるわけですから、お母さ
んのしゃべるトーンだったりピッチだったりという
ことを日常的に聞いているので、お母さんの声のほ
うがよりよく聞き分けられるということになりま
す。お腹の中ですが、一応お腹の皮膚だったり子宮
だったり羊水だったりを通して、お父さんとかの声
も振動を通して伝わっていきます。お腹の中に向け
て、お父さんがよくよく声をかけてたりするとお父
さんの声のトーンだとかリズムだとかということを
よくわかって生まれてくるということになります。

マルコー（Mallockl, 1999）がコミュニケーショ
ン的音楽性ということを発表していますが、実は早
産のお子さんでも極々早い段階からお母さんと赤
ちゃんがとても落ちついた安定した状態だと、ピッ
チやトーンを合わせた形でのやりとりも生じている
ということが明らかになっています。例えばお母さ
んが「うん？」と言ったら、赤ちゃんが「うん」と
言い、また同じぐらいのリズムでお母さんが返し、
また赤ちゃんが「うん」と言うような、リズムを通
したやりとりが生後早期から、妊娠中から行われて
いるということがわかってきています。

妊娠中に不安定だったり安定していたりすると、
血中濃度が変わってきます。妊娠中、お母さんが不

安定だと、赤ちゃんもどきどきしていたり、不安で
何となく落ちつかない感じがしていたりします。お
母さんの気持ちだったり、体内のいろんな神経伝達
物質や血液を通じて赤ちゃんにも通じていきます。
実は、お母さんのそういった心理的な状況も赤ちゃ
んはお腹の中にいるところから敏感に察していると
いうことになります。

例えば喫煙や飲酒といった場合も、そういった物
質が赤ちゃんに伝わっていくということになりま
す。胎内環境がどんなふうで過ごしていたのか、と
ても穏やかに安定して赤ちゃんの状態も落ちついて
過ごして出産を迎えたのか、お母さんがすごく不安
定だったり、たばこだったりお酒だったり、日本は
まだ少ないですが薬物摂取していたりすると、赤
ちゃんはとても負荷のかかる環境の中で生まれてく
るということがあります。そうするとこうした赤
ちゃんがもともと持っている能力はどうしても阻害
されてしまいます。刺激に過敏だったり、寝っ放し
だったりというふうな形で自分を守るということも
あります。

先ほど２日目というお話がありましたが、皆さん
２日目がどんな感じか多分想像がつかないと思いま
すので、３日目の映像を見ていただこうと思います。
実際の生後３日目の赤ちゃんの様子、どのぐらい赤
ちゃんが反応できるのかということを見ていただこ
うと思います。

わかりますか。私、何もしていません。ただちょっ
と頭がぐらぐらなので支えてあげているだけなので
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すが、顔を動かしただけでも目で追っていました。
顔と声になると、目と顔とを動かして顔の動く方向
を見てくれたかと思います。ここのシーンは、お父
さんお母さんに声をかけていただきました。そうす
ると、ゆっくりとですが音源を探す、声がした方向
を向くことができています。

私たちのスピードには追いつくことができないの
ですが、赤ちゃんのペースを守ってあげると、こん
なふうに赤ちゃんが豊かに反応してくれるというこ
とになっていきます。実際こんなことをお母さんた
ちの前ですると、「えー、目見えているんですか」
とか「耳聞こえているんですか」と言われて、それ
までスマホをずっと見ていたお母さんやお父さんが
身を乗り出して、スマホを見ずに赤ちゃんの方を見
てくれたりするようになっていくのです。実は赤
ちゃん自身がそうやって周りにアンテナを張りなが
ら、生まれたときからやりとりが生じているのです。

赤ちゃんは自分なりに周りにアンテナを張ってい
ます。まだ生まれたばかりなので快・不快もありま
せん。何かお腹がすいたら落ちつかない、お腹がいっ
ぱいになったら落ちつく、そんな感じの赤ちゃんの
体験世界だと思います。

私たちは赤ちゃんにかかわるときに、マザーリー
ズと言ったりもしますが、赤ちゃんの様子に合わせ
て少し高いトーンとかで声をかけたりします。先ほ
どのお父さんは、赤ちゃんの手の位置にあわせて、

「ばいばいってこと？」と言って、手を挙げてまね
していました。赤ちゃんが口をあけると、こっち側
もついつい口をあけてしまったりだとか、赤ちゃん
の行動や反応のまねを私たちもしています。赤ちゃ
んも私たちのことをよく見ていて、相手の反応を見
ながら反応しているというやりとりが出生後早期か
ら生じているのです。

そういった意味では、本当にお腹の中、何重にも
守られた体内の中からさまざまな刺激にあふれる外
界に出てくるわけです。薄暗くて、音もちょっとぼ
わーんと聞こえていた体内の世界から、がんがん音
が鳴る、がんがん光は入ってくる、触られるという
状況の中で赤ちゃんは一生懸命１か月かけて環境に
柔軟に適応していきます。

周囲からの反応を引き出すために、先ほど言った
ように授乳ぐらいの距離だとじーっと見たり、自分
が聞きやすい音とかマザーリーズなどの声に反応し
たり、抱っこで落ちついたり、またちょっと快の状
態のときにはふっと口元が緩んで笑ったり、また、
把握反射といいますが、何か手についたらきゅっと
握ってくれたりとか、でも逆に言うと赤ちゃんが何
となくわかっている気がするとか反応してくれると
いうこと自体が、私たちがちょっとかわいいと思っ
たり、ちょっとケアしてあげようかなという養育行
動を引き起こしていくということになっていきま
す。抱っこで落ちつくということが書いてあります
が、なぜ抱っこで落ちつくのかということも後で一
緒に考えていければと思います。

赤ちゃんはそんなふうに反応をしますし、大人もま
ねて反応するのですが、大人はもっと踏み込んで赤
ちゃんにかかわっていきます。先ほど言ったように、
生まれたての赤ちゃんは落ちつくか落ちつかないかな
のですが、例えば赤ちゃんがわーんと泣いているとき
に、「お腹がすいて怒っているの？」とか「おしめが
ぬれて気持ち悪かったの？」って、多分皆さんも新生
児のお子さんを預かったとき、なんだかんだ声かけな
がらかかわられているのではないかと思います。

でも赤ちゃんはお腹がすいて怒っているのかとい
えば、何か落ちつかないのだけどとか、おしめが濡
れて何か不快なんだけど、でもそれが気持ち悪いと
いうふうにはまだわかってないのです。

だけど周りがそうやって、「お腹がすいていてあ
なた怒っているから泣いているのよ」と言ってくれ
ることで、おっぱいをもらったら快になる。この何
か不快な感じって、おっぱいをもらうと落ちつける
んだ。何かお腹がすくと怒っちゃうよねと言われる
とか、おしめのとき気持ち悪いと言われるとか、そ
んなことを繰り返し行っていく中で、何か落ちつか
ない感じって怒っている感じと気持ち悪いという感
じと幾つかあって、それってこういうことなんだと、
周りから読み取ってもらうことでちょっとずつ赤
ちゃん自身の感情が分化をしていきます。赤ちゃん
が勝手に大人と同じように生まれたときから不安だ
とかうれしいとか、そんなことをわかっているわけ
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じゃなくて、周りの人から「うれしかったよね」「気
持ちよかったよね」と言われて、そうかそうか、こ
れがうれしかったんだ、気持ちよかったんだという
ことを読み取ってもらうことで、だんだんだんだん
自分の情緒を分化させていくという過程があり
ます。

だから最初は赤ちゃんの反応は未分化なんですよ
ね。大体が空腹だったり、眠たいだったり、気持ち
悪いだったり、そんな感じですが、生理的な反応だっ
たり反射だったりします。お腹がすいてくると、お
腹が張ってくると落ちつかない、でも勝手に私たち
がいろいろ意味づけて、そうすると何か落ちつけた、
何か気持ち悪いとか不快な感情がなくなった、そう
か、そうか。誰かにかかわってもらうことで、この
何か落ちつかない感じは何とかなるもんだと、落ち
つける状態になるんだということを体験していくこ
とになります。

そうしてくると、だんだんだんだん赤ちゃんの泣
き声とかも分化してきます。大体この泣き声のとき
にはおっぱいが来ることが多いとか、こういうとき
にはおしめのことが割合多い、じゃあ一か八かこっ
ちの泣き声をしてみたら、だんだん確率が上がって
きたみたいな感じで、赤ちゃんのほうもおっぱいの
とき、おむつを替えてほしいとき、何か落ちつかな
いときというふうに泣き声がちょっとずつ変わって
きます。周りの大人も、大体こういうときってお腹
がすいているときなのよねとか、こういうときって
落ちつかないときなのよねというふうにわかってき

ます。周りも最初は何で泣いているかわからない、
何で落ちつかないのかわからない、いやいや、この
泣き方のときとかこういう顔のときにはこうなのよ
というふうに、大人側も割とそういうふうに、大体
こうなのよねとなっていきます。

赤ちゃんからの返しと大人からの返しがフィット
することがだんだん増えてくる中で感情が分化して
きて、泣き声や反応が分かれてくるし、大人側も大
体このときこういう感じだよねと、より合った反応
をし、その中で豊かに赤ちゃんの心が育っていくと
いうことになります。

こういった心の発達は、０から８か月ぐらいの間に
育っていきます。大体１か月ぐらいしてきたら、自分
にメインでかかわってくれる人とそうではない人の区
別がつくようになります。微妙に反応が違ってきます。
この人が自分に一番よく相手してくれる人だな、こ
の人あんまり知らない人だなとわかってきます。

お母さんであることは、どうしてもおっぱいとか
ミルクの関係で多くなります。お腹の中で聞いてい
たトーンだとかリズムもあるので、比較的お母さん
が養育している場合には、お母さんに対して、１か
月ぐらいしてくると反応がはっきりしてきて、大体
２か月ぐらいでは明らかにほかの人と自分を一番ケ
アしてくれる人の反応が異なってくるというふうに
言われています。

そういった関係の中で、大体こんなふうだろう、
あんなふうだろうということがわかって共通点を見
つけていきます。心地よさを感じて笑ったら他者も
微笑むとか、こうしたら大体微笑んでくれるんだな
ということがわかってくるので、それを予期して期
待して動くようになっていきます。予期したとおり
の他者の反応が返ってくるということがわかってく
るので、その反応を引き出すためにまたその行為を
繰り返してみるということが行われるようになって
きます。「あーうー」と声をかけたら戻ってくるら
しい。「あーうー」と声をかけようだとか、じーっ
と見ていたらこの人は何かしてくれるというのを半
年ぐらいかけて理解していくという形になります。

情動や文脈や相互作用の相手がかわっても普遍で
あるということを、大体の場合には経験していきま
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す。例えばお母さんは大体こうなんだけど、お父さ
んも、７割方違うけれど３割ぐらいはあっていると
か、大体泣いたら抱っこしてくれるとか、笑ったら
笑い返してくれるとか、基本原則一緒だとわかって
きます。おじいちゃんおばあちゃんたち、その周り
の人たちも一緒だとわかります。そんなに全く予想
がつかないということはないんだなという情動体験
の連続性を子どもたちの中で培っていきます。そう
すると、自分の感覚を通して、自分がこんなふうに
感じたときには大体こういうことが起こってくる
な、それって変わらないな、自分が落ちつかない感
じって誰かにかかわってもらったら落ちつくなとい
うことの繰り返しの中で、自分はこんな感じなんだ
という連続性を身につけていきます。

ところが虐待的な環境に育ったお子さんは、例え
ばお母さんが抑鬱的だったり、お父さんが精神疾患
を抱えていたり、また虐待的な状況に置かれた場合
には、この予測と全然違うことが多々起こってくる
ことになります。割と落ちついて相手してくれると
きと、急変して何か違う反応が返ってくるときがあ
るということをたびたび経験します。そうすると、
自分の感覚の連続性だったり、自分が予期したこと
が必ず世の中起こってくるという体験をせずに育っ
ていくということになります。そこが、虐待的な環
境に育った子どもたちの難しさです。

これはマーラー（Mahler,M、1975）という小児
科医の心理学では有名な発達理論の一部です。先ほ
ど言ったように、０から８か月の中で、自分がこう
いうときには大体こういう反応が返ってくる、予期
すると予期したとおりのことが大体起こってくるの
かなということを、赤ちゃんの中で積み重ねていき
ます。そして練習期とされている９から14か月の時

期というのはハイハイができるようになってきて、
立てるようにもなってくる時期になります。それま
では抱っこをしてもらうぐらいで、動ける範囲が限
られていたのが、自分の意思で、自分が行きたいと
ころに行けるようになっていきます。そのときに基
盤になってくるのは、自分はこの人がベースだとい
う人です。そこを基地としてちょっと移動してみて、
不安になったら戻ってくる。ちょっと行っては、ま
た戻ってきたり、その人がいなくなったらその後を
追いかけていって、いなくならないよねということ
を確かめていきます。その次の段階は、再接近期と
いわれています。しっかり歩けるようになって、見
える範囲も広くなってくる。好奇心も旺盛になって
くる。そうすると、ベースになる人から離れて歩い
て探検しに出かけていくようになります。ところが、
てててててと歩いて、すってんころりんと転んだ。
思うようにはいかなかった。まあ大変、どうしよう
という感じで、その人のところに戻ってきて、抱っ
こしてもらって落ち着かせてもらう。チャレンジし
て外に出ていって、ちょっとうまくいかないと戻っ
てきて、そこでエネルギーを補給して安心させても
らって、「大丈夫だよ」と言ってもらう。「そうか、
大丈夫だよな」と思って。また外に出てチャレンジ
しにいく、ということを繰り返していきます。その
繰り返しのなかで、自分を落ち着かせてくれて、自
分のことを後押ししてもらえる存在の人が愛着対象
として子どもの心の中できちんと機能してくるよう
になっていきます。

愛着対象となった人は、子どもにとっての安全基
地、情報基地の機能を果たすようになっていきます。
例えばちょっと離れていても、顔を見て「うんうん」
と言ってもらえたら、「よし、大丈夫だ。じゃあチャ
レンジしよう」ということになり、だんだんだんだ

ん離れていられる時間も長くなり、また
移動距離が長くなってきます。つまり物
理的に離れていても大丈夫になってくる。
次の個体化期である24から36か月ぐらい
になってくると、目の前にいなくてもきっ
とあの人はずっと自分のことを思ってく
れているとか、こういう場面だと大体「だ
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め」と言うとか、こういうときは「大丈夫だよ、行っ
ていいよ」と言うという内的なイメージが保てるよ
うになり、その人が見えなくても、そばにいなくて
も大丈夫ということになっていきます。

この時期を過ぎると、自分の心の中に外の世界は
安心・安全な世界で、自分が何かあったときには
守ってくれて、大体こういう場面のときには「大丈
夫」と言ってくれて、何かあったときは助けてくれ
るというようなポジティブなイメージができてきま
す。逆に言うと、そのプロセスをきちんと保証して
もらえなかった場合、いろいろなことが予期したと
おりに起こらなくて、予期しないことばかり起こっ
てくるという体験であったり、自分が落ちつかない
ときはだれも落ち着かせてもらえなくて、泣いて泣
いてどうしようもなくなって泣き寝入りしてしまう
など、どのような体験世界の中で生きていくのかが、
ここまでの分かれ目ということになっていきます。

外界に対してポジティブなイメージを築けるとい
うことは、対象恒常性が保てるようになっていくの
で、愛着対象となる人が目の前にいなくても情緒的
に安定して、新奇場面やストレスフルな状況でも対
処ができるようになっていきます。

今は保育園にとても早く皆さん行かれるように
なっていますが、年少さんは３歳からです。年少さ
ん以下は未満児といいます。なぜかというと、３歳
になると親がそばにいなくても、その人が「大丈夫。
安心できるから行ってらっしゃい」と言ってくれる
はずと心の中に思えるので、集団の中に入っていっ
ても、親がいなかったとしても、ストレスな状況で
も大丈夫と思えたり、その人を基盤にして別の愛着
対象、例えば担任の先生だったりとか好きな先生を
見つけて、そこをベースにして動けるようになって
いく時期ということがいえます。

一番しんどい時期が、２歳から３歳の個体化の時
期かもしれません。年齢が低い段階で入園になった
子どもは、例えば担任の先生とか、ほかの大人との
かかわりをベースにして、予期をつなげていきます。
しかし、先ほど２歳のときは一定期間、離れていて
も大丈夫となってくると伝えましたが、まだ恒常性
が確立されていないため、自分が動きたい、どこか

に行ってみたい、チャレンジしたいと思って、離れ
たら、自分にとって大切な人が目の前からいなく
なったという体験になってしまうことがある。自分
が親から離れるとか、自分が何か悪いことをしたら、
罰として自分にとって大切な人がいなくなってしま
うかもしれないという不安を喚起させられる時期が
２歳前後といえるかもしれません。ですから、きょ
うだいが２歳ぐらいで生まれたときの赤ちゃん返り
が一番激しいということにもなっていきます。もう
少し年齢が低いとよくわからない。３歳過ぎてくる
と、自分の中で親のイメージがきちんと保てるよう
になっているので、そんなに下の子が生まれてもお
びやかされないということになってきます。

乳児院では、お子さんは０から３歳過ぎぐらいま
で預かることになると思うのですが、入所する前に、
どの時期に、というより何歳何か月のときにどんな
体験をして、この子が育ってきて、今こここにいる
のかということに意識をむけることがとても大事で
す。３歳だからみんな押しなべて横で見て、なぜこ
んなふうなのかと考えるより、どの時期に何を体験
してきたんだろうか、その時期にそのことを体験し
ているということは、発達段階や、心の発達の状況
から考えたりするとどんな影響を与えるんだろうか
ということにまで目を向けて、子どもを理解してい
くことがとても大事なことの一つになります。

では、子どもの周囲と大人との間で起こってくる
ことを改めて考えていきたいと思います。小児科医
であり精神科医のウィニコット（Winnicot, 1987）は、

「赤ちゃんというものはいない。いるのは母親（養
育者）と一緒の赤ちゃんである」と言っています。
母親となっていますが、別にこれは、母親じゃなく
てもいいということが最近言われています。父親で
もいいですし、おじいちゃんおばあちゃんでもいい
ですし、乳児院にお預かりしているお子さんであれ
ば担当の保育士さんでもいいのです。ただ、子ども
にとって一番身近な誰かということになります。

大人と赤ちゃんがお互いに影響し合いながら相互
作用がすすんでいきます。お互いが安定していると
きには、良い循環が起こってくるのですが、お互い
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が安定してないとき何が起こってくるかということ
を考えてみましょう。例えば赤ちゃんがおなかの中
にいるときに負荷がかかった状態だったとか、何ら
かの疾患を持って生まれてきたりする場合、すごく
過敏な赤ちゃんもいます。なかなか眠りにつきにく
かったり、落ちつきにくかったり、おっぱいがあん
まり飲めない赤ちゃんも存在しています。状態が落
ちついた赤ちゃんだと自分で落ちつくことができる
し、勝手に飲んで勝手に寝てくれる赤ちゃんもいる
んですけど、みんなそういうわけじゃないですよね。
例えば、赤ちゃんがおっぱいをあまり飲めなかった
とき、私たちの心の中にどういったことが浮かぶか
というと、多くの場合、もう少し自分が上手に飲ま
せてあげることができればもっと飲めるのではない
か、自分があまりうまくないからこの子が飲めない
のではないかという形で不安になったり緊張したり
します。そうすると赤ちゃんを抱いている肩に力が
入ったり、顔がちょっとこわばってしまっている状
態となります。そうすると、赤ちゃんは顔をじっと
見ていますし、抱っこされる感覚をよくわかってい
るので、抱っこされる力がちょっと入ったとか、顔
が不安そうになったことを感じ取って、赤ちゃんも
緊張します。そうすると、ますます飲めない、ます
ます飲めないからかかわる大人側もますます不安に
なり緊張して、負のループに入っていくということ
が起こってきます。

これは別に親子の中で起こってくるだけではなく
て、例えば乳児院の新人の職員さんとベテランの保
育士さんの間でも起こってきます。ほかの人がうま

くやれていたりすると、「赤ちゃんがうまく落ちつ
けないタイプだから、赤ちゃんに合わせてゆっくり
やってあげなければ」とは思えなくて、自分がうま
くないからだめなんだと自分を責めてしまうとか、
自分が十分にできていないから赤ちゃんも私を嫌
がっているのではないかということが頭に浮かん
で、それが余計に相互作用の中で悪循環を生んでし
まうということが起こってきます。

先ほど言ったように、私たちは勝手に赤ちゃんの
行動を読み取ります。それが赤ちゃんの情緒的な発
達の基盤であるということをお伝えしましたが、で
は同じ赤ちゃんの反応に皆さんが同じ読み取りをす
るとかといったら、恐らく違うものになります。そ
れがフライバーグ（Fraiberg, 1987）という人が言っ
た「赤ちゃん部屋のお化け（ghosts in the nursery）」
と言われるものです。同じ赤ちゃんの行動や反応で
あったとしても、その読み取り・解釈が人によって
異なるということです。

これは赤ちゃんが泣いている写真です。お母さん
が一生懸命あやそうとしてるのですが、皆さんはこ
の赤ちゃんが何で泣いてると考えますか？また、自
分がこのお母さんだったら、どんなふうに赤ちゃん
に声をかけるでしょうか？いかがでしょう。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
受講者：お腹すいたのかなとか。あと、おむつ、お
しっこ出たかなとか声をかけて、抱っこをしてほし
いのかなとまず声をかけて抱っこしてみたり、おむ
つかえてみたりします。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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お腹すいたのかな、おしっこしたのかな、気持ち
悪いのかなというような形で声をかけながらかかわ
るんじゃないかなというふうに言っていただきまし
た。もう１人お聞きしたいと思います。どんなふう
に声をかけてかかわったり、赤ちゃんからどんな
メッセージを感じ取ったりしますか。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
受講者：私もそうですね、同じように、お腹すいた
のかなとか、おむつかえたいのかなとか、抱っこし
てほしいのかなというところです

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
はい。それが多分一般的なお答えかなと思います。

そうですね。お腹すいたのかしらとか、おむつが濡
れたのかしらって、私たちが距離をとって落ちつい
て考えられたら多分そんなふうに読み取ると思うの
ですが、みんなそんなふうに思えるかといったら、
そうでもなかったりします。

例えば泣いている。すぐに抱っこできないときに、
お母さんが抱っこしないのを、「怒っているんじゃ
ないか」というふうに読み取ることが起こってくる
ことがあります。ただ赤ちゃんはお腹がすいて不快
なだけかもしれないんだけど、その不快な状態を自
分に向けられているかのように読み取ることも起
こってきます。通常だと赤ちゃんは泣いてしばらく
たっても大丈夫だったりするのですが、すぐに抱っ
こしてあげなければいけないのに、私がすぐに抱っ
こできなかったから余計に赤ちゃんの泣き声が大き
くなってしまった、どうしよう。「私、赤ちゃんに
責められている」と思う場合もあります。同じ赤ちゃ
んの行動や反応をみていたとしても、そこに何を読
み取るのかは人によって違います。

例えば、こちらの手技があまりうまくなかったり
するとき、赤ちゃんがびっくりしてモローがでたり
することもあると思うのですが、これは反射です。
しかし人によっては、追い払われていると感じてし
まうこともあります。赤ちゃんの運動系が未熟で自
分で手足がうまくコントロールできなくて出る動き
でも、自分を振り払おうとしていると読み取れば、

「じゃあ私抱っこしないほうがいいのね」となるし、
ものすごくポジティブなお母さんだったりすると

「あら、抱っこしてほしいの？」と言って抱っこを
するかもしれません。赤ちゃんの反応は一緒でも読
み取り方が違うとかかわり方が変わってきます。そ
うすると、例えば、手を出すと抱っこしてもらえる
ということが積み重なっていった赤ちゃんは、「そ
うか、こうすれば抱っこしてくれるのね」と、意図
的な動きに変わってくるかもしれません。でも、逆
に振り払われていると思うお母さんは、赤ちゃんを
抱っこをしなくなります。そうすると赤ちゃんは腕
を伸ばすことが抱っこしてもらえるポーズだとは思
わず育つかもしれません。

私はNICUでも働いていたのですが、そこでのエ
ピソードをお話ししたいと思います。NICUに入院
になっている赤ちゃんは日中寝ていて夜中に目が覚
めるようになる時期があります。そうすると、お父
さんお母さんが面会に来る頃は寝ていることが多く
て、夜は起きていたりするようなことが起こってき
ます。お父さんお母さんが来たときに目を開けてい
なくて、ご両親が残念そうに「あ、寝ている」と言
うから、看護師さんたちは、この子が元気なことを
言ってあげなければと思いますよね。看護師が「で
も夜中はちゃんと起きているのよ」と伝えられると、
お父さんお母さんの中でどんな気持ちが湧いてくる
と思いますか？
「私のことが嫌いだから、私が面会に来るときに

は目を閉じているんだ」と言われる方が少なくあり
ません。これは赤ちゃんの生理的リズムなのですが。
NICUに入院になった子を産んでしまったとか、な
かなかかかわってあげることができない、だからこ
の子は私のことをお母さんと思ってないんじゃない
か。あんまり来ることができない私のことを認めて
くれてないんじゃないか。だから、看護師さんたち
だけのときには遊んで遊んでというふうに目を覚ま
していて、私が来るときには拒否をしているんじゃ
ないかと言われることがあるのです。そしたら赤
ちゃんに会うのもしんどくなってきて、面会が遠の
いたりしてくることが起こってきます。そんなふう
に、どう読み取るかによって全然かかわり方が変
わってくるのです。
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これはスターン（Stern, 1987）が母性のコンステ
レーションの中で描いた図です。要は、赤ちゃんの
反応・行動にお母さんの反応・行動、養育者の反
応・行動というのがお互い影響し合いながら進んで
いくということです。しかし、それらにはどんな思
い（表象）が後ろに沸き起こっているかということ
が影響していきます。例えばさっき言ったように、
私はこの子に嫌われているのかしらと思えば、同じ
赤ちゃんの行動や反応を見たとしてもやっぱりかか
わり方が変わってくる。赤ちゃんもそういう体験が
つながっていると、きっとこういう時こうなんだろ
うなと思うので、またそれがお母さんのかかわり、
養育者のかかわりに影響するということになりま
す。それが、赤ちゃんが未熟で反応が未分化であれ
ばあるほど起こってきます。

例えば、私たち大人も人間関係の中で同じような
ことが起こっています。例えば皆さんが恋人だった
り夫婦とかで何かけんかしたときに「はあ？」と思っ
て腹を立てても、後からあのときはこうこうこう
だったんだと説明してもらったりすると、「何だ、
そういうことだったんだ。じゃあしょうがないね」
と思って納得したりすることがありますよね。勝手
に怒っていたとしても、その後いろんな状況を理解
して、じゃあ違ったのかなと修正がきくわけです。

それは小さい幼児期さんぐらいの言葉が出てきた
子たちもそうで、「嫌」と言ったり、「あれが嫌だっ
た」とか言ってくれるようになります。そうすると、

「そうかそうか。それでか」みたいな感じで、納得
できたりすることがあります。行動・反応が分化し

てきている子たちを読み取るというのは、最初は違
う読み取りをしていたとしても、子どもの反応や言
葉で「ああそうか、違ったのかな」と修正がきくこ
とが多いのです。ところが赤ちゃんの場合は赤ちゃ
ん自身の情緒が未分化ということもあるので、赤
ちゃんから教えてくれるわけではない。そうすると、
私たちの勝手なイメージや思いが影響して、赤ちゃ
んの反応や行動を読み取り、関わっていくことにな
ります。

これも、NICUでの私の経験ですが、なかなか親
が面会に来てくれない赤ちゃん、よく泣く赤ちゃん
がいました。プライマリー看護師の赤ちゃんの評価
は、「お母さんが面会に来て抱っこしてくれないか
らこんなに泣いている」で、「かわいそうに」とい
う感情がわいてきます。「お母さん来てくれないか
らね、怒っちゃっているよね、抱っこしてほしいの
にね」と言いながら抱っこします。でも私のように
赤ちゃんを専門にしている人から見ると、赤ちゃん
の運動系が未熟でジャーキーさが出ます。ですから、
抱っこしてきゅっとしてもらうと、この運動のコン
トロールを助けてもらえるので落ちつくのです。こ
の子は運動の未熟さがあって、抱っこしないと落ち
つかない子だから抱っこしてあげたほうが落ちつく
のであって、お母さんが来ないことを怒っているわ
けでも、お母さんに甘えたくて怒っているわけでも
全然ないのです。

でも例えば母親に対して面会に来ないことをあま
りよく思っていないなどがあったりすると、だから
この子はそういう反応を示しているに違いないと感
じることがあります。私たちが赤ちゃんのサインを
読むときも、ちょっとしたバイアスが影響している
ことがあることに気をつけなければいけません。本
当にそれは赤ちゃんがストレートに出してくれてい
るサインなのか、それとも自分の中にある表象が影
響して子どものサインを読み取っているのかという
ことです。自分の中のいろいろな思いが子どものサ
インを読み取るときに、特に２歳ぐらいまでの乳児
期、まだ言葉が出ないお子さんたちの場合には、影
響するということを私たちは知っていなければいけ
ないと思います。
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先ほど「赤ちゃん部屋のお化け（ghosts in the 
nursery）」（Fraiberg, 1995）という話をしました。
密室で育児をしていると勝手な読み取りが生じてき
て、でもそれを誰も修正してくれないから、どんど
んそれが肥大化してしまうということが起こってき
ます。では、それを防ぐためにはどうすればいいか。
赤ちゃん部屋にしなければいい、密室の育児にしな
ければいいということです。

多分皆さんの乳児院の場合ですとそうだと思うの
ですが、「落ちつかんな、この赤ちゃん」という話
をしたときに、ああだこうだいろいろ職員と話すと
思います。「この子って風邪引く前大体こんな感じ
だよね」とか、「寝る前ってこういうふうだよね」
とか、みんなでわいわい「この子ってどんな子？」
と相談しながらやっていると思います。そうすると、
自分はこう思っていたけど違うかもしれないとか、
そういう見方もあるんだなと、自分の見方の修正が
自然に起こってきているのではないかと思います。
皆さん日常的に子どもたちの話をすることで、お互
いの見方を共有し、自分の見方が偏らないようにと
いうことを日々されているのではないかと思いま
す。そこが一番鍵になってきます。

要は、赤ちゃんのサインをみんなでこうだね、あ
あだねと言いながら、「じゃあきっとこうだよ、こ
の子って」「そうかもしれないね」ということを共
有し、少し客観的な視点で見ながら、誰かと一緒に
赤ちゃんの話をしていくことがとても大事なことで
す。これは通常の育児でもそうです。たくさんの人
がかかわっている育児はいろいろうるさかったり面
倒くさかったりしますが、ああでもない、ここでも
ないと、みんなで赤ちゃんのことを言いながら、そ
の中で自分ひとりよがりの見方にならなくて済むと
いうプラスの側面もあるのではないかなと思い
ます。

今では「赤ちゃん部屋のお化け（ghosts in the 
nursery）」（Fraiberg, 1995）だけでなく、「赤ちゃん
部屋の天使（angels in the nursery）」（Lieberman, 
2005）という言葉も生まれてきています。というの
は、自分自身の養育環境があまりよくなかった方の
場合には、どうしても自分が責められているのでは

ないか、自分がうまくできないというふうにお化け
が出やすいのですが、もともとすごくポジティブな
とても温かい養育環境の中で育った方の場合には、
ちょっとした赤ちゃんの反応を「私？抱っこ？そう
なの？」というように、赤ちゃんのサインをポジティ
ブに読み取ることで、より積極的なかかわりが生ま
れてくることがあります。それを赤ちゃん部屋の天
使が舞い降りているというふうに言ったりします。
虐待の世代間伝達ということをよく言われたりして
いますが、例えば赤ちゃんのときに泣くと比較的す
ぐ抱っこしてくれて落ちつけてもらった人の場合に
は、泣いてももうしばらくすれば落ちつけるという
ことが体感的にわかっているので、泣いていても落
ちついて対応できます。泣いていても安定できると
いうことを知っていますから。でも、泣いても泣い
ても落ちつかせてもらえなくて、泣いて泣いて最後
は泣き寝入りしていた経験ばかり持っていた人はど
うでしょうか？ある虐待されて育ってきたお母さん
はブラックホールに吸い込まれるような感覚だった
とおっしゃっていました。泣いたらブラックホール
に陥ってしまうと思っているお母さんが、泣いてい
る赤ちゃんを落ちついて抱っこはできません。だっ
てこのまま行くとブラックホールに吸い込まれちゃ
う感じだから、何とかして泣きやませなきゃと思う。
必死になってシェイキングしちゃったりすると、揺
さぶられっ子症候群ということが起こりうる。そう
いう意味では、背景にお化けをたくさん抱えている
お母さんなのか、温かい天使をたくさん抱えている
方なのかによっても違ってきますし、また、こういっ
た支援に携わる私たちも同じように体験の個人差を
持っていて、それが影響しているということになっ
てきます。

福祉関係の方は、あんまりゴーストがたくさんい
る人はいないかもしれませんが、私も親が若いとき
に生まれているので、親はすごく手探りだったので
はないかなと思いますし、自分の今の母親を見てい
ても、子どもが泣いたときに落ちついて抱っこし続
けられる人ではなかっただろうなと思ったりしま
す。自分が初めて子どもを産んだとき、よく泣く子
だったのですが、何とか泣き止ませようと抱っこし
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ていても泣き止まないと、ちょっとざわついてくる
ので、必ず主人に抱っこを変わってもらっていまし
た。主人に最後あやしてもらって子どもを落ち着か
せてもらうということで何とか乗り切ったタイプで
す。そういう意味では、自分がどこまでできてどこ
までできないのかということをわかった上で、自分
ができないところをいろいろな人にサポートしても
らいながら、自分を守りながら養育をしていくとい
うことがとても大事なことの一つだと思います。

では、１時間ぐらい経ちましたので、また赤ちゃ
ん の お 話 を し て い き ま す。 皆 さ ん、Still Face

（Tronick, 1978）は、ご存じですか。ちょっと見て
いただこうと思います。

Still Faceの実験は、乳児と親がやりとりをして
いるときに、お母さんの表情が無表情になるといっ
たときに、赤ちゃんがどんな変化をするかという実
験です。今、YouTubeで「Still Face」と打てば見
ることができます。

（https://www.bing.com/videos/riverview/relatedv
ideo?&q=still+face+experiment&qpvt=still+face+e
xperiment&mid=215AF3C7E59E64356FAC215AF
3C7E59E64356FAC&&FORM=VRDGAR　参照）
１回目は皆さんなりに見てもらって、その後ちょっ
と何人かの方にどんなことに気がついたかをお話し
いただいて、それを踏まえてもう一回見ていただく
という形をとりたいと思います。先ほど言ったよう
に、いつも同じ反応が返ってくると期待していたこ
とが、期待が裏切られたときに、赤ちゃんがどんな
反応をするのかというところを注目して見ていただ
ければと思います。

英語が聞き取れた方はもう言っているところもあ
るかもしれませんけれども、幾つか皆さんが気がつ
いたことがあれば共有したいと思います。初めての
場所で最初ちょっと赤ちゃん緊張していましたけ
ど、お母さんとやりとりをした後に急にお母さんが
無表情になって反応を示さなくなって、最後もとの
お母さんに戻ったという流れのVTRになるかと思
います。どなたかいかがでしょうか。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
受講者：お母さんが無表情になってまず赤ちゃん

が目線をそらした。それからお母さんは反応がない
から反応してほしくて、身振りでお母さんに何か手
を動かしてアピールした。そこからお母さんの反応
が全く返ってこないから不安になって大きく声を
出して、避けるように横を向いたりして、そして最
後には大きな声を上げて拒否を、お母さんなのに全
く知らない人を見るような感じで拒否をしていた
ということがとても印象的でした。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
とても細かく見ていただいたかと思います。ほか

の方いかがですか。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

受講者：ちょっとかぶるのですが、最初お母さんが
いつもどおりあやしてくれていたときの赤ちゃん
の反応と、真顔になった後の赤ちゃんの反応が同じ
ように指さしをしたりとかしていて、赤ちゃんの中
でこうすればお母さんがこういう反応をしてくれ
るというのがわかっているので同じ反応を試して、
それでも表情が変わらないというところで、徐々に
徐々に不安になってきた感じがとても伝わってき
て、最後には「きゃー」と大きい声を出して、お母
さん帰ってきてみたいに感じました。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
最後「きー」と言って、「お母さん帰ってきて」

みたいな感じでお話をしていました。ほかにいかが
でしょう。お母さんが戻ってきた後の反応とかもい
かがですか。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
受講者：私も映像を見ていて、初めお母さんとの普
段のかかわりの中から、お母さんが無表情になった
後でも同じような反応を得ようと、先ほどの方が
言ってくださったように、指さしをしてみたりと
か、それでも反応が返ってこなくて、それに対して
お母さんのほうに手を伸ばしてちょっと不思議そ
うというか、不安になっていって表情が変わらな
かったことに対して、もっと強い欲求というような
形で大きな声を上げたりとか、そういったことの反
応が見られたのかと感じました。その後でお母さん
のほうがいつもどおりの表情に戻ったときには、
あ、いつものお母さんにも戻ったというような安心
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した表情というのを見ることができました。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ありがとうございました。皆さん同じように見て
いただいたんじゃないかなと思います。これは、い
ろいろな実験がされていて、例えばお母さんとライ
ブ映像でつなげたときには赤ちゃんの反応は変わら
ないんだけど、お母さんの反応を２秒遅らせただけ
で赤ちゃんが反応を諦めたという実験結果もあった
りします。ですから、ビビッドにやりとりが起こっ
てくることに対して赤ちゃんがとても敏感に反応し
ていることが分かっていただけたのではないかと思
います。

虐待の方の場合には良いときと悪いときと結構落
差があったりとか、精神疾患を抱えている方も調子
がいいときと調子が悪いときがあるということが起
こってきますが、そういった場合には赤ちゃんはこ
んな体験を日常的にしているということになりま
す。そんな中で、どんなふうに赤ちゃんが情緒を発
達させていくんだろうかということを考えていく必
要があると思います。ちょっと安心したような表情
を、最後していたと言っていたのですが、しばらく

「ほんと？」みたいな顔をしていましたよね。ちょっ
と信じられないみたいな顔の表情をしていたかと思
いますので、お母さんが戻ってきた後に、赤ちゃん
がすぐ「戻ってきた、やったー！」となるわけでは
ない姿も見ていただけるといいのではないかと思い
ます。

実際、私は訓練で乳幼児観察を受けていて、０か
ら２歳まで毎週自宅を訪問して観察をさせていただ
いた事例にかかわった経験があります。実は、お母
さんが被虐待の方で、観察児のお兄ちゃんの方はお
母さんから多分虐待を受けていたという事例でし
た。下の子が生まれて２か月ほど経ったときに、「も
うやれない」ということで10日間ぐらい旅行に行か
れたことがありました。その間、赤ちゃんはずっと
預けられていたのですが、それまで割と積極的に「お
母さん、お母さん」とアピールをしていた赤ちゃん
が、そこから先はもう抑鬱的です。ずっと風邪を引
いて、私が行ったときでも今までとは違って反応が
返ってきにくいとか、こちらが観察していてちょっ

としんどくなるような期間がありました。期待どお
りに物事が起こってこないということになると、赤
ちゃんも諦めたり、抑鬱的な状況になってしまうん
だなと思いましたし、その後の成長の中でも、遊び
を観察していても、急に変わる、かかわりがつながっ
ていきにくいことが起こってきていました。多分皆
さんのところにも心理士が活動していると思います
けど、心理士はプレイセラピーも専門にしています。
プレイセラピーというのは遊びの中で子どもたちの
ケアをしていくという形ですが、プレイセラピーが
終わった後、記録を起こしていきます。しかし、虐
待を受けたお子さんの場合はセラピーの経過が覚え
られないことがよく起こってきます。なぜかという
と、通常はこれがあったからこれがあって、そのと
きこうだよねというふうに流れがあるので思い出し
やすいのですが、虐待を受けたお子さんの場合、遊
びがつながらない、ぶち切れで変わっていくので覚
えていられません。要は、体験世界がつながってい
かないということの難しさです。今の映像のように
赤ちゃんからしてみれば、急に切れる、急に戻って
くるという体験を何度も繰り返していると、なかな
か体験世界がつながりにくいという形になるのでは
ないでしょうか？私たちがかかわっていても急に途
切れるとか、急に遊びが変わるお子さんもいらっ
しゃると思いますが、こんな形で体験がつながって
いかない感覚を示すお子さんもいるのが実際かなと
思います。また改めてStill Faceの映像を見ていた
だければと思います。

いま愛着ということをよく言われています。先ほ
ど情緒的な発達で内的なイメージが心の中にしっか
りあって、そこからチャレンジできるという話をし
ましたが、それは愛着対象がきちんと心の中にある
ということになります。子どもさんたちは実は愛着
対象を誰にするかを自分で選んでいきます。大体生
後半年ぐらいの間の中で、この人というのを自分の
中で選び取っていくということがわかってきていま
す。それがお母さんだったりお父さんだったり、自
分にとって一番自分の状態を正確に読み取ってくれ
る人という形だと思います、相性もありますが。

ボルビー（Bowlby, 1973）は、愛着（Attachment）
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とは、「特定の対象との情緒的な結びつきを指し、
乳幼児が母親との情緒的な相互作用を通して形成さ
れる、母との確固たる絆」と言っていますが、自分
が不安なときに落ちつかせてくれる人ということを
指します。楽しくなる人ではなくて、ニュートラル
な状態に戻してくれる相手ということが愛着対象で
す。自分の中に不安や恐れといった嫌な感情が沸き
起こったときに、ある特定な他者との関係の中で落
ちつきを取り戻して安心感がもたらされるもので
す。決して楽しくポジティブなものではなくて、ネ
ガティブがニュートラルになる関係になります。育
児相談をしていると、お父さんが長時間労働の家庭
のお母さんたちがよく言われるのは、「もうほとん
どワンオペで私が一生懸命育てているのに、土日に
帰ってきたお父さんがいいとこ取り。子どもは「お
父さん、お父さん」と言って、お父さんときゃっきゃ
きゃっきゃ言って遊んで、そういうとき全然私のと
ころに寄ってこない。もう私って何なんでしょう」
とか言われます。こういう相談があったときに、こ
のお子さんの愛着対象が誰かと判断するために皆さ
んどんなふうにしますか。このお母さんの訴えから
すると、お父さんお母さんのどちらかがこの子に
とっての愛着対象なのか。逆にこの情報では足りな
いので、私はこういったことを聞いて判断しますと
いうところを、せっかく指導者講習ということです
ので、どなたかお答えいただけませんか。このよう
に「土日、お父さんばっかり遊んでいて私って？」
というような相談があったときに、この子にとって
の愛着対象は誰かということを判断していただきた
いのです。ただ、この情報では足りないかもしれま
せんから、皆さんだったらどんなことを聞いてこの
子の愛着対象は誰かということを判断しますか？い
いかがでしょうか。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
受講者：その子どもさんが困ったときとか泣くよ
うな状況になったときに、誰に助けを求めるかとい
うことを聞きます。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
はい、そうですね。この子がうまくいかなかった

ときとか、年齢によっては転んだときとか、どうし

てもどうにもならないときは誰のところに行くのと
いうことだったり、あともう一つは、夜寝るときに
誰と一緒に寝るのと聞いたりします。さっき言った
みたいに、寝ることって子どもは結構抵抗します。
海外は自立をさせて一人で寝かせていますが、日本
は添い寝の文化で、最近はちょっと甘えだったりそ
ういった文化は世界的に見直されているのですが、
起きている世界から暗闇の世界に行くことは不安
だったりします。ですから、寝るときはお父さんと
お母さんどっちと一緒に寝ているのと聞いたりする
と、大抵「そういうときだけ私なんです」と怒った
口調で言われたりします。しかし、よく聞くと、実
は寝ているときにお母さんじゃなきゃだめとか、転
んだときにはお父さんじゃ泣きやまないといわれる
ことが少なくありません。ということは、先ほどの
定義に沿えば、確実にお母さんのほうが愛着対象で
あり、子どもが落ちつきを取り戻せる対象はお母さ
んだといえます。そうすると「お父さん、残念でし
た」みたいな感じだったりしますよね。

そういう意味では、乳児院で預かるお子さんの中
でも、やはり誰かとの対応の中で落ちつくことがで
きる関係が、誰かスタッフとの関係の中で作られて
いるかどうかは大事なことです。意外に多いことが、
誰が抱っこしてもなかなか落ちつかない、泣きやま
ないというエピソードは乳児院の中でも多いのでは
ないかと思います。それは、やはり誰かとの関係の
中で落ちつく体験が少なかったお子さんで、ベース
となる土台となる愛着が作れていないということが
あるのだと思います。

愛着は人間関係の基本と言われていて、Circle of 
security（北川, 2012参照）という研修が日本でも行
われるようになってきていますが、赤ちゃんにとっ
て大事なのは安心・安全の輪っかになっているかど
うかです。さっきニュートラルな状態に不安な状態
から戻すと言いましたけれども、愛着関係ができて
いるということはチャレンジができるということで
もあるんですね。自分がチャレンジしても何とかな
る。何ともならないときには帰ってくる場所があっ
て、帰ってくる場所に行けばエネルギーが補給され
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る。だからチャレンジができるということになりま
す。

愛着対象になる養育者が安全の基地になって、そ
こから出発して子どもがチャレンジするんですよ
ね。いろんなことするから見ててね。すごいでしょ。
こんなにできるんだよ。と思ってやっていたら失敗
をする。あれ、お母さんお父さん、見えなくなっ
ちゃった。まあどうしましょうといって戻ってくる。
親の元に戻っててきたら、守ってくれたり慰めてく
れたり、大好きと受けとめてもらえる。避難場所に
戻ってきて、そこで「よし」と思って、また再チャ
レンジという形の輪っかがきちんと機能しているか
どうかということになります。

ある人は「行ってきていいよ」はすごく大きく後
押しをするんだけど、戻ってくるときに受けとめら
れない場合には、片方だけということになります。
逆に、受けとめるのはするんだけど、行かないでと
なると、上が小さくなる。なので、それがきちんと
バランスをとれた形で、「行っていいよ」「戻ってき
ていいよ」という安心・安全の輪が子どもに感じら
れているかどうかがとても大事なことになります。

皆さんが乳児院で見てらっしゃるお子さんたち、
こんな輪っかで戻ってきたり行ったりというのがで
きていますか。そんな人をベースにして、そこから
広がっていくという形になるので、誰か１人の人と
こういうことができるようになれば、そこがベース
になって次の人、次の人というように愛着対象が広
がっていきます。そうすると掛け算になっていきま
す。足し算じゃないんですね。掛け算です。

乳児院の難しさは、なかなか養育者が継続してで
きないというところはあるんですけども、１個ベー
スができれば掛け算が期待できるというところがあ
ります。１個できてしまえば乳児院の中で掛け算を
つくってあげることができる。でもまず最初は１個
からということにはなりますけども、そんなことを
意識して子どもたちを見てもらえるといいんじゃな
いかなと思います。

そういったかかわりの中で自分が落ちつくことが
できる体験。それがベースになってかかわることで
ポジティブな情緒をよりどこかに体験することがで

きると、自分は何かあっても何とかなるという自分
に対する信頼感だったり、自分に何かあったときに
誰か助けてくれる。自分は助けてもらえる価値のあ
る人間なんだと。相手はどうも自分に何かあったと
きにちゃんと守ってくれる存在だったり、いろいろ
大変なこともあるけど意外に世界ってそんなに悪く
ないという、世界に対する信頼感も、こうしたやり
とりの中から生まれてきます。

私が経験した事例を少し紹介します。弟が母に虐
待を受けていてそれを見ていた兄でした。心理療法
を始めた時、書いてくれた絵には、マグマ。氷の海。
隕石。噴火でした。もうこれは虐待ケースで遊戯療
法の中でよく出てくるテーマです。要は、自分の世
界が安全ではなくて、いつマグマが噴火するかわか
らない。この事例はきょうだいが虐待を受けていて、
お兄ちゃん自身は直接的な虐待を受けてないんです
けど、彼の世界ではマグマが噴火している。私が

「じゃあ、先生がその上を飛んでいこうかな」と言っ
たら、「宇宙まで焼き焦がすから上を飛んでいけな
い」と。「じゃあ海を潜ろうかな」と言ったら「氷
の海で凍りついていて前に進めない」と言われて、
じゃあ私はどうすればいいの？という感じでした。
彼は、この世界から逃げることもできず、どうする
こともできないことを私に示してくれていて、きょ
うだいもこんな体験世界に生きているのだと思った
ケースです。

自分に対する信頼は基盤であり、自分は価値のあ
る人間なんだ。その価値のある人間を守ってくれる
周りなんだ。そしてそれは安心・安全な世界が周り
にあるんだということにつながってきます。だから
こそ、冒険にも出れるし、チャレンジができるとい
うことになってくるかなと思います。

これは滝川一廣先生という児童精神科医が描かれ
た図です。赤ちゃんが生まれたばかりで何もかも知
りません状態で、何が起こっているのかも自分の体
験の中からしか理解できない状況のときに、いろい
ろ不安とか恐れとか情緒の混乱を示したときに、誰
かにしがみついて依存をして、それを抱きしめても
らって「大丈夫」と言ってもらって安心する。安心
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すると、ちょっと周りが見れる。ちょっと周りを見
たらどうも大丈夫そうだということで、観察をする
ところから探索を開始する。そうすると、いろいろ
な体験世界が広がりますよね。いろんな体験をする
ということが認知発達にも影響していきます。対象
の認識・理解ということが、そうしたやりとりの中
で起こってくるということになります。その安全基
地がそもそも機能しないとか、何々すれば何々して
くれるという予測と期待が外れまくったら、子ども
たちはどんな風に育っていくのかというところを考
えていかなければいけないと思います。

読み取りの話をさっきからずっとしていますけれ
ども、７～８割の子どもたちは大体同じ感覚世界、
同じ体験世界を認識することができます。例えば
抱っこしたら落ちつくとか、笑ったら楽しいとか、
高い高いしたらうれしいとか、私たちが子どもに
とってよかれと思ってやること、私たちがやっても
らってよかったことを相手にしてもらうとそれが落
ちつくことにつながっていって、読み取りもそんな
にずれないということになります。

それが自分の感覚や世界の把握になるので、自分
が感じるものを相手も感じるらしい。自分が興味を
持つものに相手も興味を持つらしい。自分のこの感
じはこういうふうに捉えるらしい。自分の不快は相
手のかかわりによってちょっと落ちつくことができ
る。自分がどうしていいかわからないときに相手が
導いてくれるというような感覚を育てていくという
ことになります。

ところが、残念なことにみんな同じじゃないんで

すね。多分乳児院の中にも発達が気になるお子さん
が今ちょっとずつ増えているんじゃないかと思いま
す。ASD（自閉スペクトラム症）と言われる子た
ちが昔は0.1％と報告されていましたが、最近では
約２％という数値が報告されています。虐待を受け
て来たお子さんたちはADHD様の症状を示したりす
ることもあり、社会性の発達もどっちが鶏でどっち
が卵かわからない場合もあるんですけども、虐待を
受けてきたお子さんの中には、ASDのような社会
性の発達がゆっくりなお子さんたちもいます。

ただ、もともと胎内の環境が影響をすることも
あって、小さく生まれてきたお子さんとかは結果的
に、そうした発達が阻害されるということも言われ
たりしているんですけども、ASDのお子さんの場
合、もともとの感覚世界が違うんですよね。さわら
れたら痛い。この光まぶし過ぎる。音が全部入って
くる。そういう感じだったりとか、関心があるのが
石の感触とか水の流れの光の反射とかだったら「は
あ？」と周りのみんなに言われちゃうわけですよね。

そういった発達の特性があったり、妊娠中にいろ
んなリスクとか出産後にリスクがあったりして少し
個性的なお子さんたちの場合には、みんなが読み
取ってくれることがずれる場合があるんですね。そ
うすると、なかなか育ちにくいということが起こっ
てきます。先ほど私たちの表象という話もしました
けれども、この子はどう感じていて、何が見えてい
て、どんなふうに体験しているんだろうということ
も、やっぱり私たちが考えていく必要があると思い
ます。もしかしたらいろんな育ちの中で、またもし
かしたらもともと持っている特性の中で、私たちと
違う理解の仕方、違うやり方、違う感覚の持ち方を
持っているからこそのいろんな行動を呈しているか
もしれないということも考えていかなければいけな
いことの一つです。

虐待の与える影響はトラウマと言われていて、幾
つかの二次的な問題を呈すると言われています。一
つは意識の障害です。記憶や体験の統合が難しい。
虐待的な環境では、予期が外れることが多い生活を
送ることになります。そうすると結果的に体験が統
合されていかない。何が急に起こってくるかがわか
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らない状態の連続ですから、一つ一つがまとまりを
もった体験として結びついていかないことになりま
す。また、乳児期に多いのが覚醒水準の障害です。
なかなか眠れないとか、全体的にロートーンという
か抑鬱的だったりする子もいますし、不注意が目立
つ場合もあります。虐待の環境は、過剰な刺激にさ
らされ、アラームがずっと鳴り続けている状態とな
ります。そうすると、覚醒水準を上げてアンテナを
張っておかなければならない。それが通常の状態に
なってきます。そのことが影響して、不注意になっ
たり、安定した眠りを維持しにくいということが起
こってきます。また、アルコールの摂取などの影響
で、胎内環境がよくなかったり、低出生体重など何
らかのリスクをもって生まれてくると、様々なスト
レス反応を多く示します。例えば呼吸が不安定にな
りやすかったり、泣くと真っ赤になったりなどです。
また溢

いつにゅう

乳や、嘔吐といった自律系の不安定さや、振
戦や、反り返りなど運動系の未熟さ、睡眠覚醒など
の状態系のコントロールの難しさがあることがあり
ます。未熟性が見られる赤ちゃんの場合、どういう
ときに負荷がかかりやすいのか、どんなサインを示
しやすいのかということを理解していくことも大事
なことになってきます。

乳児院には、なかなか自分で自分をうまくコント
ロールできない赤ちゃんも入所するのではないかと
思います。生まれ持った赤ちゃんの個性や、入所す
るまでのあいだ、どんな環境的な中で育ってきたの
かというプロセスから、赤ちゃんのサインやメッ
セージを読み取り、一人一人の赤ちゃんに合わせた
ケアを行っていくということも必要なことです。

私たちが子どもをみていて、“気になる行動” は
私たちが子どもを理解する大事なヒントです。自閉
症を最初に報告したカナ―（Kanner）は、子ども
の気になる行動や反応は、私たちが子どもの世界に
入る入場券であると言っています。また、それは子
どもからのサインであり、子どもなりに自分が安定
するために必要な安全弁であったり、問題解決手段
であると。ですから、私たちは、子どもの行動や反
応が気になった時、子どもを理解する「入場券をい
ただいたぞ」という形で子どもの行動の謎解きをし

ていく必要があります。子どもの行動や反応の謎解
きをしていくときに大事なことは、試行錯誤をしな
がら、いろんな可能性を考えるということです。ど
ういう状況のときにどうなって、どういったお子さ
んだからこういう形になるということについて自分
なりの仮説を立て、検証を繰り返していく必要があ
ります。その行動や反応の背景に子ども自身がどう
いった特性を持っていて、どういった育ちを経て今
あるのかということを理解していくことです。一般
的には、あまりよくないことではあるけれど、あな
たは何とかしようと思ったらそういうやり方になる
のかと、また、であれば、もうちょっといいやり方
を見つけようかという話になっていきます。

よくASDのお子さんの講演をさせてもらうとき
に話すのですが、ソーシャル・スキル・トレーニン
グはなぜ必要かということは、それは英語の塾に行
かせるようなものだということです。現在、国際化
ということが推奨されているから、できれば英語は
できたほうがいいと言っているのと同じように、江
戸時代だったらともかく、今のこのサービス産業が
とても発達した世界の中では、コミュニケーション
スキルは最低限できたほうが、あなたが大きくなっ
たときうまくいくのではないかということです。あ
なたができないから悪いわけではなく、あなたがこ
れから今の社会で生きていくための武器を身につけ
ようという流れの中で、彼らなりにやっている問題
解決手段があまりよくないものであれば、こっちの
やり方にしようかということを一緒にやっていくと
いうことです。

子どもは安心で安全な環境で育つことができな
かったときに、いろいろなサインを出してきます。
大事にしたいことは、誰にとって困る、気になる行
動なのかということだと思います。例えば本人に
とっては何のことかよくわからないことが自分の身
の回りで起きていて、自分の体験とか今の発達の中
での理解を最低限して、何とかしようと思ったら、
結果的には物を投げてしまったとか、自傷になって
しまったとかが恐らくあると思います。

もう一つは誤学習です。ご家庭の中の文化は様々
です。例えばごみ屋敷のようなうちも中にはあるの
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ですが、それも家庭の文化だったりします。そうす
ると、それが当たり前の生活であれば、きれいに整
理整頓されている生活はいつもと違う何か不安な状
態になることもありえます。また泣いたら手が出て
くる環境で育った場合は、泣いたら手を出すものな
んだという誤学習をしいてるのかもしれません。親
や周りの家族が養育に向けるエネルギーがなかった
り、養育のいろいろなスキルもっていなかったりし
た結果、子どもがそういったスキルが身につきにく
いこともあるということを、本人の特性と環境要因
の組み合わせで考えていく必要があります。

もう一つは、子どものいろいろなサインを考える
ときに、子どもは誰に何のサインを出すかというこ
とです。大人自身が表情や動作などでいろいろな
メッセージを子どもたちに伝えています。子どもた
ちにとって一番大事なのは安心・安全なので、相手
が自分にとって安心・安全な存在かどうかというこ
とをよく見ています。また子どもが望んでいるのは
何なのか、そしてそれは誰にとってのものなのかな
ど、子どもの目線に立って考えていかなければいけ
ないことがたくさんあります。子どものためと思い
ながら、子どもに確認もせず、大人目線で分かった
かのように考えていることのことが結構あったりし
ます。

いま子どもの権利条約というものが注目されてい
て、アドボケイト、意見表明権ということが児童福
祉施設でも対応が求められるようになってきていま
す。私は小児科医療領域で子どもの医療憲章を作成
するメンバーとして携わったのですが、大人が子ど
もにわかりやすい文として考えて書いた言葉は、子
どもたちにことごとく拒否されました。「意味がわ
からん。こんなこと僕たち求めてない」と指摘され
て、はっと気が付かされました。誰が誰のための言
葉として受けとめようかとしているのかということ
は、いつも気をつけていないといけないことだと思
います。

私たちが子どもたちとかかわるときに、無意識の
バイアス（アンコンシャスバイアス）が大きく影響
します。大抵こうだというような価値観の決めつけ
や、どうせ無理、そんなことできるわけないという

能力の決めつけ、こうに決まってるなどの解釈の押
しつけ、こうあるべきだ、こうでないとだめだとい
う理想の押しつけが私たちの中には必ずあります。
特に年齢が小さければ小さいほど理解できないだろ
うと勝手に思ってしまったり、こういう状況で育っ
たからこうなのではないかという形で勝手に読み
取ってしまうこともあります。特に乳児院に入って
くるお子さんたちの場合には、様々なリスクを背景
に抱えているので、関わる大人たちもその情報に引
きずられてしまうことも起こってきます。自分の中
にあるどういった思いが、子どものサインを読み取
るときに盈虚をしているのかということについては
意識的になる必要があると思います。

もう一つは、子どもは育つということです。１か
月前、２か月前たてば発達をして変化をしていきま
す。今、目の前の子どもに何ができてできないのか、
どんな力がついてきているのか、そんなことを見て
いただけるといいと思います。子どもの今の力を過
小評価しすぎないことは忘れないでいたいと思うこ
とです。

Winnicott（1987）は、生命を維持するために授
乳や沐浴をしてもらうことが必要なのではない、ま
た落ちつかせるためにただ抱っこをするだけではな
くて、関心を向けてもらって自分に合わせて調整を
してくれて、気遣いや暖かさを感じて安心するとい
うやりとりが行われて初めて意味を持つ、というこ
とを言っています。またポーセック（Papouseck, 
1987）は直感的育児行動ということを指摘していま
す。私たちの中には、赤ちゃんに合わせて関わる力
がもともと備わっていて、何も考えずに赤ちゃんと
の関係に没頭できる安心で安全な環境の中であれ
ば、その力が十分に発揮できるとされています。そ
れは乳児院のなかでも同じで、施設で働くスタッフ
が、安心して赤ちゃんの養育に没頭できるように支
えられた中、目の前の赤ちゃんに意識を向け、赤ちゃ
んのサインに微調整をしながら関わっていくことが
何よりも大事なことです。ただ専門家として、子ど
もの発達や、サインの示し方を知っておくと、それ
がヒントになって、不安にならずに落ち着いて赤
ちゃんにかかわることができることもあります。
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今日お話をさせていただいたことが、皆さんが施
設に帰って子どもさんと接するときに、目の前の赤
ちゃんに没頭してかかわりができるように、また皆
さんの施設のスタッフ一人一人が安心して子どもに
向き合えるように、皆さんが抱えられる環境を職員
自身にも作っていっていただけるととてもありがた
いと思います。

（終了）
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早川　嵐山学園の早川と申します。早速、内容の方
に入りたいと思います。スライドを見ていただき
ながら、このシンポジウムの趣旨などをお話しす
ることが私の役割ですのでお話ししていきます。

�　　まず、最初に虹センターのほうから「聴く」と
いうお話を聞いたときに、私が真っ先に思いつい
たことは「＜きく＞にはいろいろな漢字がある」
ということです。まず「＜hear＞としての＜聞
く＞」、次に「＜listen＞の＜聴く＞」。調べていて、
それもあるなと気づいたのが、「＜尋問＞のよう
な＜訊く＞」ですね。「きく」にはいろいろある
んです。

　�　では、私たちは子どもの声を＜聞いて＞いるの
か、それとも＜聴いて＞いるのか。＜聞く＞とい
うのは、音を感じたという話ですね。だから英語

でいう＜hear＞。＜聴く＞は「理解しようと思っ
て聴く」。だから、＜聴く＞は「（その子のことを）
わかろうとするとか知ろうとする行為」なんで
す。そして、今回のシンポジウムは＜聴く＞が
テーマなんですね。

　�　以前、嵐山学園にいた中学生が「何か職員って
さ、話も聞かないで決めんじゃん。むかつく」と
言っていました。本人もちょっと被害的なところ
がありましたが、これは施設でよくある話だと思
います。彼らは＜聴いて＞もらってない――と感
じている。職員はそんなことを言われて、あれこ
れ試行錯誤したわけですが、まず受容的に聴いた
ら、受容し過ぎると「もっと聴いて、もっと聴い
て」と本人の承認欲求がどんどん大きくなって、
止まらなくなりました。かと言って聴かなければ

「なんで聴いてくれないの」となる。そこで、最
終的に「否定も肯定もせずただ聴こう」というス
タンスで、承認欲求が大きくなり過ぎた時にはあ
る程度制止する――というやり方に至りました。
すると、職員がちゃんと聴いた上で「でもね、こ
れってこういう理由でだめなんだよ」と言った
ら、反発ばかりしていた子が受け入れたのです。
なので、＜まず、ちゃんと一回聴く。ちゃんと一
回受け止める＞ということが、やっぱり大事でし
た。＜聴く＞は、「言いなりになる」ということ
ではないんです。「子どもたちの言いなりになっ

シンポジウム
「児童福祉施設における人材育成を考える

—子どもの “声” を聴くチーム」
	 早　川　　　洋　（嵐山学園）
	 橘　川　英　和　（伊豆長岡学園）
	 小　川　素　子　（ももの木学園）
	 花　田　悦　子　（報恩母の家）

2023年度「児童心理治療施設・児童養護施設指導者研修」＜ライブ配信コース＞シンポジウムをまとめたものです。
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ている」「いろいろなことを子どもに『自分で決
めてください』と言う」施設の話を聞いたことが
ありますが、それは「子どもと向き合っていない」
｢子どもに責任を押し付けている｣という意味で、
大人の責任放棄だと思います。

　�　また、別の子は「私のことをよく知ろうとしな
い人に、私のことを話したくないんだよね」と言っ
ていましたが、これは私たちも同じですよね?　
私も【自分のことを知ろうとしない人=関心を持っ
ていない人】に、自分のことを話すのは嫌だな―
―と思います。その子は「『君は何でそう思うの？』
と＜聴く＞のではなくて、決まり切ったことを
＜聞くだけ＞――だったら、話す意味ないじゃん!」
と言っていました。やはり、「君のことが知りた
いんだよ。何でそうなの？」と言ってくれる人に、
子どもたちも私たちも話したくなるのです。

　�　そして、その子のことを知るためには「どうし
て?どうして?」となるので、自然と＜対話＞にな
ると思うんです。「『どうして?どうして?』と職員
に言われるとむかつく!」と言う子もいますが、
それは多分、職員の聴き方が速過ぎるのだと思い
ます。子どもは発達段階や能力によって話すス
ピードが違うので、＜聴く＞時にはアジャストメ
ントというか、相手のペース、スピードに合わせ
ることが必要だと思います。

　�　子どもたちは、職員からちゃんとした質問が
返ってくると「ああ、この人はちゃんと聴いてく
れているな」と思いますし、見当違いの回答をす
れば「口だけで、結局聴いてないよね」とバレて
しまいます。つまり、＜聴く＞ことを通じて、「相
手が本当に自分と向き合おうとしているか」がわ
かるわけです。子どもたちはこういう流れで「自
分のことをわかろうとしてくれる人を信じる」の
だと思います。

　�　措置制度の怖いところは、「子どものことをよ
くわかろうとしなくても、大人が一方的に決めて
しまえるところ」ですね。一方で、契約制度は

「＜聴かない＞と始まらない」わけです。別に措
置制度を否定してるわけではないのですが、私た
ちは＜措置制度の罠＞にはまることがあるので、

「自分たちは、措置制度という一方的になりやす
い枠組みで仕事をしている」という危険性を、肝
に銘じておく必要があると思います。

　�　では「＜聴ける＞ようになるにはどうしたらい
いか」と言えば、「普段から職員同士が＜聴き合
う＞こと」が大切です。普段からやっていないこ
とは、急にはできません。「資格」や「研修」を
受けても、子どもの声は＜聴けない＞と思いま
す。日々＜聴いている＞、職員同士がちゃんと
＜聴いている＞かが大事です。

　�　例えば、嵐山学園でのミーティングで、管理職
が前に立って学校の先生のように話したら、職員
は「特にないです」と言って黙ってしまいました。
この＜みんなが座っている中で、１人だけ前に
立って話す＞という立ち位置が、対話を権力的に
してしまい、職員は「教示を受ける」気持ちになっ
てしまったんです。そこで私が、「みんな、ちょっ
と座ろう」と言って輪になって話すようにした
ら、急に対話が始まりました。こういう「同じ目
の高さ」「座って輪になる」…といったことにも
繊細でなければ、子どもの声を＜聴く＞のは難し
いと思います。子どもたちは「立ち位置や座り方」
といったことに影響を受けるので、対話の場の権
力的なものを取り除かないと、なかなか＜聴けな
い＞のです。

　�　あと、職員はどうしても＜伝えたい＞になりや
すいですね（笑）。私は「自分の思いを＜伝える＞
よりも、子どもの気持ち＜聴く＞が大事」と思っ
ていますが、＜伝えたい＞としても、まず「その
子のことをわかろうとする=＜聴く＞こと」が前
提ですし、そうでなければ「権力で無理やり＜聞
かせる＞」ことになります。それだと子どもは全
然＜聴かない＞でしょう。こういったところが
＜聴く＞と＜聞く＞の違いで、それは子どもと職
員の関係にも影響しますね。

　�　今回、このシンポジウムのコーディネートを依
頼された時、当初は教示的な「講義を＜聞く＞」
スタイルでした。しかしそれでは、研修自体が
＜聴く＞ではなく＜聞く＞になってしまいます。
そもそも私たちは、学生時代に「授業に出席して
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＜聞いて＞いれば単位が取れる」など、＜聞いて
いればいい＞というトレーニングを繰り返して
きていて、＜聴く＞をあまりしてきてないんです
ね。今の教育は、アクティブラーニングとか随分
変わってきましたが、私たちの学生時代は＜聴
く＞よりも＜聞く＞がほとんどでした。私たち
は、聞く一辺倒、一斉教示で育ってきたので、自
分たちが持っている癖みたいなものに自覚的に
ならないと、「無意識に＜聴けなく＞なっている」
という恐ろしい罠にはまりかねないのです。

　�　この研修はオンラインですが、オンラインでは
相手の様子がわからないので、どうしても＜聞
く＞になりやすいですね。相手の様子を察しなが
ら行う＜聴き合う＞は、オンラインではとても難
しいので、今回は「シンポジスト間で聴く、対話
する」を行い、それを皆さんに見てもらおうと思
いました。シンポジストの皆さんは、それぞれの
施設で＜聴く＞にこだわって仕事をされてきて
いる＜聴く＞のプロです。この後、皆さんの＜聴
く＞に関わる取り組みのお話しがありますが、そ
の後の私たちの対話も含めて見ていただき、

「＜よく聴く＞ということがどのようなことなの
か」が伝わればいいかな――という意図でシンポ
ジウムを組み立てました。

　�　各施設の取り組みの紹介として、少しだけ嵐山
学園のお話をします。嵐山学園では開設当初「職
員同士が＜聴き合う＞こと」ができておらず、職
員同士がバラバラでした。それを、まずは「行動
面を統一」し、次に「考え方を共有」、最後に「感
情を共感」するという流れで、発展して行きました。

　�　「マルトリートメントの振り返り」は職員の発
案から始まったのですが、「施設内虐待ではない
が、子どもに対する不適切な関わりや失敗」を、
お互いに聴き合って振り返る取り組みです。ある
職員が「こういうことをやってしまった」と言っ
たら、「私もその気持ちがわかる!」と共感が生じ
たり、「今度こうしてみたら」とアドバイスがあっ
たりして、「＜聴き合う＞ことができるから仲間」
と感じています。

　�　「はじめてのライフプロジェクト」は嵐山学園
における性教育です。開設当初の性教育では「性
に関する知識」を教えていましたが、施設内で性
問題が発生したり、退所後に性的逸脱が生じた
り、「知識だけの性教育」には全く効果がなかっ
たんです。そこで職員が一生懸命考えて、「一方
的に知識を教えるのではなく、＜聴き合い＞なが
ら子どもたちと一緒に考えて行かなければダメ
だ」ということに気付いたわけです。その結果、
子どもたちにまず「あなたが大切です」「安心し
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て生活する権利があります」という「生」につい
て伝えることから始める「生と性のプロジェク
ト」になりました。

　�　退所生のLINEグループは、退所生同士がお互
いに＜聴き合う＞場ですが、時に「聴かずに伝え
よう」としてばかりいる子がいると、他の子がた
しなめたりしています（笑）。「嵐山学園について
聴く会」は、退所者に「嵐山学園はどうだった？」
と＜聴く＞会です。私は「究極の第三者評価」と
呼んでいますが、入所中に本音の話ができるわけ
ないので、施設のことをよく知る彼らに退所後に
話を聴いています。

　�　最後は＜ケア＞について説明したスライドで
す。嵐山学園は「こどもの心のケアハウス」を名
乗っているので＜ケア＞にはこだわっています。
＜ケア＞とは「相手の成長を助けることが、自己
実現になる」ことで、「子どもを自分の思い通り
にしようとする」姿勢からは最も遠い在り方です
ね。その子がその子らしく成長したら、「ああよ
かった」と思って身を引く――みたいな感じで、
＜ケア＞自体が対話であり＜聴く＞ことと思っ
て仕事をしています。

　�　長くなりましたが、ここで終わりたいと思います。
　�　では、次に小川先生から発表していただいて、

発表後に、私たちから小川先生にいろいろ尋ねて
「聴く」「対話する」をしていきたいと思います。
では、よろしくお願いします。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
小川　ももの木学園の小川です。ももの木学園は児

童心理治療施設です。
　�　対話的であるということは、やはり今ここで自

分が何を感じてるのかに気づきそれを言えるこ
とが大事だと思っています。私は今日のために一
生懸命整えてきたのですが、昨夜になって何かう
まいことしゃべれる気が全然しなくなりました。
たぶんレジュメとは違うことを話しますが、「聴
く」のプロの方たちに聴いてもらって、ディス
カッションができたらいいなと思います。

　�　ももの木学園は開設から８年目を迎えました。
つばさ園という戦後から長く続いている児童養

護施設があって、そこに併設される形で設立され
ました。４階建ての建物に２つの施設が入ってい
て、子どもは中で行き来はできないのですが、職
員は両園で協力して運営しています。入所の定員
が35名。小規模ユニットケアに児童７名で４名の
職員がローテーションで入り、ひとつのホームと
なって、一応そのなかで生活が完結する形です。
男女別で５ホームあります。ベテランの主任が３
名いて、全体をまわって子どもだけでなく職員の
相談にも私の相談にも乗ってくれています。

　�　ももの木ができるときに、つばさ園の職員を半
分に分けて、両施設に10数人ずつ新人を入れス
タートしています。私も、ももの木の新人職員の
１人でした。その前は、児童相談所の児童心理司
を長くやっていました。ですから、私の身体の中
はまだ児童相談所が何割かあるので、施設長と言
うにはとても恥ずかしいのですが、施設文化に一
生懸命慣れているところです。だから私自身がま
だまだ施設の職員としてみんなに鍛えられてい
て、この年になってもまだ育っているつもりです。

　�　つばさ園の生活支援のあり方をももの木は踏襲
してやっています。児童心理治療施設なので、医
者も看護師も心理職もいますが、それとは別に子
どもの生活を直接見るところの仕組みは、つばさ
園の方法を同じようにやってるという感じです。

　�　就任した最初の日のことを昨夜すごく思い出
しました。うちは会議がとても多い施設で、職員
全員の会議、つばさ園とももの木と一緒になっ
て、調理の人も事務の人も心理も医者も全員が同
じ場所で会議をする日が月に３回あります。その
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全職員会議が４月１日にありました。それはたま
たまだったのです。初日だからじゃなくて、たま
たまそうだったというのが次の年からわかるの
ですが。前日が前職の仕事の最終日で、私は片づ
けでヘロヘロになっていて、電車とバスの時間も
あって「どうしても予定されている時間に間に合
いません、５分遅れます」と連絡を入れました。
そしたら「はーい、小川さん来たら始めまーす」
と言われたので、あ、そうなんだと思ってのこの
こ行ったのです。着いたら大きなホールに80人ぐ
らいの職員がだーっと、きちっと座っていて、前
に両園長・副園長が並んで座っていて、私が「来
ました。すみません」と言ったら、「はーい、じゃ
あ始めまーす」と言って会議が始まりました。

「お、待たれていたんだ。私ひとりのために５分
待ってくれていたんだ」ということにとても恐縮
しました。そしてその後もよく思い出すのです
が、ひとり残さず情報の共有をしなければいけな
いという園の方針が身に沁みた最初の体験とな
りました。

　�　始まってすぐに「この人、心理の主任の小川さ
ん。あとで紹介するからね。あ、記録お願いね」
と言われました。「へ？記録？何もわからないの
に？」と戸惑いましたが、新品のホワイトボード
がありました。ホワイトボードに書いたらプリン
ターにつながって、たたたっと記録が印刷される
の知ってますか。あれは児童相談所で使っていて
とても便利なんです。「あれがあると会議の記録
が楽ですよ」と準備会のときに私は確かに言いま
した。そしたら行ったら買ってあって「はい、小
川さん、記録書いて」と言われて、ホワイトボー
ドとペンが用意してある。それで、施設独特のい
ろいろな用語もよくわからないのに、沢山の事柄
が次々とすごいスピードで検討されたり共有さ
れていくのです。子どもの様子のほか、ちっちゃ
い話、例えば犬の散歩当番の話から、社会的養護
に関する国の方針など大きな話まで。とにかくい
ろいろなことがいっぱい盛りだくさんに話され
て、それを私は必死で記録したという、何かそう
いう初日でした。

　�　児相よりはちょっとのんびりできるかなと
思ったのは大きな間違いだと悟りました。ただ、
今さっき言いましたように情報共有を非常に大
切にしていることがわかりましたし、その後も園
で起きたさまざまな――常日頃いっぱい起きる
じゃないですか――事件にしても、職員に起きた
不幸なことや、園で飼っていた犬が亡くなったと
きも、子どもにとって影響のある出来事はとにか
くすぐにみんなが知るように、施設の隅々まで知
るようにというシステムになっています。

　�　万事そんな感じで、本当に何も教えてくれない
のです、はっきり言って。研修といっても「まあ、
小川さんはいいでしょう」とか言われて何もあり
ませんし。それで「どうしよう」と言うと、「ま
あ好きにやって。思うようにやったらいいよ」と
か言われるのです。指示とか強制とかは本当にな
いのです。でも聞いたら丁寧に教えてくれます。
じゃあそれならばと思ってやってみると、うまく
いくこともありますけど、全然見当違いで玉砕し
たりするわけです。

　�　特に児童相談所とのやりとりは、私の中にこう
だったらいいなと思ってることがあるので、意見
してみますが、やはり地域が違うと全然違ってい
て、話が通じなくて驚くようなこともありまし
た。でも、うまくいかなくても園では誰からも批
判されないし攻撃もされないのです。もうそれが
すごいなと思いました。ですから自由にやってい
い、その結果「責任は自分が引き受けていくんや」
ということを基本にしていて、誰にも邪魔されな
いという状況に置かれたわけです。

　�　これは私にとってはなんというか、なけなしの
自分の中にある主体性とか能動性とかをぎゅ
うーっと絞り出されるような体験で、それで必死
で３年４年やってきたかなという感じです。多
分、この施設に来た子どもたち、若い職員さんた
ちも、同じような体験をしてるんじゃないかなと
思っています。でもあまりこういう組織は体験し
たことはなかったので、いったいここはどういう
ところなんだろうと思って、体験をしながら観察
をしてきたことを少し文章にまとめたりしてい
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ます。何か機会があれば読んでいただけたら嬉し
いです。

　�　今回のテーマである「子どもの “声” を聴くチー
ム」になるというのは、口当たりのよい言葉では
あります。ただ、生易しいものではないというこ
とはたぶん現場の方は感じておられると思いま
す。私は施設に子どもを送り出す側だったのです
が、施設に入所した子は事情があって、それも大
変不快な経験ばかりしてきている子たちです。職
員よりもしんどいことの経験値は勝っているは
ずで、その子らの声を聴く私たちが、人としてど
うであったら聴くことができるのかということ
をやはり考えます。

　�　子どもに対して誠実であろうとするならば、私
たちが扱えないことはなかなか扱えないし、自分
がやれると思ったらしっかり聴いてしっかり対
応するということだと思います。ですから、職員
が本当に子どもの声が聴けるようになるには、自
分ができることとできないことをしっかり分け
て、できないときには助けを求めるということが

求められていくし、そういうふうにうちの施設は
なっているのではないかと思います。

　�　職員が安心して子どもの声を聴こうとするな
らば、それができるような施設の仕組みが必要で
す。そのひとつが最初にお話しした全体で情報を
共有するということでもあるし、できる人ができ
ることをする、できない人はできないと発信して
いいんだよということを、常に声をかけて発信を
してもらうということかなと思います。

　�　このスライドにそれをまとめて書いています。
「個人が成長すること　施設が健全であること」
です。個人が成長することと施設が健全であるこ
とは、ぐるぐる回って両方が影響し合ってると思
うのですが、子どもも職員も一人一人が成長する
というときに、やはり人の話を丁寧に聴く。それ
から自分が感じていることを感じて気づく。人の
話を聴くことも大事だけど、自分の心の中の声に
しっかり耳を傾ける。自分の身体の調子や感覚に
耳を傾ける。そして自己一致を目指していきます。
完全に調和するなんて難しいのですが、体はがく
がく震えてるのに大丈夫と言ってしまわない自分
でいるように、自分の中で折り合いをつけていく。
そして発信するときには私メッセージ、私を主語
にして話しましょう。自己一致と私メッセージは
セットで、一人一人の職員が成長していくときに
大事だと思っています。

　�　それを支える施設としては、ひとりで支援はで
きないというのはもうわかりきったことで、助け
を求めることを促しましょう。全体で情報共有を
しましょう。そのために全職員の会議があり、事

■ 実践報告 ■

47



例検討会議もあります。そして、できる人ができ
ることをする。リスカをして血を見て卒倒する女
子職員がいることが発信されたときには、「じゃ
あ、そういうことがあったら誰が血を見ても平
気？」ということをつばさ園の園長がみんなに聞
くと、そしたら複数の人の手が挙がるんです。

「僕、平気です」って。それなら、リスカで血が
大量に流れたときにはその女子職員は発信して
ください、彼女は対応しません、かわりに平気な
人が行きましょうということが全体で共有をさ
れます。このことをリスカをする子どもにも事前
に伝えておきます。時間がなくなったので終わり
ます。質問があれば聞いてください。

橘川　最後のスライドの「個人が成長すること　施
設が健全であること」というところは、すごく印
象に残っています。資料の中で「健康な組織づく
りに向けた７つのコミットメント」というのが紹
介されていて、これはうちの施設でも事業計画書
に載せていてすごく大事だと思っているので、「つ
ばさ方式」というももの木学園のやり方について
ちょっとお教えいただけるとありがたいです。
小川　話すと長くなりますが、『トラウマイン

フォームドケア』という、大阪大学の野坂祐子先
生が書かれた本があります。手前みそですが、そ
の中の表につばさ方式を入れてみたら結構重な
りました。被虐待のしんどい思いをして生きてき
た子どもを支える職員体制、組織とはどんなもの
であるかを考えたときに、トラウマインフォーム
ドケアを組織として取り組んだほうが良いと、野
坂先生が書いてくださっています。アメリカの
Sanctuary Modelを実践し三部作を書かれた
Bloomさんが、健康な組織には必要であると挙げ
てくれたのが、「非暴力」「感情的知性」「社会的
学習」「オープンなコミュニケーション」「民主性」

「社会適正（社会的責任）」「変化と成長」の７つ
の要素です。本を読んでいただくのがいいと思う
のですが、、、どんなことをお話ししたらいいで
しょうか。
早川　聴いていて思ったのは、ももの木さんという

か、多分つばさ園がスタートなんでしょうが、こ

の話は「つばさ園で自然発生的にやってきたこと
を言葉にしてみたら、実はトラウマインフォーム
ドケアの組織的な取り組みと一致していた」とい
う話ですよね?
小川　そうです。
早川　それはすごいじゃないですか。
小川　おもしろいでしょ。
早川　日本って、「アメリカの何々先生が言ってい

たから正しい」みたいなことを言う人が多いじゃ
ないですか?　私たちは＜聞く＞に慣れているか
ら、そうなりがちなんだと思いますが、私は日本
にもいいものがいっぱいあると思うのです。つば
さ園の取り組みは、別にBloomさんが言ってたか
らやったわけじゃなくて、つばさ園が自然に「ど
うしたらよくなる？」と考えて工夫を繰り返して
いたら、「あれ？これ、一緒じゃん」となったわ
けで、アメリカの取り組みを＜聞いた＞のではな
く、現場で＜聴き合う＞中で生まれたんだと思う
んです。
小川　そう。そうなんですよ。
早川　そこがすごいと思うんですよ。だから、私た

ちはもっと自信を持ったほうがよい。
小川　びっくりしますよね。『つばさ方式』という

言い方をしたのは、ももの木学園の初代の施設長
の石坂好樹先生なんです。虐待を受けた子どもた
ちの後遺症ってものすごく深刻なものがあって、
人や世界に対する不信感もすごく大きいですよ
ね。「支援」なんて、こちらが上から支援みたい
なそんなレベルでなんとかなるような話じゃな
い。石坂先生は、重篤な子どもが生活する場では
治療共同体的なやり方がおそらく一番安全でい
いだろうと考えて施設長になられたのですが、来
てみるとつばさ園のやり方は非常に治療共同体
的だったと。それで石坂先生は『つばさ方式』と
名前をつけて論文も書かれました。
�　私は、野坂先生の本を拝見して「あれ？やっぱ
り重なるなぁ」と思って、この図にしてみました。
でも、これを維持するのは本当に難しいというこ
とも８年目にしてひしひしと感じています。
早川　こういう「雰囲気」みたいなものって、職員
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が油断するとすぐに失われるじゃないですか。
小川　そうです。
早川　私も本で「つばさ方式」を拝見して、ももの

木学園にも１回お邪魔したことがあるんです。施
設に行って子どもに話を聞くと「この施設はガチ
だ」と思いました（笑）。ホント、すごいんですよね。
小川　ガチってどういうことですか。
早川　「本によいことだけが書いてあるんじゃなく

て、本当にその通りだ」ということです。子ども
に話し合いについて聞いたら、「ああ、話し合い
だよね。当たり前じゃん」みたいな反応が返って
くるんです。取ってつけた回答じゃなくて、体に
しみついていると言うか…。
小川　うん、そうですね。
早川　書き言葉なんて、どうとでも書けちゃうとこ

ろがあるじゃないですか?　でも、ももの木学園
に実際に行って、直接子どもから話を聴かせても
らうと、本当に「話し合い」が日常になっている
ことがわかる。でも、「当たり前に話し合う」を
やり続けるのは、大変ですよね。だから、ちょっ
とでも油断したら変なほうに行きそうな中で、
日々の実践を続けられているんだろうな、と思い
ました。
小川　だから、ルールだから守りなさいと子どもに

指示するんじゃなくて、職員ひとりひとりが、自
分が本当に腑に落ちた言葉で子どもと話ができ
るように育っていくことが、とても大事なのでは
ないでしょうか。でも、これは本当に簡単ではな
い。私たちは学校教育の中で、こうしなさいと言
われたことを的確にすることにエネルギーを費
やしてきたじゃないですか。
早川　先生の答えを推測して答える。
小川　そうそうそう。そのやり方では通じないのだ

から、そうではないことを、みんながすごく頑張
らなきゃいけないんです。子どもたちはだいたい
大人に振り回されてきてるので、暴力がいけない、
それはわかると。じゃあ、だから話し合いをしよ
うって言っても、何のこっちゃなんですね。初め
は全然ぴんときてない。だけど繰り返し繰り返し、
集団生活の中で葛藤が起きたりトラブルが起きた

ときに話し合いの場が設定されて、それは糾弾す
る場じゃなくてそのときに何が起きたか事実を共
有して、そしてそのときに誰が何を感じて考えた
のかを発信する。ただそれを聴き合うだけなんで
すけれども、それを繰り返し繰り返しやっている
と、何かトラブったら、子どものほうから「話し
合いやな。これ話し合いやろ」。これをホームだ
けでやったり、ももの木だけでやったりすること
もあるんですが、本当に大きな暴力が起きたり人
権侵害が起きたときには「全体会」というのをや
るんです。つばさ、ももの木全員、子どもも大人
も全員でやるんです。強制ではありませんが、で
きるだけ出ようよと誘います。そこで事実を共有
し、そのとき意見ありますかとファシリテーター
が言って話をしてもらうんですけども、幼児さん
でも職員に手をひかれて参加します。

　�　その中で育つと、この施設では暴力はあかんこ
とになってるなという共通認識ができてくるか
と。だから、あんなことが起きたのに何で全体会
しないのって子どものほうから意見が上がると
きもあります。利用できる場であると感じ始める
んでしょうね。何かしらの不満やもやもやした気
持ちを解消する場として、子どもたちが利用する
ことができていくようです。そのときに、問題解
決を目標にしているのではないことが重要です。
例えば、夜中に騒がしくしてみんなの睡眠妨害を
して、職員が注意してもやめないのは権利侵害な
んだけども、それをすぐにやめさせるために職員
が子どもを怒鳴ったり脅したりはしません。そう
じゃなくて繰り返し繰り返しこんなふうに困る
と伝える。職員が眠れなかったらほかの子どもの
世話ができない、もっと楽しいことに時間を使い
たいのにできないじゃないかという声がたくさ
ん上がると、もしかするとやっている側は気持ち
が変わるかもしれないと願って繰り返すんです。
ですから、すぐには解決しないことも多い。でも
そういうことを繰り返し繰り返しやってること
が、世の中、理不尽なことはいっぱいありますけ
れども、それを引き受けて、何とか希望を持って
生きていくというような変化と成長のプロセス
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につながっていくのではないかと思っています。
が、大変よ～と何度も言っておきます。でも、あ
りがたいことに、多くの職員がその精神で頑張っ
てくれます。めげて辞めていく人もいます。だけ
ども何とか歯を食いしばって、自分の中に起きて
ることをきちっと捉えて発信をするということ
を努力している職員たちがたくさんいてくれて
助かっています。
早川　本当に大変なことですけど、一方で「これは、

ももの木学園でしか味わえない喜びだな」と思う
んです。私は医療の世界から児童福祉に来ました
が、今は「こんなオモロイことないな」と思って
います。１人の子どもの人生に関わって、一生懸
命にやると変わっていく。ちゃんとやるのは大変
なんですけどね…。でも「これって、お金もうけ
をしている人は味わえないことだよな」と思った
りします。
小川　そうそうそう、それはそうだと思います。
早川　根気強く関わって、彼らが成長するとすごい

充実感がありますけど…。花田先生、いかがで
しょうか？　私ばかり聴いてしまってすみませ
ん。どうぞ。
花田　小川先生、トップバッター、ありがとうござ

いました。この会の前の打ち合わせのときから本
当に自然体で自分をオープンにして、「私、ほん
とに不安なんだよね」みたいな。で、そこでみん
なが安心するという。まさに施設運営も多分そう
いう感じなのかなと思ってお聞きしていました。
先生にちょっと質問なんですけど、子どもの声を
聴くって簡単なことのように（・・・？）本当に
ポジティブなパワーを受けるとき、エネルギーを
受けるときはいいんですけど、やっぱり現場は一
番安心できる人のそばだとネガティブな感情が
もう本当に噴き出して湧き出てくる。そんなとき
に、子どものネガティブな感情とか声を受けとめ
る職員の支えになるとか、その辺の実践。先生の
中で何かあられたら教えていただければなと思
います。
小川　前の施設長の石坂先生がまだ週に１回来て

くれて、園長室で月曜日は一緒に過ごします。病

院では園の子どもの主治医もしてくださってい
ます。最近のできごとです。酷い境遇で施設を
転々としてつばさ園に入所した子どもが思春期
を迎え大混乱をしています。本人は知的に高くて
自分の行動を振り返る力もありますが、職員に激
しい勢いで長時間詰め寄ったかと思うと、こんな
ことをして申し訳ない、親が自分にしていたこと
と一緒だと土下座をする。生活のありとあらゆる
ことが引き金になって終始フラッシュバックが
起きている様子がありました。

　�　現場の若いチーフは「土下座をして謝ってほし
いわけじゃない。ただ、怒鳴ったりされると私は
怖いから離れるよ」というふうに言います。それ
を見ていた主任が子どもに「いや、もう君はよく
わかってるし本当によく頑張ってるけど、限界や
ろ。石坂先生が来てるし、石坂先生のところにそ
れを言ってみようよ。薬を拒否してる場合やない
んちゃうか。もうぎりぎりやろ」と言います。本
人は渋々だけれど同意して、ある日、つばさ園か
らももの木園長室にやって来て、石坂先生に「話
してもいいですか」と話し始めるようなことがあ
りました。私もそっと聞いていました。それでも
なかなか混乱がおさまらず器物破損などもあっ
て、今は園の外のアパートに一人暮らしをしなが
ら、職員が世話をしに行っています。ひとり暮ら
しになって急激に落ち着き、そのような処遇をし
てもらったことに本人はとても感謝していまし
た。非常にネガティブなものが噴き出すけど、
ホームから主任、主任から医師へと順につながっ
ていって、行くべき場所につながっていくという
感じで、園全体で本人も職員もサポートしていっ
てるかなと思います。

　�　これも最近の高校生年代の女子のことです。所
属はありません。彼女も過酷な成育歴の持ち主
で、過去には危険なことが沢山ありました。外出
から帰ってきた彼女が園長室に入ってきて、まあ
いつも突然入ってくるんですけど、ホームで職員
が話を聴いてくれないと怒りとため息が混じっ
たような話しぶりで、ぐだぐだしゃべってまし
た。ずっと聞いていたのですが「聴いてくれな
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いって言うけど、あなただけの大事な体験を、わ
かるわかると言われても、わかるわけないやろと
いう気持ちも出てくるんじゃないかな。私もわ
かってるってよう言わへんわ」と言ってみまし
た。少しトーンが下がって「まあ、そりゃあそう」
とホームにもどっていきました。これも、少しは
現場のバックアップになるかなと思いますが、ど
うだろう、わかりません。

　�　ももの木の園長室は、ももの木の玄関のすぐそ
ばにあります。私はまるで門番みたいな感じなん
です。だから子どもはいつでも来れます。医務室
や主任のいる部屋なども割と開放的です。心理職
はある程度時間と場所を決めていますけど、とに
かく園全体が誰が来ても話聴くよということに
なってるので、子どもたちが勝手に行ってるか
な。勝手に人を選んで行ってる気がします。ニー
ズに応じて、この件はこの人のところへ行きたい
なとか、ドライブに連れていってほしいときはあ
の人とか、コンビニ連れていってほしい人はあの
人とか。その子どもの動きは、引き継ぎで共有し
ます。

　�　でもほんとに激しい行動化とかになってくる
と、じゃあどこで対応できるものなのかというの
は、やっぱりひとりではできない。暴力が起きた
らひとりで何とかしようと絶対に思わずに、とに
かく叫んでみんなを呼んでみんなで集まろうと
いうことにしていますね。ごめんなさい、ご質問
に答えてるかちょっとわかりません。
花田　すごく園全体、子どもも大人の揺らぎも保障

する。保障できてる空間がまさに大事なんだなと
いうことを、いま聞かせていただきました。
小川　ありがとうございます。すばらしい、まとめ

ていただいて。もう揺らぎまくってますよ、本当に。
早川　「私自身が揺れてます」と以前おっしゃって

ましたよね?
小川　はい、そうそうそう。私がいつも思うのは、

前に児相にいたときも思ってましたけど、人は一
人一人違うんだということ、育ち方も救われ方も
一人一人違うんだということで、決めつけられる
ものではないんじゃないかということはとても

思っています。だからしっかり揺らいで、しっか
り失敗して、その結果を年齢に応じて引き受けて
いく、そのサポートをすることで、施設にいる間
に少しでも生きていく力をつけてくれたらいい
なと思っています。
早川　今のお話を聞いて連想したのが、ある卒園生

のことです。彼女は入所中に心理面接を受けてい
て、いつも心理士から「困ったら人を頼るのよ」
と言われていたみたいなんです。そうしたら、退
所後に私と診察で話している時にその子が「でも
ね、ドクター。『頼るのよ』と言っていた○○さ
ん自身が、一番誰も頼ってないんだよね。自分が
頼れてない人に『頼れ』って言われても、説得力
ないよね」と言っていたことを思い出しました。
小川　うん、子どもはよく見てますよね。若い職員

は本当につらくて、主任に話して助けてもらって
ることなんかもなんとなく子どもは知ってたり
しますよね。雰囲気でね。

早川　職員が他の人を頼っている姿を見せること
が、「苦しい時には助けてもらっていいんだ」と伝
えることになると思うんです。「人を頼ろう」は言
葉でよく伝えるけど、確かに自分が頼ってなかっ
たら、「口だけじゃん」って子どもは思いますよね。
小川先生も頼ってますか?
小川　えー、私、頼りまくりです。もうほんとにす

みませんというぐらい。で、助けてって言ったら
みんな助けてくれます。
早川　それが大事ですよね。
小川　そういう信頼はありますね。ただ、１人でや

らなきゃいけないこともやっぱりあるじゃない
ですか。
早川　ありますね。
小川　それは誰もがそう。やっぱり、宿直の夜に１

人で10何人かを見てるあの緊張感というのは現
場の職員さんならではだと思うんですよ。そこを
耐えてやる。そして、もし何か起きたら必ず主任
に連絡をすると。主任はいつでも飛んでくること
になっているので。そうやって、どきどきしなが
ら頑張る。本当にもっと職員配置も欲しいですよ
ね。もっとお金を下さいって言いたいですよね。
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みんなで言いましょうね。
早川　いや本当に…。私は【児童福祉の貧困問題】

と呼んでるんですが、「人がいないと十分なケア
ができない」というのは、当然のことだと思うん
です。さっきお話した「人を頼る」も、人がいな
ければできません。「人を頼る」を本当に教える
には、人が必要ですね。

　�　あと、私は「甘える」という言葉が好きなんで
すけど、「健康な甘え」は「自分でできることは
一生懸命頑張り、できないことは自然に甘える」
です。小川先生は先ほど「自分ができることとで
きないことをしっかり分けて、できないときには
助けを求める」という話をされていましたが、私
も子どもに「できることはなるべく自分でやるの
が大事だけれど、できないことは頼るんだよ。大
人もできないことは必ずあるから、頼ってるんだ
よ」と話してるんですが、これは同じ.内容でしょ
うか?
小川　はい。信州大学に本田秀夫さんという先生が

おられるでしょ。自閉症スペクトラムの子どもが
育っていくときに何が大事かというと、そういう
ふうにおっしゃったんですよ。できることとでき
ないことがわかって、できないことは気軽に助け
を求めようと。それって自閉の子だけじゃなく
て、みんなめっちゃ苦手やん。ほんまに助けてっ
て、ほんとに苦しいときに助けてって言うのは実
はとても難しくないですかね。で、そのことをよ
くよくわかって、私たちがそれを実践して子ども
たちに見せていきたいなという意味も込めてで
すね。

　�　職員の私たちが頑張るところは「ひとりで子ど
もを仕切れるで」というところじゃなくて、自分
のことにちゃんと気づいて、できるできないを分
けて、できないことを気軽に相談するということ
をできるように成長していけたらなということ
でございます。
早川　児童福祉施設の子たちは＜援助希求＞が本

当に苦手なので、＜頼っていい＞というのを背中
で見せるのは、すごく大きいと思いました。

　�　そろそろ時間なのですが、質問を一ついただい

ています。「全体会の時に児童・当事者も参加す
るのですか？」という質問です。
小川　もちろんです。当事者も参加します。何か大

きなことが起きたら、いつだったらみんなが集ま
れるか、当事者が集まれるかということで、でき
るだけ近いところで時間をとります。どうしても
夕方や夜になりますね。日時が両園全体に知らさ
れて、当事者にも「今回のことは全体会をしたほ
うがいいことやから出ようね」ということを職員
が声をかけてくれています。絶対に出ない子もた
くさんいます。でも終わった後でどんな意見が
あったか、どんな感想があったかということは、
また職員から子どもに伝えてもらいます。全体会
のときに発言しなかった子も、ホームに帰って職
員になにか話したら、職員を介して当事者にその
感想や意見が届けられるようになっています。全
体会の間、誰かがずっと記録をとっていて、その
逐語録は全体に回覧をして誰でも見られるよう
になっています。だからバイトで出席できなかっ
た子は、全体会あったんやってなと言って逐語録
を読んでいます。職員も子どもも同じようにその
情報を共有するということになります。
早川　ありがとうございます。まだまだ話は尽きな

いのですが、ここで小川先生の発表は終わりにし
て、次に伊豆長岡学園の橘川先生のお話を＜聴い
て＞、また対話したいと思います。

　�　では、橘川先生、お願いします。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

橘川　伊豆長岡学園は静岡県にあるのですが東京
都の管轄の施設で、もともと60年ぐらい前に虚弱
児施設で始まって、20年後ぐらいに養護施設に
なって、ずっと都立施設で運営されてきました。
平成19年に民間移譲になって、私は昭和61年に東
京都の職員として入都しているので、今から37年
前に大学を出て伊豆長岡学園に赴任しました。民
間移譲になったときに東京都の職員を辞めさせ
ていただいて、葛飾に希望の家という養護施設が
あるのですが、そちらの母体の共生会という法人
の職員になりました。

　�　今日お話しさせていただくのは、私は37年間、
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伊豆長岡学園しか知りませんので、時間的に幅が
長いところで私なりに感じたことをお伝えした
いと思います。都立時代は21年でしたので、その
間は現場に入っていて児童指導員として勤務し
ました。民間移譲になってから４年間主任をやっ
て、施設長は今13年目になっていますので、合わ
せて37年間、本当に伊豆長岡学園だけの勤務と
なっております。

　�　資料のほうのワードですが、このテーマは私に
とってはすごく魅力的なお題です。生い立ちの整
理をやってすごく揺れてしまうお子さんもいま
すし、やらなくてもずっと揺れているお子さんも
いますので、やっぱり生い立ち上の問題はすごく
難しいなというところです。家族背景とかそうい
うことを受け止められないお子さんがいて、そう
いうところでどうやって受け止めていくのかと
いうのは、その子たちは言語化とかはなかなかで
きないです。適切な言葉で自分の状態を表現でき
なくて、問題行動とかいろいろなところで表現さ
れます。

　�　これについて私が理解するときに、自分自身の
体験を施設でもカミングアウトしているのです
が、私も小学校２年でかなり非行少年みたいな感
じになっていて、私がどういう子どもだったとい
うのは大体詳細について職員たちは知っている
のですが、かなり荒れていた状況でした。そのと
きに自分の両親が対応してくれたのはもちろん
ですが、母親の親友の方も入ってくれて、かなり
悪いことをしていましたが、きつく𠮟るとか怒る
とかではなくて、関り方を変えてくれたのです。
そのときには私はよくわかっていませんでした
が、私にしっかりと向かい合ってくれて、私の問
題行動は消失していくのです。

　�　その経験から、大人になってこの仕事について
みると、あのときが自分の転換点で、やはり揺れ
て荒れているときにどう理解して関わってくれ
た、そういう自分の声なき声にどうやって寄り
添ってくれたかということが、両親と母親の親友
の方がやってくれて、大人になってくるといかに
それがありがたかったかとわかってくる感じが

ありました。ですから私の中ではその体験が自分
を今つくっていて、この仕事をしているのも必然
なのだなという感じがしています。目の前で荒れ
てしまったり生い立ちの整理をして揺れてし
まってなかなか揺れがとまらないお子さんたち
を見ていると、指導とか厳しく𠮟るとかで絶対揺
れが止まるはずがないので、関り方を大人が変え
て、適切なところではだんだん鎮静化していった
りするという自分の体験があります。私も実際そ
のときに世界観が変わった感じがあって、寂しい
子たちのお友達関係が少し幸せそうなお友達関
係に変わったり、生活するのが本当にすごい楽し
くなったという経験がありますので、そういうと
ころはすごく大事なのかなと思っています。

　�　そして私も都の職員をずっとやっていました
ので、単身赴任で園長とか係長が交代していっ
て、いろいろな上司を見てきました。やはり卒園
生を見ていると検証できるとは思っていて、私は
ずっといるので卒園していろいろな子が来てく
れて、「あのときはこうだった、ああだった」と
いう話をしてくれます。時には施設の対応に対し
て、「あれはちょっともっと説明してほしかっ
た」、例えば「ちゃんと説明してくれないで施設
が変わるというのは、あれはないと思った」とか、
そういうことを結構聞くと、やはりちゃんと説明
するということはすごく大事だなというふうに
思います。

　�　だから、ずっと恨み続けられてしまうような子
たちというのは音信不通になったり、不幸な人生
を送る、裁判になったりいろいろな事件になった
りすることはわかるので、そうならないためにど
うするのかというところは大事かなと思います。
そこがうまくいったお子さんたち、私のように「あ
のときああいうふうにやってくれたから本当に今
の自分がある」というようなお子さんたちは、結
婚する相手を連れてきてくれたり、子どもが生ま
れましたとか、必ず節目節目で連絡をくれるので、
やっぱり卒園生のお話と私の生い立ちというもの
と結構重なるところがあって、そういうことから
学び取るところがすごく大事かなというふうに思
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います。そこを聞いてみると、やはり「出会って
よかった」と心底思える人たちがいるかどうかと
いうことが、施設の場においてはあると思います。
私は児童養護施設ですが、児童福祉関係の施設で
働いている方たちはきっとこれを体験されている
と思いますが、子どもたちは本当に子ども単体の、
自身の問題ではなくて、家族が世代間連鎖して
ずっと家族の問題として背負っているものを背負
わされるような状況もあります。こんな背景、こ
んな生い立ち、こんな家族の状況、もう無理とい
うような状況があります。そのときにかなり荒れ
てはいるのですが、周りの大人の人たちが何とか
悩み苦しみを支えてくれる中で、これは自分の周
りの施設の職員だと思いますが、関わりを通して、
無理と思っていたけども自分でも自分の人生を生
き始めようと思うという責任を自分の責任にする
という瞬間があるかなと思います。そういう瞬間
を迎えるような人と施設の場というところは、皆
さんの施設でも体験をされているとは思うのです
が、大事かなと思います。

　�　大体、子どもたちは施設を選べませんし、担当
の職員のほうも選べません。多分そういうところ
でそういう人に出会うことで未来が変わってい
くというのは、私が自分で実感しています。私は
親と親の親友の方たちが私を理解して、この対応
はよくないからこっちの対応でいこうと言って
私が変わって、私の未来がそこで変わったと思っ
ていますが、そういうところができるような人た
ちがいるのかということです。そういうところを
考えると、その因子というものが、やはりよく聴
いてくれた、本当に声なき声も含めて一番辛いと
ころ、子どもたちは言葉では表現できませんが、
行動で表現しているところを受けとめるような
存在です。

　�　「無条件」と書いていますが、「全部いいよ」と
いうことではなくて、やはり時には子どもたちの
防波堤になるための枠の設定とか、できることと
できないことを伝えることもすごく大事ですし、
子どもたちの未来・将来というところの話をし
ながら、そういう枠の設定をすることは大事だと

思います。これは大人の都合でなくて、そのお子
さんの10年後、20年後、30年後の人生を一緒に想
像しながら、今これは大事だよということを伝え
ていくことです。そこに関しては、やはり子ども
たちにとっても職員チームにとっても、心理的安
全性と言われるような「何でも話して解決してい
こうよ」ということです。そして、子どもたちが

「自分なんかどうでもいい」とか、「自分なんか存
在していい人間じゃないんだ」とか、そういう思
いをどうやって酌み取っていくのかということ
です。言葉で伝えなくても、職員チームのほうで
理解ができたときに伝わると私は思いますので、
そこの行動面から声なき叫びをどうやって聴き
取るかというところがすごく大事かなと思いま
す。

　�　そして、私の中では組織づくり、職員育成の中
で、リーズンという人が「組織事故」というヒュー
マンエラーについての本を書いていて、とても参
考にしています。これは福祉の本ではありません
が、その中で組織の文化（状態）を三つに分けて
いて、「病的な文化」とか「官僚的な文化」はす
ごく情報を隠したりトップダウンでやっている
組織だったりするのですが、その他に「活力ある
文化」というものがあり、私の中にはすごく響き
ました。「活力ある文化」とは、自身にとって不
利益で都合が悪い内容でも報告して情報の共有
化をするということです。やはり意図的に悪いこ
とをする職員は叱られますけど、子どもたちの中
にもそういう子がいるとは思います。できること
できないことの境界・基準がちゃんと示せて、

「柔軟な文化」があって「学習する文化」という
ところが必要かなと思います。

　�　この本の締めのところに書いてあったのです
が、「物語や言い伝えに価値を認める組織は、潜
在的により信頼できる組織である」という表現が
使われていました。子どもたち一人一人の物語は
みんな違いますし、職員も違うと思います。その
物語を意識・理解するということを度外視して、
善悪で、裁判官みたいにいい悪いで全部やってい
たら、これは児童福祉の仕事ではなくなってしま
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うので、やはり物語性というところをすごく酌み
取れるチームは意識が高いと思います。

　�　そして落とし穴としてなのですが、これが最後
につながっていくところです。「あなたの組織が
よい安全文化を持っていると確信しているなら
ば、あなたはほとんど確実に間違っている」。リー
ズンさんが最後はこれで締めていて、そうだと思
うのです。我々も、「自分が正しい、自分たちが
児童福祉施設、対人援助職としてこんないいこと
をやっているよ」と思ったところで、全てが台な
しになってしまうということの怖さを気づかな
いといけないなというところです。

　�　子どもの声を聴くために気をつけていること
に関して、阻害する要因としては、援助者の都合
の押しつけです。やはり何かしら立場の優位性は
ありますし、我々は働いていると、「すごく大変
な仕事をやってらっしゃいますよね」ということ
を周りの人たちからよく言われるのですが、そこ
に自己満足してしまい、「いいことやっているん
ですよ」「大変なことをやっていますよ」みたい
なことになってしまうと、台なしになってしまい
ます。自己欺瞞といって、自分は本当のところで
はわかっているのだけど、周りのせいとか制度の
せいとか社会のせいとか、いろいろなせいにして
しまうことに関しても、子どもの声を聴くことに
対しては害してしまうのだろうなと思います。

　�　最後に大事にしていることに関して、私は37年
間やってきてまだ検証は足りないと感じていま
す。連絡が来なくなってしまった子には、申し訳
ないと思っています。不幸な結果になった子もい
ますし、そういうところは振り返って、「ああ、
あのとき外していたな」とか、外していたときに
は外したということはわかりません。でもいろい
ろ学んでいくと、あのときの自分の対応は全然的
外れだったとか、子どもの物語、声を聴いてな
かったとか、そういうところは検証しないと、次
に出会う子に対して本当に申し訳ないですから。
私が37年間続けてきたのは、その懺悔ではないで
すが、そこを次に出会う子に生かすということで
す。その気持ちを持っていると、失敗しても、ま

た何年か後に来てくれた子たちが、「実はあのと
きは本当に施設に対して、職員に対してこんちく
しょうと思ったけども、結婚する段階になったら
わかった」なんて言って、施設から逃亡した子が
結婚式に呼んでくれたり、そういうことがあると
いうのもこの仕事の醍醐味になります。ただ、自
分たちはこれだけいいことやっているんだとい
う思考に入ったときには、それは全てだめになっ
てしまいます。もっといい支援はないだろうか、
もっといい関り、もっといいチーム、もっといい
人材育成がないだろうか、しっかりと子どもを聴
くということに関しても、そういうチームを作ら
なければいけないですし、そういう葛藤を持ち続
けるということがすごく必要だなと思います。

　�　私も子どもの虹情報研修センターで、増沢先生
から本当に若いころからずっとスーパーバイズし
ていただいてきましたが、やはりその子の物語は
どうして今そういうことになっているのかの「必
然の理解」の大切さを教わってきました。その苦
しみとか悲しみとか「もうどうでもいいや」とい
うような気持ちとか、追い詰められた叫びみたい
なのをちゃんと理解することが大事かなと思いま
す。この三つの「大事にしていること」というの
は、我々が何をするかではなくて、どういう存在、
その子にとって何者になるかだと思います。

　�　私が両親とその母親の親友の方に感謝してい
るのは、私の言いたいところをさりげなく気づい
てくれて救ってくれたから今があって、さりげな
くわかってくれる存在というのは、やはり子ども
たちには欲しい、一番求めている人物像だと思い
ます。そういう何者になるかということに自己満
足しないで近づくしかないのかなと思います。た
だ、そこは何者になったと思ったところで全ては
崩れてしまいます。そういうところが一番大事か
なというふうに思う次第です。ちょっととりとめ
もないですが以上となります。ありがとうござい
ました。
早川　ありがとうございます。いろいろなことを連

想しながら聴いていましたが、いかがでしょう
か？　油断をすると私ばかりしゃべっちゃいま
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すね（苦笑）。小川先生もいっぱいうなずきなが
ら聴いていましたが…。
小川　何ていうか、味わい深く聞き入ってしまいま

した。こういう施設長さんがおられる施設だと、
みんな安心するやろなと思いましたね。小学校２
年生のときのエピソードから語られたのがとて
も印象的で、それをもう何十年か後になっても、
あのときが私の転換点であったと思い出せると
いうのは何かすごいことだなと思いますし。当事
者からの視線が先生の中にあるということが大
きいことですよね。ごめんなさい、あまり言えな
いや。今じんわりと味わっていてなかなか言葉に
ならないので、とりあえずまず感想です。
早川　私も「小２の体験が自分を作っていて、この

仕事をしてるのも必然」ということがすごいと思
いました。つまり橘川先生は、「小２の大変な時
に根気強く関わってもらった体験が、生涯大事な
宝物として残っていく」感覚を、ご自身の中に
ずっと持ち続けておられるわけです。それこそ

「一人一人かけがえのない存在」ということも、
言葉では簡単に言えちゃうわけです。でも、橘川
先生の言葉は、「本当に一人一人、かけがえがな
いと心から思って、向き合って来られた方の言葉
だな」と思いました。さっき小川先生のところで

「ガチだな」と言いましたが、そういう感じが私
はしました。
小川　私もそう思います。子どもと喋っていて、

やっぱりこの子は過去にいい人に出会っている
んだとわかることが結構ありませんか。そのよい
対象が親であることは少ないけれども、寺子屋み
たいなところで学習を教えてくれた大学生のボ
ランティアに憧れたとか、小学校のときの何年何
組の先生が好きだったというように、誰かよい大
人との出会いから良いものをもらっていて、その
ような体験が子どものなかにあるから、今、私と
喋っていても、あるテーマで会話が成立するんだ
なと思うことがあります。橘川先生は小２の体験
をずっと持ってらっしゃるから、子どもとも、そ
れからそういう子どもを支援する支援者の職員
さんとも、いろんな視点で話ができるだろうなと

いうふうに思いました。
橘川　いや、ここに私の施設の職員がいたとき、そ

うじゃないだろと思うかもしれないし。１人参加
していますので。ただ、やっぱりうちの施設は担
当職員の支援指導があって、そこでも追いつかな
いときには主任とか副主任の指導があって、そこ
でも追いつかないときには園長指導というのが
あって。その階層別があって、私のところに来る
ときには結構厳しいのですけども。でも私はその
体験をしているもので、「ああ、今やさぐれてい
るのだな」と理解します。そこを抱え切れないか
ら、抱え切れないときにお説教して、この間の研
修でお話があったですけれど、「溺れている子に
泳ぎ方を教えたってだめだ」と教わったのですが、
確かにそうで、そこに大人の説教をしてもおさま
らないですよね。ですからそこのところの聴き方
というのは、やっぱり切なくなるような、その状
況は綱渡りをして今にも落ちそうな状況に対する
感覚を持ちながらというところはあるので、それ
を一緒に抱えてぶつけられている職員のほうも、
すごく辛くなってしまうというところもあって。
そういうチームで、施設でとか児童相談所に協力
してもらって、どうやって乗り越えるのかという
ところ、そこを乗り越えたときにはすごくありが
たいですよね。昨日も施設に来てましたけれども、
学校教育委員会から総スカンを食らっても中学に
上げて、一時保護もしてもらって。でも全部わかっ
て23～24歳になって来て、「あのとき自分は相当
ひどかった、愛着障害じゃないかと自分は今思っ
ている」とか言いながら。「でもこの施設だから
措置変更をしないで粘ってくれた」みたいなこと
が言えるようになって。「こんなまずいもの食い
たくない」と言っていた子が大人になって今手間
暇や愛情を込めたご飯をちゃんと作っているので
すよね。交際相手のためのお弁当をつくっていた
りしてスマホの写真を嬉しそうに栄養士に見せて
いたのですよね。昨日そんな話をしてくれていた
姿を見て、やっぱり粘り強く見るということは必
ず伝わるのかなというところもあるので、そんな
ことでしかないですかね。
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早川　「その子がしんどい時こそ受け入れる」のは
「社会的養護の本質」ですよね。「一番どん底のと
きにどう向き合うか」というか…。うちの施設で、
高校生がいろいろ崩れて、ダメダメな状態でうち
に戻ってきたんですが、私は施設で待っていて、
本人に「いや、おまえ頑張ったよ。おまえ史上一
番頑張った」という話をしたら、本人がびっくり
して「絶対叱られると思ってた」と言い、そこか
ら一気に緊張が解けていったんです。

　�　うまく行かない時に、施設を移らなきゃいけな
いことや、入院しなきゃいけないことも当然ある
と思うんですが、むしろそのプロセスというか、

「どう受け止められてから退所するか、入院する
か」が、その子に一番残ると思うんです。上手く
行かなくても、「すごい頑張ったぞ」「すごかった
と思うよ」とほめられる――つまり「一番苦しい
時に大人から受け止めてもらえる」と、人は生き
て行けます。

　�　ここで質問が来ました。「声なき声を聴く中で、
なかなか進んでいかないしんどい状況を諦めな
いように、現場職員を励まし続けるための管理者
としての心構え、信頼を教えてください」。橘川
先生、お願いします。
橘川　最近も現場のほうで、ちょっとあまりにも難

し過ぎてもう無理ですという声も上がるのです
が、「いや、何やっているんだ」というのは言っ
ちゃいけないなとは思います。ただ、児童相談所
の協議になるので、児童相談所はもう一回お願い
しますということにはなるのですが。そこを現場
で一番最前線に立っているとばーっと浴びてき
ますので、二次受傷、三次受傷となっていきます。

　�　そこでは園長指導ではなくて、そういうときに
結構そういうお子さんは私のところに来るので
す。それで、一番厳しいときに２時間３時間話を
するんです。それを私はただ聴くしかなくて切な
くなってくるんですよね。一時保護になったとき
に、そういう思いもその子には伝えるわけです。
でも児童相談所がもう一度見てくれと言うから
見るけど、みんなあなたがアクティングアウトし
て辛いこともわかるけど、できることできないこ

とがあるので、とめどもなくやってしまうのは
やっぱり違うんだよということをまず伝えます。
そこで現場の職員も守ります。そして、私も現場
の職員と同じ思いになるということですよね。
やっぱり、これだけのことをやられたら自分も辛
くなるなということを共感しないと、人材育成で
きてないのじゃないかみたいな上から目線で
やってしまうと潰れてしまうのもあるので、そう
いう辛さの共感というのは、私もできてるのかど
うかわかりませんけども、そこは想像しなくちゃ
いけないのかなというふうに思います。
早川　お話をうかがって、「子どもに対しても職員

に対しても、精いっぱい共感し続けることが、施
設長ができる最善のことなのかな」と思いまし
た。心に関することなので力づくではやれません
から、「結果がどうなるか」は保障できないんで
すけど…。ただ、「どんな時でも共感し続けてく
れる人がいる」ということは、大きいと思うんで
すよね。小川先生もおっしゃったように、実際に
やるのは非常に大変なので、誰にでも「やれ」と
は言えませんが…。

　�　ただ私は、こういった「大変な時を支える」こ
とこそ＜ケア＞であり、大変な状況に陥った時
に、彼らを支えて彼らが成長した時に感じる喜び
が＜ケアの喜び＞だと思うんです。特に＜ケア＞
された経験がない子たちは、「大変な状況の時に
支えられることでしか変われない」と思ってい
て、彼らを根気強く＜ケア＞して成長していく―
―その楽しさを知っちゃうと、ちょっと癖になり
ますよね（笑）。私個人はそう考えていますが、「こ
の感覚を現場職員にどうやって伝えるのか」は、
なかなか難しいテーマです。橘川先生は、ご自分
で子どもや職員を＜ケア＞されていますね。私も

「何時間も話を聴く」ということがたまにありま
す。「大変な時をとにかく支える」を継続してい
くことが、「現場に対する施設長の信念」であり、
背中を見せることだと思っています。

　�　ほかの先生方、いかがですか。しんどい状況で
現場職員を励ます、ご自身のやり方とか信念とか
はありますか？
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花田　まずは橘川先生の隣にいると私の黒さが見
えるような、本当に真っ白な、本当にすごいなと
いう。しかも経験に裏打ちされたというのがあら
れるので、それは本当に養育の本質だなと思って
お伺いしておりました。私も、先ほど質問された
方と同じことを先生に質問しようと思っていま
した。私はその職員の痛みを一緒に、先生がおっ
しゃるように肩がわりする。やっぱり施設長だと
肩がわりするのは責任かなと思っているので、そ
の職員が向けるまなざしがもしも子どもに間
違って伝わっていたとしたら、その言葉を代弁し
て伝えるとかそういうことぐらいしか私はでき
ないので、ということぐらいかなと思います。大
きいことはできないけれども、そこを職員と同じ
目線、同じ養育者として、ある意味その怒りをも
し職員が買ってくれてるとしたら、私の肩がわり
もその職員がしてくれているという視点をそこ
に持っていかないと、管理職というのは。やはり
子どもたちは素の自分というのはそうそう見せ
てくれないし、自分に見せるポジティブな感情
だってそれが本当に真っすぐな感情なのかとい
うのはさておいて、何よりも第一線で子どもの今
までの育ちをしっかり受け取ってくれている職
員をどうケアするかというのは、もう管理職の仕
事、そしてチームで最後は笑って。それから成育
歴。やはりプロとなると専門性というところがそ
こに入ってくると、子どもの成育歴をしっかり理
解するとか、ともにもう一回ケースを読み直すと
か、ケースを語り合うとか、そういうことがすご
く大事なんじゃないかなというふうに思います。
早川　「肩代わりするのが、施設長や管理者として

の責任」ということですね…。代わりに負えない
までも、せめて「共に背負う」というか。私が時
に医者仲間と話すと、同世代は管理職になってい
る先生が多いんですが、「病棟で一病棟医をやっ
てた時が一番楽しかったね」という話になりま
す。施設長になっちゃうと、うるさがられたり、
立場上子どもを叱らなければならなかったり…
責任ばかりであんまり楽しくないですよね（苦
笑）。確かに、現場の職員さんたちは、今現在苦

しい真っただ中にいるから、なかなか感じられな
いと思うんですが、苦しい時を支えているからこ
そ子どもが一番感謝するわけです。苦労した子ど
もが大人になって施設に来て、「あの時、職員か
ら言われた言葉があったから、俺、生きてるよ」
とか言われた日には、もうね…。だから、施設長
からすれば「苦しいだろうなとは思うけど、君ら
の立場が一番おいしいんだよ」って思ってしまい
ますが、若い時にはなかなか見えないですよね。

　�　参加者から感想が届きました。「かかわりに答
えはないとよく言われているが、それに甘えて答
えに近づけるように葛藤することを諦めてし
まったら、葛藤し続けるということが先生の大事
なところでしたので、自分たちのいる意味がなく
なってしまうと思うし、それが答えだと自慢して
しまう。まさに自己満足というやつですよね。自
己欺瞞になってしまうと子どもの声が聞こえな
くなる。そんな大人に話しませんよね、本音を。
だから子どものために葛藤し続けること。葛藤し
続けてくれてる大人であり続けることというこ
とですかね。それが子どもの声に近づける、聴け
るということかなと思いました。」という感想で
す。この感想を聞いて私は、対話してきたことが
伝わった気がして、とてもうれしくなりました。
今の感想を聞いて橘川先生、何かありますか。
橘川　先ほど早川先生からもありましたけど、卒園

生の中で大変で途中で措置変更はあるんです。
で、辛いんですよね。ただ、辛くても、その辛さ
をすごく合理的に、援助者の都合の押しつけみた
いに「ほかの子のケアができなくなるでしょ」み
たいな形で片づけるのではなくて、辛さとか痛み
を持って措置変更になったときには、やっぱり何
年かして来るんですよね。伝わっているので。あ
のとき本当に迷惑かけたけど、でも伝わっている
から「今はこうやって元気でやっているよ」とい
う姿を見せてくれたときには、ちょっと涙ものに
なってしまう感じがあって。

　�　結果的には措置変更というのもうちの施設も
絶対ないわけではないので、やっぱりそこが痛み
ながらかかわってくれる大人がいるかいないか
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で。合理的に上から目線で、これ以上やらかした
のだからもうあなただめでしょみたいな、そうい
う落伍者的な扱いを絶対しないということが、
やっぱり伝わるという。そこを見抜く子どもたち
というのはすばらしくて、そこがあるから本当に
真剣に誠実にかかわることがこの仕事の醍醐味
で、どんな結果になろうともそういうようなとこ
ろが伝わる。どんな荒れている子でも見抜く力が
あるということが、我々ふだん感じているところ
なので。その醍醐味は共有できるとは思うのです
けども。でもそこが一番共有できるのは現場の方
たちでもありますし。私もうらやましい。一番楽
しかったのは現場にいたときかなというのは。苦
しかったですけども。苦しかったけど楽しかった
というのもありますので、そこは最後に加えさせ
ていただきます。
早川　私もこの前久しぶりにある退所生に会いま

した。彼女はうちから退所した後に不調になっ
て、施設を転々とした子で、ある施設に往診に
行ったらたまたまその子がいたので面接しまし
た。最初は気まずそうにしていたけれど、当時の
ことを振り返って話したら「なーんだ、心配して
くれてたんだ！」となりました。いろいろやらか
したので、私たちが怒っていると思っていたみた
いでした。だから、「不調になったり上手く行か
なかったり、長い人生だからいろいろあるよ。そ
んなことでいちいち怒らないよ」と言ったんで
す。彼女は、大変な時に支えられた経験がないの
で「失敗したから、嵐山学園の職員は怒っている」
と思ったわけですが、これまで支えられたことが
ないので「支えられないのが当たり前」と思って
いる子は多いですよね。「大変な時こそ支えても
らえる」のがアタッチメントだと思いますが、「あ
なたは心配してもらうに足る存在なんだよ」と伝
え続けたり、大変な時に支えられる体験を数多く
していくことが大切だと思うんです。

　�　岡檀先生や森川すいめい先生がされている【自
殺希少地域研究】というものがあるんですが、自
殺の少ない地域の中には「人の話をきかない」と
いう地域もあるんですね。それは「普段は話を聞

かないで放っておくけれど、何かあったらみんな
で一斉に助ける」という意味なんです。「普段も
話を聴いて、大変なときも話を聴く」ってきつい
から、ふだんは馬耳東風みたいにほったらかして
おいて、誰かが困ったらみんなで一気に助ける。
そういう地域が自殺が少ない――というのは、今
まで話してきたことと同じだと思うんです。「上
手く行ってる時は勝手におやんなさい」と言うか、

「困ったときこそ頼ってくれ」と言うか…。小川
先生のももの木学園も「困った時にはみんなで
ミーティング」ですもんね。「全体ミーティング」っ
て、別に「みんなでつるし上げてる」わけじゃな
くて、「みんなで相談に乗ってる」わけです。橘
川先生の伊豆長岡学園でも、「本当に困った時に
は、施設長のところに来て３時間話したり、時間
をかけて本気で受け止めている」わけです。たぶ
ん、「その子が困った時に、私たちが試される」
と思うんです。でも、どうすればそれができるの
か ――は、後半話していければと思います。

　�　ちょうど15時になりましたので、一旦休憩にし
ます。

（休憩）
早川　後半を始めます。花田悦子先生から、母の家

のお話を聞かせていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
花田　母の家、花田でございます。よろしくお願い

いたします。私からは、日常とシステム、子ども
の声を聴くということで、少し整理をしてお話し
したいと思います。

　�　まず先ほどからお２人の先生の話を聞きなが
ら、今日は児童養護施設からはたくさんご参加で
すが、うちも大舎からユニットにするときに子ど
もの暴力を本当になくしたいという思いから、卒
業生に来てもらって大舎のときにどんなことが
起きていたのかとか、どんな気持ちで暮らしてい
たのかとか、その体験談を聞くところからスター
トしたのです。よく考えたら、ここら辺から大舎
から小規模化に向けての変革期だったかなとい
うふうに思います。
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　�　最初のスライドは福岡県の地図ですが、子ども
たちは福岡市を除いたほとんどの地区、県域全体
から入ってきますので、もと育った地域の風土とか
文化を背負っているという、そこが背景にあるとい
うことをまず理解することを大事にしています。

　�　「子どものニーズに応じた機能転換」というので、
施設で一人一人を大切にしたいという思いでずっ
と機能転換が進んできて、今いろいろな施設で進
められている地域分散化、それから一時保護専用
施設を施設内に置いたり、あるいは里親支援機関
を置いたりというような、全体はこんな感じです。

　�　建物は写真も少し見ていただきながら。一番右
上が今の本体施設と言われる建物です。で、地域
小規模が２軒あるという感じです。

　�　「職員体制」、職員さんは60代が５名、50代５名、
40代４名、30代４名、20代22名ということで、各
世代の職員さんたちにご支援いただいてます。そ
れでいろいろな専門職がいます。

　�　まず私自身が大切にしていることですが、本当

に苦手なところとか、私自身の性格の強みも弱み
も十分理解した上で、そう考えると職員の強みを
生かすチームづくりをしたい。子どもの強みを見
つけて伸ばすとともに、職員の「大切にしたい」
をどれだけ私も大切にできるかということで、例
えば研修内容とか職員が次の年に学びたい研修
とかそういうのも聞き取りながら、あるいは働き
方です。いま各施設、育休をとっていらっしゃる
職員さんも多いと思うのですが、介護休暇を取る
とか、あるいは趣味を生かしたダブルワークをし
たいとか、ヨガをやってるから非常勤でやりたい
とか地域でやりたいんですけどとか、職員の生き
方も少し尊重できるような働き方というのも、い
ま少しずつ始めているところです。

　�　チームとしては、まずは子どもの成長を喜び合
えるチーム、互いの持ち味を認め合って支え合え
るチーム、子どもの声と職員の声が届くチーム、
困ったときにSOSが出し合えるチームでありたい
と思います。先ほどから出てますが、大人の姿を
割と子どもはよく見ていて、私もすぐ謝ったり、
最近子どもからお説教を受けたこと、そんなこと
は日常にあります。それで、職員が「園長先生、
ごめんなさい」と言うから、「いえいえいえ、あ
りがたかったよ」とか言って、そんな感じです。
子どもの人数としては、これは４月１日の人数で
すけれどもこういう感じでいます。

　�　新しい世代の人たちは、背中を見て学べとか人
を見て学ぶという教育の中で生きてきていないの
で、どういうふうな会議の位置づけをするかとい
うことで、まずは部署会議といって女子部・男子
部・幼児部とありますが、子どもの声とか職員の
声を細かく拾うということを、子どもの実態に
合った情報交換と実情把握というふうなテーマを
しっかり据えた上で、まず部署の中でしっかり忌
憚なく出し合っています。

　�　その次に来るのが運営会議です。これはメン
ター育成ですが、実際いま１年目の人たちをメン
ティー・メンター制度を使いながらやっていま
す。ここを子どもの声と職員の声を上げる場とし
て、リーダー以上の人たちがこの運営会議に入っ
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ています。私が施設長になったときに、施設の運
営をみんなでやっていくということを明らかに
するために作ったものです。その次の組織である
職員会議で全員に周知したり、全員から意見をも
らうということをやっています。

　�　実際にシステマティックに入れていく、日常の
業務の中にどう織りまぜていくかということです
が、子どもの声の拾い方とか傾聴の仕方とか研修
を一回受けてもなかなかできないです。ですから、
やはりOJTはすごく大事です。自然に子どもの声
を聴く技術を身につけるということで、例えば園
長室はもう毎日誰かが――昨日も半日誰かの話を
聴くことで終わったのですが――来ています。子
どもはこんなことがありましたと。そうしたら、
子どもはそのときどんなふうな言葉を言ってたの
とか、どういう表情をしてたのとか、私が職員に
必ず聞きます。職員はあった事実を伝えたいので
すが、そこで子どもの顔とか表情とかそういうこ
とも入れながらやっていきます。

　�　先ほど職員会議のことを触れてましたが、職員
会議の位置づけは養育観の共有、日々の実践の価
値づけと意味づけということに徹しています。例
えば行事の反省にしても、ただ行った、楽しかっ
た、ただやったではなくて、そのときに大事なこ
とは何だったのかとか、職員はこういう思いで子
どもとともにその行事を楽しんだとか、子どもは
こういうところを楽しいと言葉にして伝えていた
とか、そういうことを細やかに共有しています。

　�　それから、朝と夜に毎日引継ぎをしますが、や

はり子どもの様子を見て感じられないと語れな
い日常というのがあるので、毎日、今日子どもは
こうだったよ、ああだったよと話します。うちは
まだ断続勤務なので、朝「いってらっしゃい」と
送り出した職員が「おかえり」と迎えるというこ
とをやっています。

　�　全体行事はほぼ廃止です。ゴールデンウイーク
も、もう本当にいろいろなところに行きます。趣
味が合う子どもたちのチームを作って、いろいろ
なところにお出かけしたりしましたし、食事も子
ども一人一人こだわりがあったりとか、これが好
き、これが嫌いもあるので、その辺の食事の取り
入れ方だったりとか、そういうことを大事にして
ます。あとは、日常の中で子どもの声を聴くこと
をどうルーティン化していくかということで、

「自立支援計画の有機的な作成と活用」と書きま
したが、３年ぐらい前まで、自立支援計画といっ
ても本当に職員の独りよがりな自立支援計画で
した。自立支援計画を見ると、子どもの意向が
しっかり反映されたものになっているかとか、こ
れは職員の見方が反映されてるのかとかよくわ
かります。それを個別対応とかファミリーソー
シャルワーカーとかいろいろな人たちが入りな
がら、いままさに１期目を立てている途中なので
すが、立てる時期についても毎年見直しを行いな
がらやっていきます。

　�　「毎月の子どもの安全や困りごとの確認」。やは
り児童養護施設は暴力の連鎖というのはすぐ起
こってきます。性的な課題を持ったお子さん、暴
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力的な課題を持ったお子さんが入ってくるとす
ぐ影響は広がっていくので、しっかり安全や困り
ごとを確認していくというのを、建て替えしてか
ら18～19年ぐらいになりますが毎月やっていま
す。それから「子ども主体の生活」。子どもから
したら何が主体なのかというのを、子どもたちの
ニーズを拾いながら対応しています。ですから、
全体的な決まり事というよりは、子どものニーズ
を職員もその都度拾ってきて、これはどうしま
しょうという感じでやってます。

　�　それで、学期に１回はこども会議をして、施設
日課やルールを見直します。意外と子ども社会と
か情報化社会がものすごく進んでいて、児童養護
施設は子どもたちを外に出しているので顕著に
この影響を受けていくので、子ども社会の常識と
いうのを私たちが学ぶ機会にもなります。「これ
はおかしいじゃない？」とか「これ、ずれてな
い？」ということは結構、子どもに気づかされる
ことがあります。

　�　あるいは、日常的にミニケース会議というのを
毎日のように行います。すぐみんな集まって、子
どものこんな困りごとがあったんですよねと言
うと、それに対してのどうするというよりは、そ
の職員をどうサポートするかということと、その
子の行動をどう捉えるかという視点で、みんなも
う喧々諤々いろいろな話をします。

　�　そのときに大事にすることが、担当職員の声を
しっかり拾えるようにということです。担当に
よってはなかなか発信できない職員さんもおら

れるので、そういう文化にない職員さんをどうそ
の文化に巻き込んでいくかということをここで
やっていくのですが、子育て観を揃えたりとか、
１人ではないという安心感を得るということが
非常に大きいと思います。気づいたらこの職員さ
んばっかり相談に来ていたとか、職員さんによっ
てはなかなか相談できないとか、自分の中に相談
する習慣がないとかそういう職員さんも中には
おられるので、そんなことを文化とか習慣として
根づかせていくみたいなことが毎日行われてい
ます。

　�　あとは、「子どもに視点を置いた日常の繰り返
し」ということで、繰り返し行っていくことで知
らない間にルーティンになって力となっていく
ものなので、これはやはり研修ではなかなか得ら
れないことかなと思います。これが子ども課題な
のか職員課題なのかということを整理するとい
うことは日常の中でもすごく大事で、結構混乱す
ることもあります。実はその反応は誰が起こした
のかということもあったり、子ども同士の関係性
であったりするので、そのトレーニングにもなっ
てるような感じです。

　�　多分、SVする人というのが各施設いらっしゃ
ると思いますが、やはりSVする人の感覚という
のはすごく大事で、どんな質問をその方に投げか
けるか、どんな答えをその人から導き出すかとい
うこともすごく大事な視点です。相手の認知とか
思考方法とかタイプとか、その人自身が気づける
ような導き方をやらないとなかなか力にはなっ
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ていかないです。教えるとか指導するとかレク
チャーするだけではなかなか難しいので、その辺
を運営会議とかそういうところでもみんなで視
点を揃えていきながら、この職員さんがすごく気
になりますみたいなことも少し出しながら、みん
なで知恵を出し合っています。SV側の操作性が
強過ぎると無意味なケース会議になるので、ここ
は本当に気をつけないといけません。ケース会議
やってますと言っても、実は中身のないケース会
議というのは、ありがちな話だと思います。

　�　メンターと言われる人は、うちは３年目とか２
年目が１年目を教えるみたいなことです。いま逐
語録を毎日、今日の気づきみたいなノートがあっ
て事務所に立てかけてあるのですが、それを見る
と、そこにメンターの人がどう答えを、その逐語
録に対してどう反応したかということがありま
す。その新人さんはそういう反応によって育って
いきますから、いろいろな人の目に触れるように
して、若いうちにそこを修正できるようにしてい
ます。私のように歳をとっていくとなかなか修正
力も難しくなるので、それを今すごく大事にして
るところです。後ほど書いたものは少しご紹介し
ますけど、そこの根底には互いを尊重した温かな
関係性がないと本当にこれは難しいです。書きっ
ぷりとか返しっぷりはすごく大事なので、時々空
欄があると私が持ってきて、「すごいですね」と
か「勉強になります」とか、そんな感じでちょっ
と書いたりすることもあります。

　�　さっきから先生方はなにげに語られています
けど、やはり子育てはプロセス思考、その過程を
大事にすることだと思うのです。どうしても結果
を求めがちだし、自分が楽になりたい、私もそう
いう若いときをたくさん過ごしてきたので痛い
ほど理解できるのですが、早く結果を出して楽に
なりたいという思いが出てきたりとかするので、
やはり過程を大事にする職員の人材育成だった
り内省力、それは私たち施設長とか主任とかリー
ダーが自ら自分を振り返るということをまず
オープンにして、しっかり若い人たちがオープン
にできるような組織をつくっていくということ

を大事にしてます。
　�　あとは、自分の強みとか弱みにどうやって気づ

いていくのかというのを考えます。今日の午前中
の講義がちらっと耳に入って、メタ認知の話とか
がありましたけれど、自己覚知はすごく大事な私
たちの仕事というか、メタ認知をやれてないと本
当に間違ったことになるので、措置施設だし、し
かもちょっと経験年数が上がると若い人は言え
なくなるしということは現場ではすぐ起こりが
ちなので、そこはすごく大事だなと思うのです。
先ほど言ったように、ケース会議は、そのケース
を深めていくと何をどうやったらうまくいくの
かというところまで、みんなで協議できるような
ことが一番いいと思います。

　�　それから、「担当者の認知とか思考方法とかタ
イプをその人自身が気づけるように」ですが、不
適切までは行かなかったけど、これはもうちょっ
と頑張らないとというような職員がいたりする
と、１年ぐらいかけて個別対応を、その人とメタ
認知作業みたいなことをしっかりやって、その後
ちょっと同じ法人の施設に出て、またその施設長
さんに一回頼んで帰ってくるというようなこと
も実際やっていたりします。そういうことを本当
は施設間でできるように。給与保障もできるとい
いと思います。そこに子どもといる職員が、謙虚
に自分の関わりを振り返って修正して初めて力
になるのではないかと思います。

　�　「日々の学びと気づき。メンター・メンティー・ア
ソシエート」ということは、主任とかリーダーはこの
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写真で座っている人で、新人がいて、２年目が進行
しています。１か月どんなことあったとか、こんな
こと不安だったとかいうことを、気づきノートを
もとにみんなでシェアして、「よく頑張ったね」

「よくここまでやれたよね」「そういうところは私
たち先輩は忘れてたよね」とか、主にそんな作業
なのですが、そういうことをやっています。

　�　あとは振り返りです。もう簡単なことです。「ふ
だんの会話を大切にこれからも話す機会を意識
していこうと思った」と１年目が最後に書いてい
たりすると、「Ｙちゃんに対して意識して個別の
時間、関わりを作ってくれてありがとうございま
す」と先輩職員が返します。やはり感謝し合うと
か認め合うとか、そんなことを日常的に職員がど
れだけやってるのかといったら、忙しさにかまけ
てなかなかできないのです。気づいたときは誰か
が病気になってるとか、誰かがバーンアウトして
るとかいうことはよくある話です。

　�　「日ごろの会話がすごい大事なんです」とか、
「今あなたのやってる、小さく見えることだけど
それは大事なんです」ということです。私も最近、

「揺らぎこそが大事だから答えなんか求めなくて
いいですよ」とノートに書きました。私も何十年
やったって揺らぎはあるんだからと。「私にも答
えはない。これが子どもの世界」ということを書
きました。「ほかの職員の声かけとか言葉がけな
どを参考にしたい」と１年目が最後に書いてたり
すると、「そういうことって難しいけど応援でき
るような声かけとか経験を子どもには用意して
あげたいですね」という、本当に温かなスーパー
バイズとか目線でどれだけできるかというのは
本当に大事だなと思って紹介しました。

　�　あとは、やっぱりプライベートパーツですね。
相手のプライベートをどれだけ守れるか。それ
は、子どもだからじゃなくて大人もあります。だ
からみそ

4 4

は大人と子どもがともにやるロールプ
レイなのです。大人にも触られたくない、入って
きてほしくない空間が子どもにあるということ
を、担当者が自覚するということを年度初めに毎
年やってます。それでもいろんなことが起こりま

す。全く起きてないわけではありません。うちも
山のようにいろいろなことは起きています。

　�　「家庭的養護推進計画に向けての職員育成の考
え方」ということは、小規模か地域かは皆さんご
周知されてると思いますが、一番大事なことは子
どもの人権について本質的な理解があるのか、こ
れは本当に大事なことです。ですから、コンプラ
イアンスを一番前のほうのスライドに載せまし
たが、そこはしっかり頭に入れた上でどうやって
いくかということや、SOSが出せる職員なのか、
出せない職員もいるし、出してくださいと言って
も出し方がわからない、子どもの養育と一緒でど
うやって出したらいいかわからない職員もいま
す。そこの中でルール化されてる施設のルーティ
ンがあると出せるという人もいたりするので、幾
つものものを用意しないとなかなか難しいなと
感じています。これという答えがないのです。
SOSを出すときはどのような場面なのかとか、自
己修正力があるのかとか、その職員の柔軟性とか
伸びしろです。あとは、子どもに向ける姿勢は温
かであるかです。これは私がいつも言ってること
ですけれども大事なことだと思います。

　�　「SVの立場にある職員は常に子どもの気持ちと
か子どもの現状の繰り返しの確認」については、
今日参加されてる方は多分SVの立場だと思いま
すから、子どもの人権目線の植え付けを日常の中
でどう織りなしていくかとか展開していくかと
か、あるいは職員がどこかでひっかかりを覚えて
いるのを認識することです。この職員はどこで
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ひっかかるのかなとか。それこそちょっと不適切
一歩手前なことが男性職員で起きたときに、職員
会議でその職員が私のトリガーはここでした、そ
こであることに気がつきましたと言ったとき、私
はもう本当に心からその職員に感謝しました。そ
ういうことを言ってくれる職員が育っていると
いうことにすごく感謝したし、勇気あることだっ
たと思うのですが、そういう失敗をしっかりみん
なの前で言えるとか共有できるという文化がで
きると、やはり事故も減っていくのではないかと
思っています。

　�　最後に、職員が体験するようなことがなかなか
コロナ禍でなかったので、１～２年目職員中心
に、子どもに応じた笑顔を引き出す体感をすると
いうか、母の家「子祭り」ということを行いまし
た。私はいなかったのですが、若手職員が前の晩
にすごく盛り上がったらしくて、この子どもとこ
の距離感だとストラックアウトは入るけど、この
子には難しいからもっと線を何パターンか作っ
たらどうとか、やはり子ども目線に立ってみんな
が話し合いをしたらしいのです。やってみて遊び
方を工夫したらしいというのを聞いて、ああ、大
事なことだと思いました。

　�　昨年度はビフォー・アフター・コンテストと
いうことを行いました。自分たちの空間をちょっ
とだけ予算化して、あんまり大きいお金ではあり
ませんでしたが、ビフォーとアフターとどんな居
場所を作りたいとか空間を作りたいということ
をやってみました。

　�　誰のための人材育成なのかというのは、やはり
常に子どもが主体で、よりよい子どもの育ちのた
めの人材育成ということを頭に入れておかない
といけないなと、私自身いつも思ってるところで
す。行く行くは子どもが主体的に生きる力を身に
つけられること。悩んだときに相談するもそうだ
し、ちょっとハードルを上げて自分で考えたり生
きてく力もつけてほしいと思います。このスライ
ドは園長室で幼稚園へ行く前にテレビ見たりリ
ラックスして行くところです。ここに絵本を
ばーっと置いていますが、この子たちは行く前に
自分たちで絵本を出してきて、ここではこの子が
読み聞かせしてたりとかしています。大人も子ど
もも混じってミュージック・ケアをやってるの
で、私もミュージック・ケアは時々参加するので
すが、音楽療法で遊んでるような写真です。だか
ら、まずはいま現場にいる皆さん、私たちが笑顔
で生活できているかということは、本当にすごく
大事なことだと思います。私からは以上です。
早川　花田先生、ありがとうございました。いろい

ろなことを連想しながら聞いていましたが、先生
や職員さんがいろいろなところで「ありがとうご
ざいます」と率先して感謝を伝えていることが印
象的でした。私も振り返って、「そういえば、自
分も『○○さん、ありがとうございます』と話す
癖がついてるな」と思ったんですが、自然と「あ
りがとう」って思うんですよね。「大変だったよ
ね」「お疲れ様でした」と。たぶんこういう言葉は、
取り繕っていたら自然に出ないですよね。でも、
心から思っているから自然に出てくる。花田先生
は、感謝の言葉はどんな感じで伝えられているん
ですか？
花田　感謝してるので自然に出てるというのはあ

ると思うんですけど、やっぱり温かな言葉も伝染
するし、とげとげ言葉も伝染するので。多分、私
が施設の中でも一番挨拶が大きいし。でもこの元
気さが少し煩わしい子どももいたりするので、本
当に難しいなと思うんですよね。なので私は最近
女優業も少しやってて、時には静かにしたり声の
トーンを落としたり、そういうことも身につけら
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れるようにはなりましたけど。やっぱり雰囲気は
大人がつくっていくものだと思うので、それを職
員みんなでつくれたらいいなということは
ちょっと心がけてます。
早川　７枚目のスライドに、「成長を喜び合える」
「認め合い、支え合える」「SOSが出し合える」と、
「合う」という言葉が４回出てきているんです。
相互性と言うか、「お互い」ということをすごく
意識しているんだなと思いました。

　�　シンポジウムも終盤になってきたので、司会と
しては「全体のまとめ」をしなければと思うので
すが、前半に少し出てきたのは「文化」というこ
とですね。「感謝」や「相互性」は、たぶん「母
の家の文化」だと思います。他にも、小川先生の
ももの木学園も、橘川先生の伊豆長岡学園も、私
の嵐山学園にも、それぞれ「文化」があって、ど
の文化もいいなと思うんですが、一方で「雰囲気
のようなものは、油断するとすぐ失われる」とい
う話もありました。こういった、「文化」のよう
なものがどうやって生まれ、継承していくのか―
―ということを連想しました。今日のテーマから
言えば、「最終的に、施設の中で『聴き合う文化』
がどうやって生まれ、継承されていくのか」とい
うことが大事だと思うんです。

　�　小川先生のももの木学園は、「つばさ園からの
文化」があったと思うのですが、何かご意見があ
りますか？
小川　つばさ園のやり方を学んだわけですけれど

も、つばさ園側にしてみればそこに至るまでの20
～30年間の経過のなかで試行錯誤がされて、たく
さんの失敗をとおして仕組みが徐々にできてき
ています。今日は多分どこの施設もそうだと思う
んですが、子どもを管理的に育てるというより
は、子どもが持っている力を信じて主体的に生き
られるようにということを大事にされてると思
います。そういう理念的な根幹の部分というのは
揺るがないにしても、どんな仕組みがよりそれに
フィットしていくかということは、そのときのメ
ンバーがつくり上げていくのではないかという
気がしています。

　�　石坂先生が『つばさ方式』と名づけた瞬間に、
つばさ方式が形になってしまって、それどおりに
しなくちゃいけないということがもしも起きて
いたとしたら、それはつまらないことではないか
なと思うのです。そのときにいるメンバーが、子
どもにとってよい環境ってどうだろうか、今の時
代にフィットし子どものニーズに応じられる環
境ってどうだろうかと常に考え続けるような文
化だったらいいなということを私は思いました。

　�　花田先生のお話をお聞きしていて、花田先生は
お元気でおおらかで前面にも出られるけれども、
ものすごく引いて全体を見ていて、生活の隅々に
いろんな仕掛けをつくっておられます。子どもが
発言できたり、職員同士の交流に「合う」がいっ
ぱいあるようになさっているし、「すり合わせる」
という言葉も多く使われるなと思って聞いてい
ました。そういう雰囲気がとても素敵だなと思い
ました。
橘川　私も今の花田先生のお話で、職員会議で失敗

をみんなの前で言える文化というお言葉があっ
て、１人の職員の方がトリガーを発表できたって
すごいなと思うんですよね。先ほど私も『組織事
故』という本の引用をしましたけど、やっぱり報
告する文化の中には、自分にとっては不利益な情
報を発信できるということが組織の健全性とか
活性化になるので。そこを責められたり悪く思わ
れるのは嫌だから出したくないというのが自然
だとは思うのですが、文化をつくるときにそうい
う自分に対して不名誉になるかもしれないよう
な情報が出せる雰囲気というのが、Google社では
心理的安全性と言っていますけども、そこは本当
に大事かなと。そこが職員間でできることによっ
て、子どもたちのほうもできていくと思うので。

　�　うちの施設は第三者評価のほうで、私は結構熱
く語ってしまうタイプなものですから、職員アン
ケートで「園長が考えていることはわかっている
けど、それを自分たちの頭で最高責任者の立場で
どうして大事なのかというのをつくる会議に
なっていませんよ」という厳しい指摘があって、
職員会議が報告する会議になってしまうから
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もっと議論したほうがいいというふうになって。
それで先月からGoogleのファシリテーションの
研修に行った主任がそれを学んできてやったら、
やっぱり最高責任者だったらどうするというこ
とで発言すると、私が個人で考えたのでも違う考
え方として、でもやっぱり園長の考えていること
は大事だということがわかるような、みんなが施
設の主体者として物事を何が大事なのかという
のを語り合う会議を始めたばっかりなのですけ
ども。それは園長の旗を振る以外にみんなが旗を
振るというふうにできたらいいのかなというふ
うには思っていますが、なかなか自分の失敗をみ
んなの前で発表するなんていうのができるとこ
ろまで構築しているというところは、本当にすば
らしいなと感じさせていただきました。
早川　「聴き合う文化」は難しいですね。花田先生

のやり方は「発信しながら受け止めて見ている」
というか、「発信しつつ待つ」という感じでしょ
うか。橘川先生は「＜発信しつつ待つ＞難しさ」
をおっしゃっていますね。「どうしても伝えたい
ことがある」とつい伝えちゃいますが、施設長が
そうすると部下たちは一歩引いて発信を止めて
しまう。＜聴く＞ことの難しさと言うか、「聴き
合うって難しいよな」と思いました。

　�　ちょうど今話していることに絡んで質問が来
ていますが、「メンターのコメントの中にある『あ
りがとうございます』は書いてもらった本人の意
欲づけになり、伝染するものとしてとてもよいと
思いました。いま先生がお話しされたとおりです
けど。これは午前中のご講義だと思いますけど、
臨床面接に近いものがあるかなと感じました。コ
メントを書く際に客観的な内容と主観的な内容
のバランスはどれくらいで構成されていますで
しょうか」。これは花田先生への質問だと思いま
すが、＜客観と主観のバランス＞はどうされてい
ますか？
花田　職員のコメントも私は興味深く見るんです

けど、そこにかなり主観が入り過ぎていたりと
か、それも含めての、あとは私の運営上のそこを
どう育てていくかという課題かなと思っている

ので、人育ては、答えを先に「こういうふうに書
いてください」とかじゃないんじゃないかなと
思っていて。やっぱり、その人自身が納得して理
解して進んでいかないと力にならないので。だか
ら心の中では思いますよ。あら、こんなコメント
書いてるとかちょっと思ったりするときもある
んですけど、それはどこかの違う人のコメントで
カバーすればいいことだからと思うので。じゃあ
その人にどんな力をつけてほしいのかとか、そう
いうのを私の気づきとして。

　�　私は自分の気づきとしてオープンにすること
を大事にしてるんですね。誰も傷つかない方法を
とって。だって、何せみんな100％頑張ってる。
手を抜いてる人なんか誰ひとりいない。そこで傷
つける必要はないので。やっぱり自尊心というの
も経験年数によってはありますし、そこをどうい
うふうに。さっき自分が少し請け負うみたいな話
をしましたけど、そこの部分とちょっと似てるよ
うな発想ではあるんですけど、そういうふうに
思っています。
早川　「ありがとう」もそうですが、相手に対する

思いや心からの感謝があるから、素直に自分の気
持ちを書けば伝わる――ということだと思いまし
た。「客観性がないから伝わらない」ということ
ではなくて、職員への思いやりや、相手によくなっ
てほしいという思いがあるから、「ここはこうじゃ
ないかな」と感じたことをそのまま素直に書けば
伝わっていく――という感じでしょうか？
花田　それと、もう一つは経験年数によって伝え方

は変わると思います。これはあくまでも１年目な
ので、「ありがとう」とか「ここよかったよ」で
十分だと思うんです。緊張感の中で今この仕事を
している中で。だからそこは経験年数によっての
研修の組み方とか、子どもの虹の研修もたくさん
いい研修はありますからね。発信していただいて
るのとか。本当にそういうものも利用しながら、
やっぱりその人に合った、あるいはそのポジショ
ンに合った、役割に合った研修をどう提供してい
くかということだと思います。
早川　「経験年数とかキャリアによって伝え方を変
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える」は、相手を１対１で見ていれば自然と意識
しますね。

　�　参加者から感想が来ました。「『職員同士で感謝
の気持ちを持つ』という当たり前なことが難しく、

『経験年数が長くなればなるほど、できて当たり
前』『なぜできないのか』の気持ちのほうがどう
しても強くなってしまいがちです。そうではなく、
互いに意見を尊重し合い交換し合うことが子ども
の支援にとってもいかに大事かを改めて感じまし
た、ありがとうございました。」という感想です。

　�　確かに、「なぜできないのか」という歯がゆさ
や悔しさのような気持ちは、経験年数が長くなる
とどうしても持ちがちですね。そうやって自分を
責めてしまいがちだからこそ、＜聴き合う＞こと
や感謝が大切になってくると思います。

　�　先ほど「文化のようなものは、実際に他の施設
に行って体験しないとわからない」という話にな
りましたが、＜聴き合う＞文化も座学では学べな
い気がします。私も、ももの木学園に直接行って
わかったことがたくさんありました。花田先生の
母の家の＜聴き合う文化＞をわかるためには、母
の家に実際に行って体験しないとわからないの
では――と思ったのですが、どうでしょう？ 
小川　そういえば、関東の児童心理治療施設からこ

れまでにお２人、２泊３日で来てくださいまし
た。それで、うちの会議にも入ってもらったり現
場にも入ってもらったり主任としゃべっても
らったりして、おもしろがっていただけたのでは
ないかと思います。で、施設によって随分違うみ
たいですね。なので、そういう職員交流は楽しい
かもしれません。
花田　うちの文化にも正しくない文化があるかも

しれないし、そこにいるとわからないことがたく
さんあるので、今からもうちょっと施設交流を
しっかりしながら。うちにも２泊３日とかで他県
から泊まらせてくださいといって来られたこと
はあるし、うちもぜひそちらがよろしければみた
いな。だからそういうことをもうちょっと積極的
に児童心理治療施設と。私も先生のところにお邪
魔したいと今日お話を聞きながら思いましたし、

もっと種別を超えて、児童養護施設にも本当に多
様なお子さんたちも来られてると思うので。皆さ
んうなずいてらっしゃいますけど。

　�　私は正直、本当に児童養護施設しか知らない。
途中、児童発達支援センターが開設されると１年
だけ園長で行って、そこでさっきの契約と措置、
契約施設の厳しさ、毎日、親元に戻すときの厳し
さとか、いろいろなことを学びました。ですから、
やはり職員にもいろいろなところを経験しても
らいたいと思うし、そこもきちんと給与保障、待
遇保障をしながら法人同士で話し合ってやれる
といいですね。
早川　そうですよね。学びには「個人の学び」だけ

でなく「施設としての学び」の面もあるので、「他
の施設に行って、得難い体験を持ち帰って、学び
合っていく」は、施設のためにももっと活性化し
ていきたいですね。さっきの「感謝」みたいに文
化的なものは、実際に現場に行って本当の生なや
りとりを体験しないと身につかないと思います。
私は、ももの木学園に行った時に「徹底的に話し
合う文化って、こんな感じなんだ」と思ったのと
同時に、「ここまで腹をくくれれば、全て話し合
いで解決するって可能なんだ」と勇気づけられま
した。やっぱり、文化は体験しないとわからない
し、体験すると勇気づけられます。だから本当に
交換研修っていいなと思ったんですが…。

　�　残り時間も少なくなりましたが、＜文化の継
承＞に関して、先生方に「施設の小規模化が進む
中での＜文化の継承＞の難しさ」について、うか
がいたいと思いました。
小川　私もお聞きしたいです。養育観のすり合わせ

のこともおっしゃっていたし。
橘川　そこは今までもずっと悩んでいるところで

す。うちは家族会議というのを各ユニットホーム
でやっていて、毎月最低１回はユニットの子ども
たち全員と職員が集まって何でも話し合える会
議はやっているのですが。その家族会議の理想が
あるのですけども、そこもやっぱりリーダーに
よって若干開きができちゃうので、今は主任も全
部入るようにしています。目指したい文化という
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のは、一番立場の弱い子がしっかりと発言できて
安心して生活できる、ほっとする感覚をつくると
いうのがその会議の目的なものですから、やっぱ
り小規模化で職員によっての個性と自己流が蔓
延してしまえば、それは小規模化のマイナス点に
なってしまうので。やっぱり文化とか価値観です
よね。ビジョンとか理念とかあると思うのです
が、そこは最低ラインのところで持っていかない
と小規模化とか地域分散化は怖いものになって
しまうので、そういう質の保証というところは一
番課題点かなとは思います。
早川　橘川先生がおっしゃったのは、「弱者を守る

ために、最低ラインの明文化されたビジョンや理
念を示すこと」と、「主任級の方が全ての会議に
入ることで文化を保つこと」でしょうか。花田先
生、いかがですか。
花田　家族観とか家族の概念が、一般社会が変わっ

てきているというのを感じています。だから家族
とはと語っても、子どもたちは普通の家族は夜外
出できるし違うよと答えるわけですよね。なの
で、やっぱり家族とか家庭と言うとちょっと難し
い。ただ、子どもの養育にとって大切な環境とか
生活とか、そこはずれちゃいけない。今日、小川
先生と話してて、へえー、児童心理治療施設だけ
ど児童心理治療施設とは思えない養育観とか。先
生もおっしゃいましたよね、最初に。あ、こちら
に近いと思うとおっしゃったと思うんですけど。
子どもの養育に必要な本質的なものは、小規模化
になると掃除が苦手とかお料理がインスタント
ばっかり出しちゃうとか。インスタントでもたま
にはいいですけど、本当に家族観が違うので、ま
ずそこを本体施設がしっかり概念として持って
おかないといけないと思います。職員採用、人材
確保が難しい中で小規模化は大変だなと。なの
で、福岡県からは三つまでしてくださいと言われ
てるけど、いま私たちは二つ出してるけど、今の
ところそれ以上しませんと抵抗しているところ
で自信がないです。
早川　ありがとうございます。残りの時間は、参加

者からの質問に答えることにしたいと思います。

　�　まずは、「SV（スーパーバイズ）について」で
す。「自分の知識ではSVの立ち位置がいまいち理
解できていません。いつもSVの方の助言が正解
のように捉えられてしまって、それ以上の議論に
発展する経験がないのですけど」というご質問で
す。これは、「SVとはどういう目的で行うことな
のか」といったそもそも論の話だと思います。ど
なたかコメントしていただけませんか？
花田　その施設によってSVの方をどのような立ち

位置にしてるかということを、まず施設長含めみ
んなでそこを共有しておかないといけないかな
と思います。そうしないと、それは専門職も同じ
だと思うんです。個別対応、ファミリーソーシャ
ルワーカー、自立支援コーディネーター。本当に
１人しかいない職種の中で働きづらいところも
あるのでそれが一つと、SVという捉え方が、何
か答えを出す、さっきから皆さん共通の話ですよ
ね、職員の気づきを促すこと。実はこっちは長年
やってきてると、こうしたら早いのにとか、これ
答えなんですよ。でもそれでは人が育たないとい
う。だから育てるためのSVと、段階というか、
いま子どもの行動を少し落ちつかせてあげない
とこの子自身が苦しいというときのSVのあり方
と、シチュエーションというか場面によって全然
違うので、それはちょっと何とは答えづらいんで
すけど。先生、どうですか。
早川　SVの定義は＜いま取り組んでいることにつ

いて、より上位の経験と知識を持っている方に相
談する＞という意味なので、先ほどの「橘川先生
が増沢先生に相談する」みたいな感じが一般的な
SVですね。一方で花田先生のお話にある「育て
るためのSV」は、今日ずっと話してきた「＜聴
き合う文化＞の中で人の育ち方」だと思います。
＜聴き合う文化＞の中だと、その文化に精通して
いる人がいて、「この文化はこうなんだよ」と感
覚的なことを口伝で伝えていきます。先ほど橘川
先生がおっしゃっていた「主任級の方が全ての会
議に入る」というやり方は、施設が小規模化する
中で、文化を継承する人の育て方なのかな――と
も思いました。
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　�　一方で、同じく話題になった「交換研修」は、「他
施設に行って、自施設とは異なる文化を体験する
ことで、自施設の文化を他者視点で捉えたり、新
たなチャレンジへの勇気をもらえたりする」の
で、SVに近い機能が期待できるのかなと思いま
した。

　�　続いて、嵐山の性教育についての質問をいただ
きました。嵐山学園の「ライフプロジェクト」は、

「何か起きた時にやる」のではなく、「全体に対し
てあらかじめ行うもの」です。花田先生の母の家
でも行われていたと思うんですが、「入所児童と
職員の共通認識」として、「あなたが大切にされ
るのは当然のことだよ」とか「プライベートゾー
ンを見せないのは当たり前だよ」といったことを
教えています。ですので、今日の話で言えば「文
化の教育」とも言えるかもしれません。

　�　次の質問は、「児童は意見箱に意見を入れるの
でしょうか」というものです。うちも意見箱はあ
りますが、私がよく言うのは「意見箱に入れな
きゃ意見を伝えられない関係性は、あまりよいと
は思えない」ということです。本当は、意見箱に
意見を入れずに、直接職員に文句を言えばいいわ
けで、それができない関係性は上手く行っていな
いと思います。嵐山学園にも意見箱に意見を入れ
る子はいますが、職員との関係が上手く行ってい
ない時に書いてますね。意見の紙は、記名があれ
ば副施設長が直接本人と話していて、匿名の意見
は子どもたち全体に返事をしています。

　�　最後に「メンター」についての質問で、「新人
に対するメンターはどういう職員がやっている
のか？」というものです。
花田　１年目のメンターは２年目職員です。そして

２年目の気づきをもとに、また２年目をさらに上
のリーダーたちが見ていくという形です。結局、
今年の取り組みなので。毎年更新して、その年に
うちで欠けてることを上書きしていくので。
早川　花田先生がおっしゃった「毎年更新して上書

きしていく」ということは、小川先生が最初に
おっしゃっていた＜常に葛藤を抱え続けるこ
と＞と共通すると思いました。「理想的なメン

ター制度」や「理想的なSV制度」は残念ながら
ないので、現場の子どもたちや職員さんを見なが
ら、常に考え続けていくしかないんですよね。考
え続けるのは大変だから、私たちはどうしても答
えを求めたくなりますが、答えはその瞬間に過去
になってしまいます。

　�　＜施設の文化＞というのは固まったものでは
なくて、例えば最近だと情報機器の進歩に影響を
受けますし、社会と共に変わっていくでしょう。
だから私たちは、常に考え続け、葛藤を抱え続け
るしかない。「悩み続けることに喜びを感じる」
――とある子どもに話したら、「おまえ、マゾだ
な～」と言われてしまいましたが（笑）、マゾと
いうわけではなくて、「激しく変わっていく社会
の中で、子どもたちが一生懸命成長していくこと
につき合う=ケアをする楽しさ」ということだと、
私は思っています。

　�　司会の不手際でもう時間になってしまいまし
た。だいたいの質問にはお答えできたと思います
が、すごくうれしい感想も寄せていただき、あり
がとうございました。非常に濃い内容だったので、
皆さんも余韻があるかもしれません。お疲れかと
思いますが、今日＜聴いた＞様々なことを、それ
ぞれの現場で生かしていただけたらうれしいで
す。私も、これからも様々な形で児童福祉と子ど
もたちのために頑張っていけたらと思います。

　�　今日はお疲れさまでした。
（終了）
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子どもの虹情報研修センター  2023年度研究「児童福祉分野における死亡事例等の重大事案防止に関
する文献研究」において、山口先生にご講演いただいた内容を当センター研究部でまとめたものです。

組織のメンバー皆で的確に判断し、迅速に行動するには
　—社会心理学的視点で考えてみる—

山　口  裕　幸
（京都橘大学／2023年当時九州大学）

集団における判断や行動のよりよいあり方については、組織行動論の観点からの知見も大いに役立つと考え
られる。キーワードとなるのは、組織コミュニケーションと心理的安全性である。ここでは、山口裕幸教授（京
都橘大学／2023年当時九州大学）の講演録を紹介する。

１　組織で働くことが個人にもたらすメリットとデメリット
人が組織で働く理由は、「そこにメリットがあるから」である。それは何であろうか。人が組織で働くメリッ

トは、
① 個人で働くよりも皆で協力することで一層大きな成果をあげることができる
② 役割を分担することで効率的に仕事を遂行できる
③ 組織・集団の一員としての自己概念を得る
④ 所属する集団を持つことで孤独感や孤立する不安から解放される
⑤ 責任感や団結心等の情緒的連帯感を醸成し心理的満足感を得る

の５つに整理することができる。
一方、組織で働くことにはデメリットもある。このデメリットが実際の組織的な問題、不祥事といったもの

に結びつく。デメリットとしては、
① 個人のベストパフォーマンスが発揮されにくい
② 役割を分担することで自己の責任を果たすことに過大な関心が集中する
③ 組織全体の利益のために個人の権利を我慢する
④ 権力者の意向を忖度し自己の主張を控える

等が挙げられる。

④について少し詳しく述べてみる。組織では職階によって必ず権限の強弱が生まれるため、権力者の意向を
忖度して自己の主張を控えるということが起こりうる。例えば、大多数のメンバーが、上司からの指示内容に
対して、個人的には問題があると感じながら、他方で、自分以外のメンバーは違和感なく受け入れているのだ
ろうと勝手に推測（忖度）して、自身の意見の表明を控えてしまうことがある。そうなると、その上司の指示
は内容に問題ありと多くのメンバーが感じているのにもかかわらず、その問題を感じているメンバー達自身に
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よって指示が実践されていく皮肉な状態に陥る。社会心理学ではこの現象を「多元的無知」と呼ぶ。多元的無
知は、個人レベルでは問題視される行動が集団レベルでは維持され、継承されていく事態を招く。直近の事例
でいうと、ある大手芸能事務所の経営者の長期にわたる犯罪行為が、彼の権力への忖度によって指摘されず、
継続されてきたことがあげられる。個人的な意見を尋ねれば問題だと答えるものの、それは口にすべきでない
と忖度することは、どの組織でも起こりうることである。

組織で働くことのデメリットは、組織とその成員たちをエラーやミスに誘導する原因となり得る。すでに挙
げたもの以外にもそのような心理現象はいくつかあり、そのうちの一つが、「集団の極性化」である。これは、
集団で話し合いをした際に極端な結論に結び付くことを指す。また「グループシンク（集団浅慮）」は、社会
的な地位のある人たちや専門家が集まって話し合うと、互いの意見を尊重し支持しあうあまり、メンバーが共
有する態度や価値観にそった方向にエスカレートした議論になってしまい、一般の人々からみると理解しがた
いような、極端に偏った結論を導いてしまう現象を指し、これもエラーやミスにつながる。さらに、「心理的
拘泥現象」とは、一度始めると、やめたほうがいいと頭ではわかっていても継続してしまう状態を指す。他に
も、組織におけるコミュニケーションが阻害される現象として、「隠されたプロフィール現象」「アンカリング」

「時間経過に伴う硬直化現象」「サイロ化現象」「茹でガエル現象」といったものがあげられる。
このほかにも「チームエラー」「分業に伴うエラー・ミス」「コミュニケーション・エラー」等があり、チー

ムで行っているからこそ起こるエラー、分業に伴うエラーやミスといったものはどうしても避けられない。こ
れについては３でより詳しく説明する。

これらの現象に目を向け、組織内において的確に迅速に行動しようとしても、どうしてもそれを阻害する要
因が多くあるということを認識して頂きたい。

２　様々な組織的問題・事故・不祥事にはどんなものがあるか
本節では、前節で説明した種々の現象を、実際に起きた事件・事故・不祥事にそって解説したい。（＊講演

内では実際に生じた事件事故等が言及された。）
組織的問題が生じるときその背景には課題が山積みであり、解決は簡単なことではない。組織は基本的に個

人が協力することで、５人の力が７人分に、10人の力が15人分になることを期待するわけだが、そのようなこ
ともほぼ起こり得ない。まれに例えばスポーツ界で、それほど物理的環境が充実しない学校、部員数も決して
十分ではないようなチームが大活躍することがある。これはまさに、メンバーの力が協力を通じてそれ以上に
なったと言うことができる。実際にそのようなことが起きることもあると認められる一方で、これはきわめて
珍しく最初から期待するべきものではない。集団になれば、そこにはネガティブな力動が働くことは多い。次
節から、それらについて説明をする。

３　組織とその成員たちをエラーやミスに誘導する集団心理
エラーやミスにつながる集団心理として、「社会的手抜き」現象、責任性分散仮説、フリーライディングの

３点を挙げて説明する。
「社会的手抜き」現象とは、仲間がいるのでついホッとして気がゆるみ、全力を尽くすことを怠ってしまう

ことを指す。「社会手抜き」現象は援助行動について研究する過程で見出されている。援助が必要な人がいる
状況に多くの人が遭遇すると、誰か他の人が行くだろうと考えてしまい、援助できる人が多ければ多いほど実
際に援助行動をとる人は少なくなる、という現象につながることがある。

これは、責任性分散仮説という言葉でも説明される。自分一人しか援助行動をとることができないとなれば
その行動は容易に実行され、むしろその状況で援助行動をとらないことは難しい。しかしその場に人が多くい
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るほど、他の誰かがやってくれるのではないか、という期待が生じる。また、この他にも、周囲の他者が努力
していることにより組織全体としては課題を達成できるだろうと考えて自分は意図的に手を抜くことを、社会
心理学ではフリーライディングと呼ぶ。これらの心理的な現象は集団においては潜在的に働くことを認識し、
だからこそ役割を決めるといった工夫を行う必要がある。

次に、チームエラーという考え方について説明する。チームエラーには３つの段階があるとされる。第１段
階はエラーの発生に気づかない状態、検出の失敗である。第２段階は指摘の失敗とよばれ、これがチームエラー
の重要な要因である。エラーの検出に成功した場合、それを指摘することが必要になるものの、なかなか実行
されないということが、日本でも看護師を対象にした調査研究で明らかとなっている。指摘をするかしないか
は時と場合による、と考えている人が多い。自分よりも先輩、職位が上の人、あるいは専門領域が異なる人に
対しては指摘が実行されないことが多いとされる。看護師の例で言うならば、医師や薬剤師への指摘がなされ
にくい。理由としては、人間関係の悪化を懸念する、職務権限上の秩序を守ることが優先される、といったこ
とが挙げられている。指摘に成功したうえでの第３段階は、訂正の失敗である。エラーはチーム全体で回避し
ていく必要があるが、実際には望ましい行動よりも人間関係の悪化を恐れる気持ちや、職場の秩序に倣う気持
ちが優先され、訂正の失敗に至ることがある。

４　なぜこれらの問題・事故は様々な組織で繰り返し発生しなかなか解決されないのか
ではなぜ、これらの問題・事故は様々な組織で頻発し、解決が困難なのであろうか。まず、「個人」の心理

に注目して考えた場合、例えば「将来のことより現在のことで精いっぱいである」とか、「生活の糧を得るた
めに働かねばならない」、といった状態にあり、その仕事にどのような意味、意義があるのかということを考
えられなくなっていくことがある。これを「視野の狭隘化」と呼ぶ。また、責任を追及されないことに腐心し、
仕事はとにかく片付けていくものであると考えることや、リーダーシップとは「命令で部下を動かすこと」で
あると誤解する、といった「思考の硬直化」が生じうる。本来、命令的なリーダーシップは緊急時に適用すべ
きものであり、通常の業務においては部下が自分で考えて判断し、行動できるようにお膳立てするリーダーシッ
プが重要である。しかし、指示や命令で部下を動かすことがリーダーシップの要諦であると考えて行動するリー
ダーのもとではそれができなくなっていく。その結果、部下の方は指示がなければ判断できず、身動きがとれ
なくなる、という状態に陥ってしまう。これは現実の日本の組織状況に当てはまることが多い。

この状況下では、互いに遠慮し、忖度し、黙り込むことになり、認知バイアスやヒューリスティックに依存
した安易な状況判断がなされる。これが組織のコミュニケーションを脆弱なものにしていく。組織のコミュニ
ケーションは血流に例えられ、血流が滞れば身体の至る所で不具合が生じるのと同様に、組織のコミュニケー
ションが脆弱なものとなれば、組織における不具合が生じてくるのである。組織コミュニケーションという血
流が滞った状況において、上意下達に頼ってばかりいたのでは仕事は成功しない。それは例えれば、薬を用い
て何らかの不具合を対処しようとすることに近しいが、血流が改善されなければ、薬が切れた時にはまた同じ
ことが生じる。まずは血流を回復していくことが求められる。それはすなわち心理的安全性を高めていくこと
と表現できる。

個人の認知過程の特性に関して認知心理学の領域では多くの研究が行われており、これらをまとめたカーネ
マンとツベルスキーのモデルなどがある。本節では講演の内容を通して、より深い理解を試みる。

人間の情報処理においては大きく２つのプロセスが同時並行的に働く。一つは、システム１と呼ばれる自動
的な情報処理過程を指す。情報を入力すると瞬時に判断するシステムである。もう一つは、システム２と呼ば
れる統制的な情報処理である。こちらは、意識を集中して慎重に考えるシステムである。

我々の日常生活では、基本的には多くの場合が自動的な情報処理であり、多くの人が自動的な情報処理過程
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に身をゆだねているということになる。しかし、ここに身をゆだねている限りは、個人レベルでエラーやミス
を防ぐことは難しいと言わざるを得ない。なぜならば、この自動的な情報処理過程、すなわちシステム１は、我々
が危機に陥らないようにということを最優先として働くプロセスだからである。

例に挙げて説明すると、なぜ誰もが良くないと思っているにも関わらず、偏見はなくならないのだろうか。
例えば、偏見を代表する言葉として「よそ者を見たら泥棒と思え」という表現がある。これは見知らぬ人に出
会ったときに泥棒だと思っておけば、自分たちが危機に陥ることはないということを指す。原始の時代にさか
のぼって考えてみると、食料が乏しく、非常に苦しい状況下で貯めておいた食料を他の集落からきた人間に奪
われてしまうということが繰り返し経験されていたことに由来すると推測できる。長い年月をかけて経験して
きたことが、親から子へ、子から孫へというかたちで引き継がれているものなのだろう。このような状況にお
いて、我々の瞬時の状況判断は、自分の身を守るために働くのであって、必ずしも適切な判断をするものでは
ない。相当に危うい事柄もシステム１では自動処理して判断を行う。瞬時に働くため、回避しようと思っても
簡単には実行できないのだ。

人間の情報処理のプロセスにおいては、物事に取り組むときのフレーミング、つまり成功した場合の利益の
側面に注意を向けるか、失敗した場合の損失の側面に注意を向けるか、ということが問題になることもある。「サ
ンクコスト」と呼ばれるが、もう失敗だとわかっていても、ここまでこれほど投資したのだから、もう少し頑
張ればと考えてしまうことも多い。基本的には利益と損失の両方を考えるわけだが、どちらを大切にするのか、
ということである。ミスをなくす、損を出さないというフレーミングで話し合いをすると、交渉はほとんどが
決裂する。しかし、どうしたら利益が出せるのかという観点でお互いが話し合いをすると、満足できるもので
はないにせよ、何らかの利益を生み出す話し合いができる。

他によく起こりがちなのが「正常性バイアス」である。これは、明白に危機的状況が迫っているにもかかわ
らず、自分は大丈夫、そのようなことは起こらないと考えることを指す。災害時に「避難してください」と言
われても「自分は大丈夫」だと言って避難しない、災害が起こった時の備えをおろそかにしてしまうといった
現象の背後で働いているのが「正常性バイアス」にあたる。他にも、「確証バイアス」「後知恵バイアス」「真
理の錯誤効果」といった認知バイアスも見られる。

組織において繰り返し生じる問題に対して、個人に責任感を抱かせることで解決を図るというアプローチは
成功しないと言ってよい。個人は認知システムから逃れることはできず、この認知システムは例外的な状況下
において、個人が自分を守ろうとする力として働く。そこで重要となるのが、組織の経営管理者である。

問題の解決には、組織経営者、管理者、マネジメントの視点から考えるということが求められる。「組織経
営者・管理者」の心理に注目すると、従来の組織管理のあり方とは、規則と権力、統制で支配するものだった。
つまり、ルールを守るための権力構造で組織を動かしていくやり方だったわけだが、これに則って運営された
組織では、時間の経過が硬直化を招き、機能不全へと陥っていく。

組織心理学の歴史を振り返れば、学術的な観点からの研究は1900年代から始まる。しかし、長年にわたって
経験則を重視し、成功例を手本にして組織を動かしていくことが主だった。しかしこれでは、世間の変化に適
応していくことが求められる組織にとって困難が生じる。組織は環境の変化に適応できなければ、生き残るこ
とができない。日本に存在する組織全体をみても、変化は継続している。

このような時代においては、権力者たちが変化をつくりだすことができるというのが最も望ましいことであ
るが、現実には組織構成員の心理的リアクタンスと呼ばれる「自分のことは自分で決めたい」という自律性の
欲求に影響を受ける。つまり、他者から動かされる状態はどうしてもそこに抵抗が生じ、対抗するのである。
このような現実が1980年代後半からみられるようになってきたことにより、組織の成員が自らの問題として組
織の環境適応を考える必要がある、とされるようになった。
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組織コミュニケーションを健全で闊達なものへと変革することが、組織の持続的成長可能性を高める鍵とな
るのだ。「学習する組織」論を核とする新しいアプローチが求められ、従来の骨組みも守りつつ、そこに血を
通わせていく取組みが重要になる。

我が国において組織のあり方を考えるうえで、「日本の組織とその成員に見られる特徴」を理解することは
重要である。概略すると、日本では相手の気持ちを察して相手が心地よく過ごせるように努めることが一般的
であり、仮にその相手がもう二度と会うことはないような人であったとしても、快適な場を創り出すという心
根で接するべきだ、というのが重視される教えである。日本では特にこの傾向が強い。そのため、対話と調整
が必要だと言われても、対話そのものが開始されにくく、危機に気づくことも難しい。

組織のマネジメントを考える側は、これらの特徴に注意したうえで対処を検討する必要がある。この対処を
考える際に、エドモンドソンが1999年の論文で打ち出した、心理的安全性 psychological safetyという概念は有
用である（Edmondson, 1999）。この心理的安全性はエドモンドソンが言及する前から使われている用語であり、
自分の意見を安心して表現できる状態を指していた。それまでとエドモンドソンの主張で異なるのは、これを
組織の全員で共有しておくことが重要だと述べた点にある。なぜなら、仮に10人のうち３人が自分の意見を言
うことができる、と感じていたとしても、残りの７人が言わない方がいいだろう、と考えれば、３人の側も７
人が言わないことに引きずられ、意見の表明にブロックがかかることが生じうるからである。大切なのは、組
織の誰もが意見を表明することについて、そのために関係性が崩れることはないと思えることである。自分の
意見が拒絶されない安心感を抱くことのできる環境が求められる。意見を言って攻撃されるような環境下では、
誰も自分の意見を言わない。

欧米でも組織の硬直化はみられており、環境の変化に柔軟に適応できるように組織は変革を起こそうと努力
している。しかしそれは簡単には進まない。その膠着状態を打破する突破口としてエドモンドソンは心理的安
全性という概念を提示し、互いに指摘し、互いにそれを感謝するチーム文化の醸成の必要性を示した。組織の
硬直化を個人の認知の問題とせず、組織全体で共有する価値観、風土、文化の課題としたのである。
「『もの言う恐怖』は発話を躊躇させ、リスクを覆い隠し、安全を脅かす」と言われる。組織で仕事をすれば、

会議に出席するというのはよくあることだろうが、その場面で自分の意見を率直に言うことを控えることはよ
く起こる。例えば、上司がきっと嫌な顔をすると考え、自分が不利になるのではと思うと発言をしなくなるた
め、たとえリスクの存在に気付いても、「もの言う恐怖」がそこに存在する限り、それを指摘することはない。
そのため、心理的安全性を組織内に根付かせることが求められる。この「『もの言う恐怖』を軽減していく鍵」
となるものとして、「闊達なコミュニケーションの実現」「気づいたことは気兼ねなく指摘し合えるチームへ」「不
安や恐れから解放され積極的な相談を可能にする」の３点が挙げられる。

５　将来にわたって持続可能性が高く健全な組織に備わる特性
高い健全性が形成され、かつそれが持続する組織に備わる特性として①成員の高いモチベーションとワー

ク・エンゲージメント、②社会的責任を認識したコンプライアンスと安全文化、③自律的な創造的組織改革を
促進する心理的安全性の３点が挙げられる。

① �成員の高いモチベーションとワーク・エンゲージメントは、ハイパフォーマンスを実現するために必要
となる。この実現には、骨組み重視、つまり指示命令が主流の根性論やノルマ重視の教育では限界がある。
個人がモチベーションを高めて仕事に取り組むことのできる環境づくりが重要となる。

② �社会的責任を認識したコンプライアンスと安全文化は、社会からその組織の存在意義を認めてもらうた
めに必要となる。児童福祉の例をあげると、児童相談所がなくなれば子どもたちはとても心配な状況に
置かれるが、その存在はあまりにも当然なものでその意義を振り返る機会は少ないかもしれない。組織
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のメンバーが、自分の仕事は社会にとってどのような意義があるのかを感じる必要がある。
③ �自律的な創造的組織改革を促進する心理的安全性は、高い持続可能性を維持するために必要となる。組

織を世間に適応させるためには、変化を起こしていかなければならない。世間の変化にあわせて、むし
ろ時代を先取りして時代を牽引するようなかたちで組織を変化させていくことが重要である。そのため
には先を見据えつつ、今ここで起こすべき変化を組織内で共有できるようにしなければならない。

以上３点のうち、最も基盤となるのは③の心理的安全性であると考えられる。例えば、児童相談所のような
人の安全を守る組織は必ず社会として持続させる必要がある。そのためにも、そこで働く個人がよりよい仕事
のできる環境が求められるだろう。

６　組織の持続可能性と個人の心身の健康を高めるマネジメント
組織のメンバーがよりよい仕事をするための鍵は、「コンテント」「タスク・プロセス」「メンテナンス・プ

ロセス」「メンタルモデル」の４つに分けて考えることができる。
「コンテント」とは達成すべきタスクを指し、「タスク・プロセス」は目標を明確にして予定を管理し、手続

きを明確に共有する取り組みを指す。これら４つの鍵は氷山に例えられる（図１）。コンテントとタスク・プ
ロセスは、水面から上にある目に見えるものである。そのため、この「コンテント」と「タスク・プロセス」
は注目されやすい。

ところが実際、目標の明確化や予定の管理を実現するにあたっては、水面下にあって直接は見えない「メン
テナンス・プロセス」（チームの雰囲気・風土、対⼈間の関係性（信頼、依存）、メンバーの参加度合い、気持
ち、対人関係リーダーシップ）が重要となる。メンテナンス・プロセスが「コンテント」や「タスク・プロセ
ス」を下支えしているため、ここをうまく機能させなければチームは課題を達成できない。また「メンタルモ
デル」とは、「メンテナンス・プロセス」が成熟していく過程で当たり前すぎていちいち意識されないような
価値観や言語化されない知識や技術を指す。「メンテナンス・プロセス」に働きかけることが、優れたチーム
マネジメントにつながっていくことを理解するべきである

図１　マネジメント活動の氷山モデル（講演資料より作図）

７　心理的安全を醸成し支える行動とは－Edmondson（2012/2014）の主張を踏まえて－
最後に、組織コミュニケーションの血流を豊かに、活発にしていく、すなわち心理的安全性が形成された組

織のコミュニケーションを実現するには何が必要かということについて考える。
まずは職場における対話の機会を増やす工夫が必要である。かつての日本では、仕事が終わってから飲みに
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行くという場が対話の役割を果たしていたが、現代社会においてはそれが難しく、そのために対話の機会をも
つことをあきらめてしまう場合がある。一方で、就業時間内で対話の機会を増やす工夫をしている企業はあり、
例えば週に１回は組織のメンバーで昼食を一緒に食べるようにしているといった取り組みが挙げられる。この
場合は仕事の話をするというより、お互いの考え方を知るような機会とすることが大切である。誰もが話題を
提供できるようなテーマを決めて、互いの考えを披露するような対話の場を設けるとともに、聞き手にまわる
ことの重要性が強調される。また、これとは別にone-on-oneのコミュニケーション形式も注目され、ここでは
一対一で、二人だけで話をするとされる。

また、エドモンドソンはインクルーシブ・リーダーシップを重視する。組織で仕事をしていると、例えば若
者から高齢者までともに働くという場合がある。そのような多様性に富む場合でも、チームで取り組む、つま
りメンバー全員を包括していくような働きかけのことを指す。心理的安全性を共有できる素地として、インク
ルーシブ・リーダーシップを発揮することは重要になる。リーダーシップというと、管理職がとるべき行動の
ように思われるかもしれないが、「シップ」はもともと、心構えのことを指す。そのため、特定の職位にある
人だけの問題ではなく、誰もが発揮すべきものと考えておきたい。

また、失敗から学ぶことは重要である。失敗したことを話題にするというのは話し手も聞き手も居心地が悪
く、難しいものだが、それでも失敗について忌憚なく話し合えることが望まれる。ねぎらいや受容、認めるこ
とを中心に心がけることが基本的に大切である。これを意識化し意図的に活性化していくことが、心理的安全
性を高めていく取り組みとしてとても重要である。

心理的安全性についてそれを醸成し支える行動として、エドモンドソンは以下の８点を挙げている。
① 直接話ができる言動をとる
② 自分が持っている知識の限界を認める
③ 自分もよく間違うことを積極的に示す
④ 参加を促す
⑤ 失敗は学習するチャンスであることを強調する
⑥ 具体的ですぐ行動に移せる言葉を使う
⑦ 望ましい行動はどこまでで、どこからは行き過ぎなのか、その境界線を明示する
⑧ 境界を越えて行き過ぎた態度をとった場合、その責任をメンバーにとらせる

実際に行動する際にはブレーキがかかるような項目もあるが、それでも、ここに挙げられた８点すべてを心
がけていくことが重要である。①から⑥は、安心感をもって心理的に安全な環境をつくっていくことの必要性
を示す一方、⑦と⑧に関しては、安心して発言、行動できる組織環境を重視するとは言っても、個人が考えな
しに取り組み、その結果として失敗が積み重なることを容易に看過することはできないという考え方に基づく。

心理的安全性とは、単なる仲良し集団をつくることではない。心理的安全性の高い組織は、場合によっては
言いにくいこと、言われるとつらいことでも、お互いに伝え合うことができる状態を指す。それが、安全確保
へ挑むチームづくりに結びついている。

心理的安全性を高める手立てとして、先述の通り、定例の懇話会のようなものを実施し、ダイアローグを活
性化すること、そのうえで一対一での話し合いにも取り組むことが挙げられる。あるいは感謝カードを交換し、
お互いに感謝やねぎらいを伝えあい、これが成熟してくると他者に対する期待もカードに書いて交換する、と
いった取り組みを実際に行っている企業もあり、効果が出ている。ポイントは、誰に対しても自分から話しか
ける、声をかけるということである。こちらが話しかければ相手も返してくれる、という前提に基づく行動で
ある。人間は返報性という社会性を身につけているため、あいさつをされれば自然とあいさつを返す習慣がそ
こにはある。言うならば、これは人間の本性であり、これに基づく働きかけをしていくことが重要となる。
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８　まとめ：的確な組織的判断と迅速な行動の基盤づくりの出発点
的確な組織的判断と迅速な⾏動の基盤づくりの出発点としては、「対話（ダイアローグ：dialogue）の機会

を増やす工夫を」「聞き手にまわることを優先して」「ときどきは一対一（one-on-one）で意見交換をしてみる」
「自分から話しかける」「ヒヤリハットや失敗の経験も率直に話題にする」「敬意を示す声かけと態度を忘れない」
が挙げられる。　

ここまでなぜミスやエラーが起こるのかについて述べてきたが、それを克服するためには、心理的安全性を
つくっていくことが重要である。これは決して簡単なことではないがダイアローグの機会を増やす工夫につい
て、何かないかなと考えてみることが重要である。例えばある企業では、自動販売機が置いてある談話スペー
スのような場所に大きな世界地図を貼って、「あなたが今までに行ったことのある場所にあなたの名前のピン
を指してください」と誘っている。ピンが刺さっているのを他の人が見ると、「あなたの行ったあの国ってど
んなところなの」と雑談が始まる。ダイアローグというのは、言ってみれば雑談、おしゃべりだと思えばよい。
そのための工夫を考えてみることが重要となる。そしてこのダイアローグにおいては、話すことももちろん大
切だが、聞き手に回ることの必要性も強調される。

加えて、一対一で話をすることも重要であり、これが組織内の問題を解決へと向かわせる効果もある。one-
on-oneで最もスムーズな取組みができるのは、管理職と部下との一対一である。仮にこれを部下と部下で実施
しようとする場合、one-on-oneとはいうものの何を話すべきなのかよくわからない、という状況が起こり得る。
one-on-oneの場合は、どちらかが進行的な役割を取り、もう一人が話をして聞いてもらう役割をとるほうがう
まくいくことが多い。また、前で述べた通り聞き手に回るということは優先されるが、声掛けは自分から行う
ことが求められる。

最後に、組織においては、基本的には誰かのエラーやミスは責めない姿勢が重要である。本人はすでに自分
の失敗や責任を自覚していることの方が多いため、その失敗から学びましょうという姿勢を大切にすることが
求められる。失敗を責め、次はしっかりやれということを終着点にすれば、そこには萎縮しか残らない。失敗
からどのように学ぶかを大切にすべきであろう。
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子どもの虹情報研修センター（以下、虹センター）
には、通常の研修とは趣が異なる研修がいくつかあ
ります。その中の１つに、定員８名で１年間通して
行われる「施設職員事例検討会」があります。対象
は、児童福祉施設職員で、虹センターの研修受講歴
があり、さらに意欲的に学びたい人です。研修のス
タートは６月で、参加者全員が虹センターに集まる
プレ研修から始まり、７月から２月にかけて毎月１
回オンラインでの事例検討を行い、３月に再び虹セ
ンターに集まり修了研修を行います。約10カ月かけ
て展開される研修は、それはそれは凝集性の高い濃
い研修です。

この連続研修は、2010（平成20）年度に試行的に
実施し、2011（平成21）年度から正式な研修として
開始しました。当時はオンラインによる事例検討会
が新しい試みなので、「Web研修」という名称で呼
んでいました。その後、オンラインを用いた研修が
一般的になってきたため、「施設職員事例検討会」
と名称を変更しています。最初に導入した通信アプ
リの機能の関係で定員８名としていましたが、結果
的に多すぎず少なすぎず、ひとり１回必ず事例報告
ができるちょうどいい人数でした。2011（平成21）
年度から2024（令和６）年度の13年間で受講した方
は延べ120人です。この人数が多いのか少ないのか
はわかりませんが、これまで受講してくださったみ
なさんのお顔が思い浮かべられます。

この研修は、同じメンバーで継続的に事例検討を
行うということに大きな特徴があります。研修スタ
イルは大きく変わってはいませんが、質的によりよ

い研修になるよう、スタッフ間であれやこれや意見
交換しながら実施しています。そんな中、本研修で
大事にしていることを４点ご紹介します。

① 互いに学び合うグループ作り
この研修は６月のプレ研修で虹センターに集まる

ことから始まります。２年目のメンバーを除いて初
めての顔合わせですから、もちろんみなさん緊張し
ていると思います。私たち事務局スタッフも「１年
間よろしくお願いします」と心を込めて会う機会で
す。プレ研修ではたっぷりと自己紹介の時間を作り、
講義や討議を行いながら各施設の状況や課題を共有
しますが、それだけでなく、なんとなくお互いの人
となりを知る機会になります。そして、１年間のテー
マを決めます。例えば、2023（令和５）年度は「間

（ま、かん）～スペース、距離感、ゆとり、曖昧さ
の扱い、職種間、関係、大人も安定感」、2024（令
和６）年度は「実写化～他者の思いや背景に心を巡
らせ、それを周囲と共有するために」でした。プレ
研修での講義内容にインスパイアされながら、参加
者８名と事務局で各施設の現状や参加者自身の気に
なっていることなどを存分に意見交換しながら決め
ていきます。

７月からは、それぞれの職場に居ながらオンライ
ンで事例検討に出席します。７月から２月の間の８
回、８名の参加者がひとり１回必ず事例報告を担当
します。プレ研修で決めたテーマは報告を縛るもの
ではなく、なんとなくみんなが頭におきながら、熱
心に意見を交わします。報告される事例は、おそら
く施設全体で気にかけている事例で、参加者自身も

事例検討の継続の大切さ
～「施設職員事例検討会」を開催する中で考えていること

子どもの虹情報研修センター 研修部　南山 今日子・中垣　真通
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思い入れが強い事例だと思われます。報告を聞きな
がら、全員がその子が生きてきた軌跡、家族の歴史、
施設での生活、サポートする職員のありようを想像

（妄想）しながらあれやこれや意見を出し合います。
忙しい日々の中で、毎月１回継続して出席すること
は大変なことだと思います。けれども、ほとんどの
参加者が休むことなく出席されます。

事例検討を終えて、３月に修了研修のために虹セ
ンターに再度参加者が集まります。毎月画面上で
会ってきた仲間ですが、少し照れが入りながら再会
を楽しみます。修了研修では、ひとりずつ自分の担
当した回にどんなことを検討したかとか、その後の
支援展開はどうか、などを報告してもらいながら振
り返りを行います。「あー、あの事例、そんなこと
話し合ったね」「えー、あの子がそんな風になるとは」
などしみじみと振り返ります。

本研修では、参集 オンライン 参集の流れを
大事にしています。実際に会ってお互いのことを知
る機会があるからこそ、オンラインでの事例検討も
より深まります。そして最後に再会して労い合い、
対話を通じて振り返ることで、この研修で体験した
ことが自分の中におさまるのではないか、と考えて
います。

② 子どもと家族の本人目線で考える
続いて、事例検討の中身に話題を移します。事例

検討にはいろいろなタイプがあり、What to do（具
体的な対応）を短時間で導き出すことを要求される
事例検討もありますが、本研修はその対極にあって、
事例検討に登場する本人がどう感じているのだろう
か、この体験をどう受け止めているのだろうか、と
いう “本人目線” を大事にしています。本人目線で
考えることを続けていると、自ずと共感的姿勢も養
われていきます。そして本人はここがしんどいのな
ら、そこへの手当てを考えよう、またはここで本人
が安心しているのなら、そこはかけがえのないもの
として大事にしよう、と次の一手にもつながります。
この時に、本人がしんどいことだけでなく、安心す
ることや自信を持っていることなど、本人の強みに
も思いを馳せながら考えます。それに合わせて、過

去・現在・未来と時間軸を繋げながら考えを広げて
いきます。そうすると子どもだけでなく、その親、
祖父母・・・と世代をさかのぼって当事者たちがど
んな育ちをしてきたのか、どんなしんどい思いを抱
えていたのか、その中でどんな期待や希望をもって
いたのか、など自然と世代間連鎖についても話題に
出てきます。

③ 家族全体の生育歴を掘り下げる
②の本人目線から家族全体へと視野を広げていく

展開と関連しますが、その子がどんな環境で育って
きたのか、どんな体験をしてきたのかはもちろん、
親・きょうだいを含めた家族全体の歴史を掘り下げ
て考えることも大事にしています。集められる情報
にはもちろん限界があります。しかし、情報がない
から終わりではなく、今ある情報から想像すること
をみなさんに促しています。例えば、通常は母子手
帳に妊娠期から乳幼児期の情報がふんだんに記され
ているものですが、社会的養護を利用する子どもの
場合、母子手帳がないことも少なくありません。そ
こで「乳幼児期の様子がわからなくて・・・」でお
わりとなるのではなく、例えば産後すぐに離婚し、
転居を繰り返しているという情報があれば「母親は
日々の生活を送ることに精いっぱいで、この子にゆっ
くりと関わる余裕はなかったのではないか。本児に
とってはコロコロと変わる生活環境の中でいつミル
クをもらえるかもわからず、発した声にも応答して
もらえなかったのでは、だから周囲は怖いと思う体
験のベースになったのでは」なんて考えられます。
あくまでも想像です（事例検討中はよく「妄想ですが」
という枕詞が出てきます）。私たちが出会う前にこの
子はどんな体験をしてきたか、本人目線でじっくり
と振り返ることは、子ども自身の歴史を大事にする
ことにつながります。また、なにかと途切れがちな
子どもの歴史をなんとか紡ぎ、喪失を少しでも埋め
られないかという思いも湧いて、支援するエネルギー
にもなります。さらに、この子がこれまで得てきた
もの、力となったものも知ることができます。そし
て子ども本人だけでなく、家族全体がどのような歴
史を乗り越えてきたのかということにも検討が広が
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ります。時に家族の歴史があまりに悲惨で、ため息
が出ることも、やりきれなくなることもあります。
それでも本人が、家族が、生き延びてきた歴史の中
にどんな支えや力があったのか、想像しながら探っ
ていきます。そんなことを頭におきながら事例検討
を続けていると、参加者のみなさんが、子ども、そ
して家族の生育歴と、彼らが生きてきた歴史をより
大切に尊重する姿勢になっているように感じます。

④ 質問の意図を添える
事例検討の中でみなさんにお願いしているのは、

「質問をする時に、なぜその質問をしたいのか意図
も合わせて教えてください」ということです。一般
的に事例検討でよく見かけるのは「お母さんってど
んな人ですか？」と質問だけして終わりというスタ
イルです。これって質問された側は少し突き放され
たような感覚を抱きませんか？また、この質問をし
て何を知りたいと思っているのだろうか、と訝しく
なることはありませんか？「お母さんってどんな人
ですか？ここに、高校中退でその後仕事を転々とあ
るのですが、１つのところにとどまったり、誰かと
継続的につながりを持つことが難しい人なのでは、
と思ったのですが」と思っていることをひと言加え
ると、母親の見立てが少しずつ進んでいきます。質
問者の見立ての力も向上しますし、質問された側も

「確かに、転居も繰り返しているので、結局つながっ
ている支援者がいないですね・・・」と考えながら
答えられます。質問の意図（もしくは質問者の見立
て）を添えることは、相手にも優しく、そして見立
ての力を培うことにもなり、ひいては逆境体験を生
き抜いてきた子どもたちを養育する専門性の向上に
つながると思っています。

以上、事務局スタッフが本研修で大事にしている
ことを紹介しました。事例検討の雰囲気としては、
事例報告者が安心して事例報告できるように努めて

います。ただし、安心と言っても「大変ですね」と
いう労い合いだけで終わるのではなく、子どもや家
族の歴史を思い描き、そこで抱いたであろう気持ち
に今一歩踏み込んで思いを馳せることができるよう
な事例検討にしたいと考えています。継続的に事例
検討を重ねるうちに、参加するみなさんもこの雰囲
気に慣れ、少しずつ踏み込んで、掘り下げた発言が
増えていきます。子どもの目線から発せられた発言
はとても共感的です。グループ全体が共感的な雰囲
気になると、相互作用でメンバー内の共感的姿勢が
自然に強化されて、子どもと家族が人生の主役とし
て頑張っていることへの敬意が滲むコメントが増え
ていきます。

グループ全体の検討が深まる上で、大事な協力者
がいます。２年目の参加者です。本研修は２年を上
限に継続して参加できるルールにしています。２年
目の参加者は、例年初回の事例報告を引き受けてく
れて、事例検討の中でも意図や見立てを言いながら
積極的に質問を投げかけてくれます。この検討会で
大事にしていることを１年目で経験しているので、
事務局といっしょに充実した事例検討を進めてくれ
ます。このような力にも助けられて事例検討を進め
ています。

この研修で展開されているように、検討会への参
加者ひとり一人が子どもと家族の頑張りと歴史を思
い描き、気持ちを感じ取り、思いついたことを自由
に言葉にし、自分の日頃の支援を振り返るような、
支援者としての思索が深まり広がる事例検討が各地
の施設に徐々に広まることを事務局としては夢見て
います。まずは、この研修に参加した皆さんが発信
源となって、お勤めの施設にじわじわと染み渡ると
いいな、と思っています。その結果、施設で働く職
員がやりがいを持って日々の支援を行えるようにな
ると嬉しいなと、思います。そうしたら、そこで生
活する子どもとその家族にも、幸せや満足がじわじ
わと伝わっていくかもしれないと願っています。

〈参考文献〉
南山今日子　2010　インターネットでカンファレンス！　子どもの虹情報研修センター紀要No.8　128-131.
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Ⅰ　はじめに

子どもの虹情報研修センター（以下、虹センター）
では、児童相談所児童福祉司スーパーバイザーを対
象として「児童福祉司スーパーバイザーアドバンス
コース」を実施しています。この研修は、児童福祉
司に対するスーパービジョンのあり方や、その専門
性に着目して検討を行い、既存の児童福祉司スー
パーバイザー向けの一般研修とは別に、小グループ
の研修として2011年度から実施しているものです。
2017年度に始まった児童福祉司スーパーバイザーの
法定研修は虹センターでも毎年度実施しています
が、現場のスーパーバイザーからは、「スーパービ
ジョンそのものを取り上げた実践的な研修があると
よい」という声が多く寄せられたことを受け、2019
年度に「児童福祉司スーパーバイザーアドバンス
コース」としてリニューアルし、新たなプログラム
で実施することとしました。

この実践報告では、同研修で取り上げた内容及び
これまで受講いただいたスーパーバイザーのみなさ
んのリフレクション・省察について概観します。

※スーパーバイザー・スーパーバイジー・クライエン
トを、下記のようにそれぞれSVR・SVE・CL と表記
します。

Ⅱ 「児童福祉司スーパーバイザーアドバンスコース」
　 の概要

１　テーマ
�　「バイジーとバイザーがともに育ち合う児童福
祉司スーパービジョンの実際」

２　対象者
�　児童福祉司スーパーバイザーで、専門的な知
識・実務を継続的に学びたい者、かつ、児童福祉
司スーパーバイザー対象の法定研修の受講歴があ
り、スーパーバイズ経験が通算３年を満たした者、
年２回（前期・後期）の研修会に参加できる者

３　実施時期・内容
　①前期研修　②各所属でSVトレーニング
　③後期研修の３本で構成しています。
�　前期研修（集合・７月頃）の講義・グループ討
論を踏まえ、各受講者が設定したSVの目標内容
に沿って、後期研修までのインターバル期間（約
６か月間）にSVトレーニングに取り組み、後期
研修（集合・翌年２月頃）で、その実践報告とグ
ループ討論、更に講義を踏まえて理解を深めます。

児童福祉司スーパーバイザーアドバンスコース
　　　　～バイジーとバイザーがともに育ち合う

児童福祉司スーパービジョンの実際～　
子どもの虹情報研修センター 研修部　鶴岡　裕晃
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�　講師、グループ討議の進行等の事務局は虹セン
タースタッフが担当し、インターバル期間中には
メール、電話での質疑応答のほか、全員参加のオ
ンラインミーティングなども取り入れています。

Ⅲ 講義「児童福祉司スーパーバイザーの実際」の
　 概要

※本稿は、前期・後期研修の講義「児童福祉司スーパー
バイザーの実際」の講義内容を抜粋して掲載します。

（１）児童福祉司SVRの前提となる捉え方
児童福祉司SVRの前提となる捉え方から始め

ます。
SVとはどのようなことか、を考えるとき、SVR

の抽象的な表現は受け手であるSVEの理解の選択肢
（戸惑い・誤解）を増やすことになり、その結果、
相互理解に差異が出ることがあります。理論や手法
を実際の自分の言動に落とし込むとき、平易な表現
で理解することは誰しも経験しているでしょう。
SVにおいては、ここが最も重要な点であることを
鑑み、できるだけわかりやすい表現を用いて解説し
ていきます。

① �SVRの成長ステップ（専門性）は、SVEとは異
なる　
まず１つ目の考え方は、SVRの成長ステップ、そ

の専門性はSVEの成長ステップとは異なるというこ
とです。

SVEとして経験を積んだ先にSVRになるというこ
とが現実的だとしても、児童福祉司経験を積んでい
ればSVRとして十分な機能を持っているとは言えま

せん。それはなぜでしょうか。それは、ソーシャル
ワークとは別に、SVRには他者（SVE）に「伝える・
教える知識や技能」が必要だからです。

先輩福祉司が後輩福祉司にOJTとして対人援助に
ついて伝えるとき、多くの場合は、それまでに経験
した対人援助について「知っている知見」です。し
かし、SVRは「知っている知見」だけでなく、それ
まで未経験の「伝える・教える知識や技能」が必要
になります。ですから、SVEとしての児童福祉司経
験があったとしても、SVRになったらSVEの成長ス
テップとは別のフィールドに立つ、今度はSVRとし
て成長していくというイメージです。

そして、このSVの教育課程が日本では十分にあ
るとは言い難い現状があります。そのため、対人援
助技術ではなく、SVに特化した内容の研修を求め
る声が多く聞かれるということだと思います。

SVRの立場になると、それまでと仕事の見方が変
わります。見方が変わるということは、SVRとして
SVEに対してもCLに対しても見え方が変わるで
しょう。SVEとSVRでは見ているものは別世界と言
えるのです。

② SVR自身に働きかける
２つ目は、SVRが自分自身に働きかけることです。

一般に、対人援助は、｢相手にどのように働きかけ
るか」ということに着目しますが、SVにおいても
SVR自身がSVEから相談を受ける、話を聞く姿勢は
どうか、態度はどうか、気持ちはどうかというよう
に、自らを顧みる姿勢が大切です。SVEから見た
SVRの自分への視点を持つと言い換えることもでき
ます。
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SVEに対して「困ったことがあったらいつでも相
談してください」。これはSVRが自分思考で語って
いるに過ぎず、上滑りのSVになりかねません。「い
つでもって言われても、いつも忙しそうだし」「こ
んなことを相談して、できないって思われても...」「ど
うしたいのかって聞かれるから答えると、そうじゃ
ないって言われるし」。

SVEはSVRとの関係の中で様々なことを感じ、思
い、考えています。SVRとして「わたしは話しかけ
たい・相談したいSVR」かどうか考えてみることが
必要でしょう。
「CLを一番知っているのはあなただから、SVRの

私に教えてほしい」という姿勢、つまり、CLに対
するNot-knowingをSVEに伝えるそのとき、SVR自
身こそSVEに対するNot-knowingを理解する姿勢が
必要です。

あなたにとって、「自分を謙虚な姿勢に導いた経
験」はどのようなことがありましたか。

例えば、SVEが言います。「あの保護者は何度言っ
てもわからないんですよ」。こう言われたらSVRは
どう感じるでしょうか。SVEの話し方や説明はどう
なのだろうか、言っているつもりでもCLにわかっ
てもらえるところまで話せていないのではないか、
と感じることでしょう。

逆に、SVRがSVEの立ち振る舞いを見て、「もう、
自分でやった方がどんなに楽か」と呟くことがある
かもしれません。しかし、SVEとSVRの立ち位置や
見ている世界の違い、それぞれの立場で機能すべき
スキルの相違を理解すれば、そのようなセリフが口
をついて出るということはまずないはずです。パリ

オリンピックの陸上女子やり投げで金メダルを獲得
した北口榛花選手を指導してきたセケラックコーチ
は、北口選手が思うように記録が出なかった投てき
を見て、「わたしが投げれば65mなんて軽く超える
のになぁ」などと思っていたはずはありません。で
は、どのようなことを見て、考えていたのか。そこ
に、SVRが見る景色、考えることに近いものがある
と思います。

③ “感情” に着目する
対人援助の世界では支援者自身の感情を取り上げ

ることがもっとあってよいと感じます。例えば、児
童相談所と市区町村、または関係機関とのカンファ
レンス等で意見や方針が整わない時、アセスメント
のポイントや捉え方だけでなく、往々にして直接の
支援とは別のところにある支援者自身が抱える感情
が支援の判断に大きく影響していることがあり
ます。

また、関係機関連携がうまく進まない要因、他機
関への要求の背景にも、支援そのものではない支援
者の感情が隠れていることが少なくありません。

SVの支持的機能は、教育的・管理的SVを、文字
通り下支えする機能として捉える必要があります。
SVEのネガティブな感情を否定したりするのではな
く、感情を取り扱うことを理解することがそもそも
SVでは不可欠ですし、感情を取り扱うことによっ
て、その人が置かれている環境や見えている世界の
理解につながります。SVEもSVR自身も同じことだ
と思います。

では、これらの３つの前提を踏まえた上で、SVR
に必要な視点と理解について考えてみます。
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（２）SVRに必要な３つの視点と３つの理解
視点①　�視点移動でみる（視座/時間/多面・多角的）

これは、管理的立場でよく言われる「俯瞰する」
に近いのですが、俯瞰をもう少し広く捉えて、どこ
でどのようなことを見るかという視座、時間軸を加
えて、多面・多角的にみるということです。

プロサッカー選手が「調子のいいときはピッチを
頭上から見ることができる」「ピッチを俯瞰するこ
とが重要」と言うことを耳にすることがあります。
ディフェンス選手がパスカットに届かないラインを
見極めて放たれたパスが通った瞬間、まさに俯瞰し
ていたのかと感じるほどです。こうした動きについ
てある元日本代表の選手はこう言っていました。

「ピッチを俯瞰できる人はトラップがうまい。１回
でボールをコントロールできることが 「俯瞰的視
野」を生む」と。もちろん、頭上に目を持っていく
ことはできません。つまりは、サッカーの基本的技
術であるトラップの正確性が、次の動作をコンマ何
秒か早く出すことを生み出しているのです。一見、
特別な技術や修練で獲得するものなのかと感じる

「ピッチを俯瞰する眼」は基本的技術の精度の高さ
にあると言えるかもしれません。

では、児童福祉司で考えてみると、それは基本的
な対人援助技術が身についているということでしょ
う。そして、人の生活や人生は時間の経過とともに
環境や経験だけでなく、感情も理解も変化していき
ます。過去から現在、現在から未来と続く時間軸を
捉えること、「いま、ここで」を中心として、過去
と未来の「いつか、どこかで」の視点を移動しなが
らみることが大切です。

視点②　共視する（ともに並び視る姿勢）
「共視」とは、精神科医の北山 修先生が、その著

書「共視論」の中に書いている造語です。
浮世絵の中から「親子」の絵だけを選別して研究

したところ、とりわけ母子が同じ方向を向いて何か
を見ている構図がとても多いことに気づいたそうで
す。そこには母子が互いに向き合うのではなく、母
が背中のこどもと視線を一緒にして誰かを見たり、
抱っこしているこどもと水鏡に映る自分たちを見た
りしている場面などです。そして、私たちが日本の
文化に生きる限り､この文化の在り方は臨床の治療
関係にも影響するとして、「多くの精神療法やカウ
ンセリングで、治療者と患者が物事を共有しそれに
ついて語り合うわけだが､「共に眺めること」そし
て「共に思い､共に考えること」は面接の基本姿勢
と言えよう」と述べています。

この面接の姿勢を児童相談所に置き換えれば、も
ちろんSVEとCLの面接姿勢と言えますが、SVの場
面にも応用できるものです。視点移動や感情にも関
連しますが、SVRがSVEと並び視る姿勢を持つとい
う視座の設定、距離感を意識することがSVの基本
姿勢になるでしょう。

視点③　構図・関係性を捉える（配置/順序/パラレル）
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端的に言えば、「“SVE−CL関係” は “SVR−SVE
関係” を模倣する」ということです。

これは、パラレルプロセスと言われるものですが、
ポジティブとネガティブな両方の影響を与える両面
があります。
「SVEはSVRに支持されたようにクライエントを

支え、SVRに励まされたようにCLを励ますことが
できる」という構図を考えた時、思いのほかうまく
いった面接にSVRが同席したとしたら、ただうまく
いってよかったで終わらせず、SVEのどのような言
葉や表情、態度がよかったのか具体的に伝えなけれ
ばなりません。また、関係性が取れないこどもや保
護者の記録はなかなか文字が進まないものです。「い
つでも相談してほしい」ではなく、記録が少ない、
報告がないと感じた場合には、SVE:CL関係とパラ
レルになっていることを見込んでSVRから「いまど
んな進展なのか教えてほしい」と声をかける必要が
あります。

CLにやきもきした感情を抱いて「困ったな。でも、
自分が担当なんだから何とかしなきゃいけない」と
焦燥感を抱いていたSVEが、「自分が担当だという
ことを意識しすぎてCLを操ろうとしていたのかも
しれない。家族自身が変わらなければ何も変わらな
いのだ」と、この研修のSVトレーニングで振り返っ
たSVEがいました。SVRがSVEの感情を捉えた的確
な働きかけがSVEのよい気づきを促した一例です。

同じようにSVRが感じる「自分がやった方が早い」
ということも、SVEの行動を操作しようというマリ
オネットな感情から来ているのかもしれません。

理解①　意図を持つ（言動の明確な意図）
SVは「意図」でできています。専門職の「直感」

はとても重要ですが、「なんとなくこの方針がいい
気がする」という表現ではなく、専門性に依拠した
ものであれば必ず意図があるはずです。なければた
だのギャンブルになってしまいます。SVEがどのよ
うなことを考えて導き出した方針なのか、その意図
を丁寧に聞き、SVRも伝え、互いに意図を明確に確
認することが不可欠です。

例えば、よく指摘される次の事柄について、初任
者のSVEから問いかけられたらどのように答えるで
しょうか。

・�なぜ、リスクだけでなくストレングスに着目す
る必要があるのですか

・�なぜ、｢顔の見える関係｣が大切なのですか、ど
んな関係のことなのですか

・�なぜ、多機関連携で、｢見守り｣｢何かあったら｣
｢様子をみて｣を使ってはいけないのですか

・�なぜ、「アンテナを高く持て」と言うのですか、
だれでも高く持てるのですか

こうした問いかけに対しては、感覚的に伝えるの
ではなく意図を持って、次に示すように言語化する
ことが必要です。

理解②　言語化する（思考を具体的に言語化）
明確にした意図を具体的に言葉化できることが専

門性です。職人芸と対人援助技術の相違は､「言葉」
の有無と言えるでしょう。「なんとなく気になる」

「こっちの方がいいと思う」ではいけません。確か
に「なんとなく」感じるときもあります。しかし、
それでは他者は理解できません。SVEに対してSVR
が質問するなら質問の意図を加えなければSVEの考
える力に役立ちません。経験が浅いSVEだけでなく、
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互いの認識がずれずに共有するためには意図を表現
することが大切です。

経験の浅いSVEに対しては、レベルに合わせた言
語化に留意する必要があります。
「そうですか。その母親は『こどもがかわいく思

えない』って言っているんですね。こどもの発達や
療育の必要性がありそうか、あるいは母親自身の精
神的な問題なら受診を検討、もし毎日寝顔を見ても
そう感じているのなら一時保護も考えないといけな
いかもしれません。だから教えてほしいのですが、
その母親はどんなときにこどもがかわいく思えな
いって言っていますか、聞いてみましたか」。

ここの「だから教えてほしいのですが」を付け加
えて、かつその前にある質問の意図を明確に言語化
するということです。そして、「意図ある問いかけ」
を言語化することは、思考そのものの鍛錬になります。

意図を説明なく質問したSVRに対して返答した
SVEに、ただ「ふーん、なるほど」という思わせぶ
りな反応は、結果として無思考のただ質問しただけ
の無意味な行為になってしまいます。意図を明らか
にして質問することをルール化すると、その応答が
SVEのアセスメントや支援方針へのヒントになりま
すが、意図を言語化することは、実はSVR自身にも
気づきをもたらせるものです。

成熟したグループには質問と返答の前後にある意
図が省略されているものですが、SVや多機関連携
では必要な約束事と言えるでしょう。

理解③　経験を手放す（unlearn/extra vision/update）
SVRであれば多くの経験があるはずです。しかし、

経験豊富なSVRほど経験を手放す勇気、他者のエク
ストラビジョンを受け入れる余白を頭の中に持ち、

経験のアウトプットよりインプットを重視すること
が大切です。

児童相談所が決定する支援方針は、「たった一つ
の正解」ではないでしょう。求めるものは、「いま、
ここで」の「最適解」です。「正解」は初めから存
在しているので「探すもの」ですが、「最適解」は
考えた先に「生み出すもの」です。用意された正解
があると考えるなら、SVEは正解を求めるようとし
て考える力がつきません。しかし、正解はありませ
ん。だから「いちばんCLをよく知っているSVE自
身はどう考えるのか」が問われるのです。ここで、
SVRが自らの蓄積した経験だけにいつまでも固執せ
ず、時代の変化の中で最適化し続ける力を持つこと
がSVEに向き合う姿勢となります。自分の経験だけ
に頼って変化できない自己の考え方を押し付ける
SVもまた独りよがりのSVです。この構図もまた、
時としてSVEの対CLに見られること（パラレル構
図）です。

（３）事例提出とSV

ここで、対人援助を３つの波で表現してみます。
主訴に対する調査によって明らかになった（または
不明の）①事実を根拠として、②アセスメントして、
③支援方針を決定する、その後新たな出来事が起き
る、不明だった事実が明らかになる、CLの気持ち
が変化する等によって、①～③が循環します。ずい
ぶん前に「ホウ・レン・ソウ」とよく言われていた

「報告・連絡・相談」はそのまま「過去・現在・未来」
の時系列に並んでいますが、この時間軸を事実の精
度に留意して順序立てて考察する必要があります。
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援助方針会議等でプレゼンテーションを行うSVE
が、最初に結論の③、次に①②③の３つの波を時間
軸に沿って流れるように説明すると、聞き手はリズ
ム感を伴って理解しやすいものです。そして、①で
は情報や主語を明確に、②と③で考える主語は「わ
たし」とすることが大切です。

支援方針まで流れていかないときの多くの場合は
アセスメント不足です。アセスメントができないと
いうことは、事実とその精度が低い（fact＆detailを
意識）わけですから、③→②→①と順に戻ります。
初任SVEの場合、①こういうことがありました→③
どうすればいいですか、になりがちですが、最も重
要な②を飛ばしてしまうことは、前記のようにそこ
にあると思う「正解」に早く辿り着きたい思いが見
て取れます。結論を先走って「どうやって見るか・
考えるか」ではなく、小さく捉えて「いつ､どこで､
どんなことを見るか・考えるか」です。そして、「ど
うすればいいですか＝正解を求める」には、well-
beingのないCL不在の支援方針になりがちです。

（４）SVEをアセスメントする
SVはどのSVEに対しても等しく対応するだけで

なく、SVEが児童福祉司として、今はどの段階にい
るのか等々をアセスメントする必要があります。そ
の基本的な姿勢は、「SVRであるわたしがSVEのあ
なたを理解しようとしていると、SVEのあなたが理
解するために」です。SVEがCLに対して理解するこ
とだけでは実は不足なのです。

このことを踏まえたうえで、SVEそれぞれに応じ
たSVを考えます。SVE毎に「SVの入れどころ」は
異なります。

SVRになると、記録も面接も最後、終わり方が気
になるでしょう。多忙な仕事の中では、とかく「児
相としてCLに言うべきことを言ったのか、聞くべ
きことを聞いたのか」と確認するとしても、SVEは

「どう
4 4

言ったのか（伝えたのか）」、CLは「どう
4 4

話し
たのか（訴えたのか）」が、SVRの確認すべきポイ
ントです。

記録は、文脈が流れるように整理されているか確
認するためには、「ロジックエラーを起こさないた
めの問い」のスライドのように最後から逆に読むこ
とが役立ちます。また、CL毎の文字量の差、表現
だけでなく、記録全体を俯瞰して捉えるとSVEの支
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援の姿勢が映し出されていることに気づきます。

（５）SVEは揺らぐことで “最適解” にたどり着く
ところで、SVEはたくさんの事例をとおして様々

な感情を抱きます。しかし、気持ちが揺れることを
妨げることにも留意する必要があります。

五重塔のように古い日本の高い建造遺物には｢心
柱｣が中心にあります。これは、周囲からは浮いた
状態で地震が起きた時に、逆向きに振動させて各階
の揺れを塔全体として打ち消しあうというもので
す。対人援助においてSVEの感情が揺さぶられたり、
迷い、葛藤などを考えるとき、この心柱がイメージ
できると思います。まったくぶれないよりどこかゆ
らゆら揺れることができることは不確実で曖昧な対
人援助の世界では大切なことです。心柱がSVEのあ
りようなら、その動きの近くにある壁面がSVRの存
在でしょう。いま、どのような感情を抱いているか、
SVEの感情に焦点をあてた問いかけができるとSVR
のSAEへの理解がSVEの理解を助けます。

ぶれないことは、こどもの権利、最善の利益、気
持ちというwell-beingであって、揺らぐこと、迷い、
躊躇い、どれも対人援助では大切にしたい感情です。

最終的な支援方針には、十分に吟味したけれど選
択しなかった方針が余白にあるものです。だからこ
そ、揺らきながら迷った先の「最適解」に辿り着く
過程に意味があるのだと思います。

（６）SVとは、対人援助であり成長支援プロセス
このように考えていくと、「SVとはSVRのSVEに

対するソーシャルワークである」と言えるでしょう。

「SVE:CL関係」と「SVR:SVE関係」そのものがパ
ラレルにあるわけです。

そして、今の時代においては、人材育成や能力開
発といったこれまで多用されてきた言葉、枠組みで
はなく、「成長支援」という観点でSVを捉え直し、
SVEだけでなくSVR自身もまたSVを経験すること
によって成長していく、ステップは違うけれど「と
もに育ち合う、相互成長の支援プロセス」が児童相
談所におけるSVであると言えるでしょう。

更には、SVRの知識や技能を自分だけの領域に留
めず、児童相談所内で円環的に引き継がれていくこ
とが望まれます。

SVEはSVRに支えられて成長します。SVEがやが
てSVRになったとき、SVRから受けたSVの経験が
次のSVEを支えるSVとなるのです。

（７）SVトレーニング
ここまで述べてきた考え方を基に、次の研究等の

概念を参考にしてできるだけ単純な形に落とし込ん
だシートを使用します。
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このSVトレーニングシートは、各々のSVRが
SVEと面談の上で目標を共有して実践します。

（講義担当：子どもの虹情報研修センター 吉澤 賢治）

（８）本研修修了SVRのリフレクション（振り返り）
本研修を受講されたSVRのSVトレーニングシー

ト及び受講アンケートから、一部を研修の効果とし
て紹介します。（※ 抜粋・要約あり）

● �SVEの事後評価（トレーニングシートから）
・�トレーニング前はケース運びがうまくいかなく

て児相で働くのが苦痛だった。どこが成長した
のか教えてもらえるので、自分がどの地点にい
るのかがわかって、とてもありがたかった。

・�CLとの距離感がわかってきた。トレーニング前
は「何でも自分が何とかしなくちゃならない」
と思い込んでいたが「最終的に決断し、児相の
提案を実行するのは家族」「困っていることに対
して家族が向き合うべき。家族が変わろうとし
なければダメなんだな」と今は思える。私も相
手のことを操ろうとしていたのかもしれない。

・ �「どんなにぐちゃぐちゃのケースでも結局は何
とかなる」「最終的に頑張るのは家族」という
言葉は、考えすぎる自分の心のお守りになっ
ている。

・�自分のケースワークや思考の癖について振り返
るようになり、内省が深まった。自分の課題を
自覚する機会になった。

・�目標設定の実現のための計画を進めるにあた
り、ウェルビーイングに目を向けることを意識
したことで自分自身に気づきがあった。今まで
CLに対する感情が鈍麻していたと思う。これ
まで感情を持つことに対して無意識にストップ
をかけていたのではないかと自身を振り返っ
た。ウェルビーイングを意識すると、自分の感
情が動いていくように感じた。子どもの気持ち
を確認するための面接も丁寧に回数を重ねるよ
うに変化した。

・�SVRに促され自分の考えを言語化することで、
頭の中でまとまっていなかった考えが明確にな
り、支援の方向性に対する迷いや不安が減った。

・ �「どうしてそう思うか」等、思考を深掘りする
質問をSVRから受けて考えることで、自分の
思考のパターンや癖に気づくことができ、そ
れを踏まえて別の選択肢についても考えられ
るようになった。

● �SVRの事後評価（SVトレーニングシート・受講
アンケートから）
・�SVEの「私が何でもしなくちゃ」は、SVRの「自

分でやった方が早い」「いつの間にか面談の主
導権を握る」ということとパラレル関係にある
と気づいた。

・�SVEの成長をSVEに積極的に伝えていくこと
は、SVEの安心感やサポートになることを実感
した。また、SVEの事後評価が、SVR自身の大
きな励みになり、SVRがSVEに対して持つ影響
力の大きさに気づいた。

・ �「自分（SVR）がやった方が楽」という思いが
浮かんだ時に、なぜ自分はそう考えてしまう
のか、何が不十分でそう思ってしまうのか、
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SVEではなくSVRのスキルに焦点を当てるよ
うになった。その結果、声のかけ方やSVEと
の面談など、試行錯誤するようになった。

・�SVEから「本トレーニングのおかげで一緒に考
えてもらえて心強かった」との感想をもらった。
心強さの理由としては①理解してもらっている
と感じていた②いつでも相談できると感じた、
の２点。

・�SVトレーニングでSVRがしたことは、SVEと
課題を共に考え、改善策をできるだけ具体化し、
一定の期間ごとに進捗を確認する機会を持ち必
要な修正をするという、まさに児童相談所の行
う在宅指導、保護者指導と同じだった。SVEが
SVRへの相談に安心感があると、ハードルが低
くなり、相談したうえで動き、結果を検証する
というサイクルを容易に繰り返すことができる
ようになる。そうした経験は血肉化し、短期間
でも驚くほど力強い成長を遂げる。これを体感
できたことは非常に幸運だった。

・�SVRとSVEがともに感情や意図の言語化を行う
ことで、考えや方向性が明確になり、SVEが
CLに対応する際には、面接の奥行きが出て、
よりケースの意図や感情を汲む結果にもつなが
ることがわかった。

・�どんな本や研修でも、実践で腑に落ちないと悩
んでいたところを手当してもらった感覚を覚え
た研修だった。SVEの未熟さはSVRの力量不足､
支援がうまく進められないときには何かが足り
ない､自分にできることはもっと他にないのか､
と考えるようになった。今回学んだ考え方は､SV
に限らずあらゆる場面で応用できると思う。

・�SVとは､ケース対応の助言や進捗管理で､その
ことがSVEの成長になると考えていたが､それ

は一方通行のSVだと気づいた。SVEがどう考
え､どう感じているか､SVR自身の言語化でSVE
にも言語化を促すことが大切、つまりSVとは、
SVEの育成だけでなくSVR自身の自己成長なの
だという意識に変わった。

・�前期研修ではよく理解できなかった内容も、イ
ンターバル期間のSVトレーニングに取り組ん
でから後期研修に参加すると、前期研修で聞い
たことが腑に落ちるという不思議な体験だっ
た。他の参加者の実践からも大切な視点を得ら
れたことはとても貴重な財産になった。

Ⅳ 児童福祉司スーパーバイザー研修の今後の展望
　 と課題

本稿では、「バイジーとバイザーがともに育ち合
う児童福祉司スーパービジョンの実際」をテーマに、
小グループで研修を実施する「児童福祉司スーパー
バイザーアドバンスコース」のプログラム概要等に
ついて報告しました。前述したSVトレーニングシー
ト・受講アンケートの記載からは、本研修に参加し
たことにより児童福祉司スーパーバイザーが行う
スーパービジョンにもたらされた良い変化を読み
取ってもらえたのではないかと思います。

一方、この “SVEとSVRがともに育ち合う” とい
う視点や姿勢、考え方を、これからSVRになること
が期待される児童福祉司を対象とする法定研修のプ
ログラムにも取り入れることが、次に取り組みたい
課題です。虹センター研修部としては、「児童福祉
司スーパーバイザーアドバンスコース」から得られ
た知見を本研修に参加した受講者の皆さんとともに
深めつつ、広げていきたいと考えています。
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こども家庭センターガイドラインに「協働関係」の記載
令和４年改正児童福祉法に新しく定められた「こ

ども家庭センター」の運用が、今年度（令和６年度）
の４月から始まりました。住民にとって身近な支援
機関である市区町村において、母子保健部門と児童
福祉部門が一体的な組織となって、子どもや家庭に
対する早期支援を推進することが、この新しい制度
を創設した目的です。児童虐待相談の対応件数が増
加し続け、死亡事例の認知件数も横ばいが続く中、
問題の “川上” に遡って早期に対策を講じる方針は、
虐待を未然に防止する上で有効ではないかと思われ
ます。

私は興味を持って、こども家庭庁から発出された
こども家庭センターのガイドラインに目を通してみ
ました。そしてガイドラインの中で、当事者と支援
者の関係について新しい考え方を取り入れているこ
とに気づきました。特にサポートプランに関する説
明で明確なのですが、当事者と支援者の間で「協働」
することを強調していると感じました。以下に、ガ
イドラインの記述を引用します。

「こども家庭センターガイドライン」について（令
和６年３月 30 日付け局長通知　こ成母第142号，こ
支虐第147号）から引用

19p�　要支援児童等に該当し、母子保健機能・児童福祉機能
の双方の支援が必要と判断された場合、可能な限りこど
もや保護者の参加を得て思いや意見を聞き、信頼関係に
基づいて保健師等と子ども家庭支援員等が協働でサポー
トプランを作成する。

22p�　支援対象者との十分な信頼関係の構築には、サポート
プランの作成過程において、行政の立場からみた支援対

象者のリスクに着目するだけでなく、支援対象者の声を丁
寧に聴き取る過程で強みやニーズ（支援対象が具体的に
表出したものだけでなく、支援者が捉えた潜在的なものも
含む）を把握し、こどもの最善の利益の実現という同じ目
標に向かう協働関係（パートナーシップ）を形成すること
が欠かせない。また、対象者との協働には、「傾聴して、
共感し、承認する」という姿勢が必要であり、対象者の不
安解消が必要な時は、例えば、こどもの所属機関や家庭
への支援に携わってきたサービス事業者等、これまでに深
く関わってきた者の協力を得るなどの工夫も必要である。

このように当事者と支援者の関係は、協働とか協
働関係だと記されています。さらに、協働関係はパー
トナーシップだという記述もあります。従来は「協
働」という言葉は、主に関係機関同士の機関連携の
文脈で使われていたように思います。しかしガイド
ラインでは、対象者と支援者の間の「協働」につい
て述べています。これは、援助関係においても「協
働」するということを言っているのだと思います。

当事者主体への転換と他領域における進展
機関連携における協働とは、関係機関の間で情報

を共有し、異なる専門性を持つ者同士が対等に議論
をし、そして共通の目標を設定して、その実現のた
めに各機関が持つ支援策を持ち寄ることと言えま
す。一般的に当事者はこの機関連携・協働の輪の中
に含まれておらず、支援を受ける受援者として “対
岸” に置かれています。しかし、こども家庭センター
のガイドラインでは、支援者と当事者は協働関係に
あり、共通の目標を目指して共に支援を進めるパー
トナーだと位置づけています。当事者の位置づけを
180度置き換えて、支援者と同じ “此岸” に居る者

「協働関係」という援助関係が始まろうとしている

子どもの虹情報研修センター 研修部　中垣　真通
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としている訳です。当事者も支援の実施者もしくは
主体と捉え直す、発想の転換（パラダイムシフト）
が起きています。

治療や支援の方針決定に当事者が参画する取り組
みは、医療や福祉の領域では以前から広く取り入れ
られていました。インターネットで検索してみると、
患者の自己決定権を尊重するインフォームドコンセ
ントについて、医療法（昭和23年法律第205号）に
明記されたのは1997年のことでした。社会福祉の領
域では、フェリックス.P.バイスティックが提唱した “バ
イスティックの７原則”（“The Casework Relationship”  
1957 訳本「ケースワークの原則」）に「自己決定」
の原則が挙げられています。そして、障害者の自己
決定権が日本の法律に採り入れられたのは、社会福
祉法（昭和26年法律第45号）を改正して、措置費制
度から支援費制度に転換した2003年頃からと言われ
ています。

児童福祉領域での当事者主体の動き
医療や障害者福祉領域の動向に比べると、児童福

祉領域では当事者の自己決定や主体性を尊重する動
きが、ゆっくりしているように私には感じられます。
子どものことを “保護すべき対象” と規定していた
児童福祉法（昭和22年法律第164号）が改正された
のは2016年のことでした。こどもの権利条約を批准
した年が1994年ですから、子どもを “権利の主体”
として位置づけるまでに22年を要しました。このよ
うに時間がかかった背景には、子どもは判断能力が
未熟だという考えがあったようです。たしかに、“未
熟だ” と見なしている相手を権利の主体と位置付け、
対等な立場で協働することは考えにくいと思いま
す。また、児童虐待対応の領域では、保護者も当事
者となりますが、“虐待加害者” と見なしている人
との間に対等なパートナーシップを結び、その意見
を尊重するべきだと言われても、支援者としては頭
が混乱してしまうと思います。他にも様々な事情が
影響してきた結果でしょうけれど、我が国の児童福
祉領域では当事者の自己決定や主体性を尊重する動
きは、はかばかしく進展しませんでした。

海外の児童虐待対応の動向
海外に目を向けると、ニュージーランドやオース

トラリアなどのオセアニア圏では、1980年代に児童
虐待対応においても家族や親族を重視する流れが生
まれていました。ニュージーランドにおいては、先
住民族に対する差別的な政策への反省から、1989年
に「子ども、青少年および家族法（Children, Young 
Persons and Their Families Act）」が制定され、親
子分離をするような虐待事例等はFGC（Family 
Group Conference）の開催が法的に義務づけられて
います。FGCとは、当事者家族等と保護＆ケア部門
のソーシャルワーカーが養育上の問題を解決するた
めに話し合い、解決のプランを家族等が提案するよ
うに求める当事者参画型の介入手続きです。

オーストラリアでもアンドリュー・ターネル（Andrew 
Turnell）がサインズ･オブ･セイフティ アプローチ

（Signs of Safety Approach）を創始しました。これ
は、当事者と専門職が協働関係に基づいて、親族、
友人、知人などの “安全を守る人” の協力を得ながら、
児童を守るための新たなネットワークを創り、家族
が主体となって安全な養育環境を構築することを支
援するアプローチです。

その他の国々でも、当事者が主体的に適切な養育
環境を築くことを支援する方向性が広まっていま
す。イギリスでは児童保護中心の政策が見直されて、
家族と支援者との間に協働関係を築き、早期支援を
実施するようになっています。アメリカにおいては、
児童虐待の早期発見と保護を軸とした基本方針を改
めて、「家族維持（Family Preservation）」の取り組
みを推進しています。この取り組みは、子どもの安
全の構築を目指して、家族全体のウェルビーイング
が向上するように支援するという「家族中心実践

（Family Centered Practice）」の考えに基づいて進
められています。

エキスパート同士というパートナーシップ
ここまで「協働関係によるパートナーシップ」や

「自己決定と当事者主体」という考えに基づく支援
の動向を述べてきましたが、そもそも「協働関係」
とか「当事者主体」になると、当事者と支援者の関
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係がどうなるのかイメージしにくいと感じた方もい
るのではないでしょうか。次に当事者と支援者の
パートナーシップとはどういう関係なのか、詳しく
見ていきたいと思います。

私が協働関係という援助関係を初めて知ったの
は、10数年前に受講したサインズ･オブ･セイフティ
の研修会でした。当時の私は児相の受付部門で相談
員兼危機介入要員兼児童心理司の立場にあり、対立
が生じやすい初期対応に苦労していました。そんな
時に「当事者は支援者のパートナーだ」と教わった
訳です。正直なところ、麗しい理想論を聞かされて
いるような気分でした。

しかし、説明を聞いているうちに、私にも徐々に
理解できてきました。理解の糸口になったのは、“当
事者のほうがよく分かっていることもある” という説
明でした。例えば、トラブルが起きた時に家庭内で
何が起きていたのかとか、家族として本当はどうな
りたいのかとか、家族にとって何が幸せなのかなど
は、当事者のほうがよく分かっています。支援者は
わかったつもりにならずに、教えてもらいたいという
姿勢でいるほうがスムーズに話し合いが進みます。
一方で支援者は、専門的な知識を持っています。だ
から当事者がどうなりたいのかを聞いたら、それを
実現するために役立つ情報を伝えることができます。

つまり協働関係においては、当事者も支援者も役
立つ情報やリソースを持つエキスパート同士だとい
う考え方なのです。そして、両者がパートナーシッ
プを組んで協力することができたら、解決への道の
りがグッと縮まるという訳です。支援者が “専門家”
として責任を担う優越的なポジションで頑張らなく
ても、素直に “その点は分からないから教えてくだ
さい” という「無知の姿勢（Not knowing）」を取
ることで、当事者の主体性が発揮されやすくなると
言われれば納得です。さらに、当事者が主体的に取
り組めば、行動の変化が進みやすいし、その変化も
持続するという説明も了解できます。支援者として
は、色々と有難いことがある考え方だと思いました。

“加害者” との協働関係
このように協働関係は、上下関係を持たない対等

なパートナーシップです。ですから、支援者が当事
者に対して命令を下すことには自制的なのですが、
だからと言って当事者にへりくだったりすることは
ありません。どちらかが相手の言い分に従う服従関
係を作らないように、慎重に配慮します。しかし児
童虐待対応においては、強制権限を行使する必要が
生じる時もあります。そのため協働関係を取り入れ
ている国では、権限行使の判断に司法が関与するこ
とが一般的です。このように上下関係を扱う機関と
対等な関係を持つ機関の間で役割を明確に分担する
ことで、“加害者” に対する支援という一見矛盾す
る課題に対応できる体制を整えています。

この役割分担をしていても、支援者の気持ちの中
には “加害者” との協働関係という難しい課題が残
ります。子どもにひどい体罰を加えたり、性的な加
害行為を働いたりした保護者は、一般的に見れば許
されざる “加害者” です。支援によって良き養育者
に変わることが想像できない場合もあります。その
ような人と協働関係を結んで、支援を行うことに疑
問を感じることは自然な感情だと思います。

私にとって、この疑問に対するひとつの答となっ
た事件がありました。2019年に発生した「京都アニ
メーション放火殺人事件」です。この事件では36人
もの命が奪われ、戦後の殺人事件で最も死者数が多
い事件となりました。犯人は自身も全身に火傷を
負って病院に搬送され、医療スタッフの懸命の努力
によって一命をとりとめました。この時の主治医が
報道機関のインタビューに対して、次のようなこと
を答えていました。「全身がひどい火傷だった。こ
の患者は何人もの命を奪った殺人者でいずれ死刑に
なるだろうと思うと、治療すべきか躊躇した。しか
し、目の前に生死をさ迷う患者がいれば、その命を
救うのが医師の使命だと思った。」職業上の使命と
はどういうものか、端的に語る言葉だと思いました。
“治るか分からないから治療しない”、“悪い人だから
治療しない” とは言わないのです。“治療” という言
葉を “支援” に置き換えれば、児童福祉に携わる支
援者にも当てはまる言葉だなと、私は感じました。
“虐待加害者” と呼ばれる保護者は、支援者にとっ
ては “支援対象者” です。支援者には力及ばないこ
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とがありますし、個人的な感情もありますが、支援
者が果たすべき役割は支援です。児童福祉に携わる
様々な支援者は、当事者のウェルビーイングの向上

のために地道に支援を積み重ねるエキスパートなの
だと思います。
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令和５（2023）年度専門研修の実績と評価について

 １　令和５（2023）年度における取り組みの概要　
（１）専門研修の方向性
ア　大切にする事柄

子どもの虹情報研修センター（以下、当センター）は、平成14（2002）年度の開設以来、高度な実践力を有す
る指導者の育成を基本理念として、新たな知見や技法の普及を図り、現場のニーズに根差した研修を実施し研
修の効果や方向性を検証してきました。その過程で、研修企画の上で大切にする事柄として、支援者支援の考
えを加えたり、受講者・講師・当センターの間の対等性という考えを加えて現在に至っています。

近年、こどもを取り巻く社会環境が大きく変化していることを受け、改めて当センターの社会的使命を所内
で検討し、これまで大切にしてきた「現場に学び、現場に返す」という価値観をより深め、当センターの活動の
原点であり、目標である“子どもと家族の幸せ”をさらに強く意識することとしました。

＝ 研修事業の基本的価値 ＝
　 基本的価値：『子どもと家族から学び、現場を通じて、子どもと家族に返す』
　 行 動 基 準 ： ① 現場のニーズ、施策の動向、国内外の最新の知見等に基づく時宜を得た企画 
　 　　　　　　② 現場の苦労、努力、工夫に根差した、気づきと実践につながる研修 
　 　　　　　　③ 職種や職域をまたぐ支援者同士のつながりとエンパワー 
　 　　　　　　④ 支援者が安心して実践を振り返ることができる温かな学びの場の提供
　 　　　　　　⑤ 受講者・講師・当センターが対等に学び合う場の構築

イ　今後の展望
これからの研修企画において、重要な課題となるのは以下の３点と考えています。
○ 子どもや家族を主体とする視点の普及
　・支援者と支援対象のパートナーシップに基づく協働的な支援の啓発
　・研修センターも、受講者が主体的に学ぶ研修デザインの活用を推進
○ 家族の力とつながりを大切にする視点の普及
　・�適切なリスク評価を前提として、生活面から精神面にわたる家族のニーズの把握と、強みや希望を軸に

した協働関係に基づく目標設定を行う、包括的アセスメントの普及
　・�こども家庭センターを核として、複数の支援機関等からなる地域ネットワークによって家族とつながる、

包括的な家族支援の普及
○ 研修対象の広がりへの対応
　・�市町村職員のソーシャルワーク技能の向上が喫緊の課題であり、オンラインによる基礎知識や基礎技術

の普及が急務
　・�都道府県等の研修企画者や育成担当者が、各地でより実効性が高い研修を実施できるように育成するこ

とが急務

ウ　研修企画の意図
令和５（2023）年度の研修企画にあたって、下表の通りキーフレーズを設定しました。
キーフレーズは、令和３（2021）年度から設けており、今、重視する研修内容を言語化することで、研修企画

の方向性を収斂させています。
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表１－１　令和５（2023）年度のキーフレーズ
  地域での早期支援

  連帯感のあるチーム

  援助関係の構築

  協働による包括的アセスメント

  新任者の育成

  子どもの意見表明と参画

通底するテーマ ： 『子どもの “声”をきく』

令和５（2023）年度は、包括的アセスメントに関する項目を追加して、子どもや家族の背景への共感的理解と
ストレングスへの注目を、従来以上に強調しました。

また、キーフレーズに通底する内容として、子どもの“声”をきくことも重視しており、研修プログラムには、
きくことの意義と自らの姿勢を省察する機会を、積極的に取り入れました。これは、本年（令和６（2024）年）４
月施行の意見表明等支援事業を含む児童の意見聴取等のしくみの整備に先立ち、制度改正の精神を普及啓発す
ることを企図してのことです。

企画意図を研修内容に反映するためには、講師との意思疎通が重要ですが、オンラインでの打ち合わせが容
易になったことにより、講義の要点や演習の進行について、事務局と講師の間で事前に意見交換する時間を持
つことができました。

（２）令和５（2023）年度の研修実績
ア　実施本数と受講者数

令和５（2023）年度は合計28本の研修を実施し、延べ受講者数は2,078人でした。「児童福祉施設心理担当職員
合同研修」、「児童相談所職員合同研修」の２本は、１年間の休止から再開したものです。

延べ受講者数が2,000人を超えたのは、年間に30本の研修を実施した2012年度以来です。ライブ配信を活用
して、柔軟に受け入れ人数を増やしたことが、受講者数の伸びにつながっており、申し込みをお断りした人数
も44人*と、コロナ感染症の流行前に比べて大幅に減少しています。

註） 参加者決定時にお断りした申込者数
　　平成29（2017）年度 383人，平成30（2018）年度 191人，平成31（2019）年度 212人

表１－２　研修数と参加者数の推移
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イ　実施形態
ICT（情報通信技術）の普及に伴い、研修の実施形態が多様になりました。主な実施方法は、「参集」・「オ

ンデマンド配信」・「ライブ配信」の３種類で、これらを組み合わせることで、継続性の高い研修を構成する
ことが可能になりました。
※� 「参集」は受講者同士の省察と交流に効果的であり、「オンデマンド配信」は受講時間や受講科目を受講者が選べ、「ライブ配信」

は大人数が地元で受講できるという強みがあります。一方で、 当センターが令和４（2022）年度に実施したオンライン研修に関
する研究（中垣他 2022）では、グループ討議等の演習科目は、オンライン研修において評価が低いことが分かっています。

表１－３　研修ごとの実施形態

区分 実施形態 参集 オンデマ
ンド配信

ライブ
配信 備考

継
　
続

児相長 ○ ○ ○ 前期・インターバル・後期の構成
インターバル中に事例まとめと事前課題

福祉司SV ○ ○ 前期・インターバル・後期の構成
インターバル中に E ラーニングと SV 実習を実施

児心 ○ ○ ○ 前期ライブ配信・OJT・後期参集

児童養護 ○ ○ ○ 前期ライブ配信・OJT・後期参集

心理司 ○ ○ ○ 前期ライブ配信・OJT・後期参集

施設職員事例検討 ○ 〇 プレ研修・月例検討会・修了研修
の構成。月例検討会はライブ配信

福祉司SVアドバンス ○ 〇 前期と後期の間に遠隔ミーティング
メーリングリストも併用

単
　
回

乳児院 ○ ○ 事前視聴し参集で演習する反転学習

母子生活 ○ ○ 事前視聴し参集で演習する反転学習

保健師 ○ ○ 100 人規模、グループ演習実施

施設心理 ○ ○ 100 人規模

児相合同 ○ ○ グループ討議実施

教育福祉合同 ○ ○ AM250 人規模ライブ
PM 50 人規模事例演習

児相弁護士 ○ ○ 嘱託職員は出張しにくいことを考慮

市区町村 ○ ○ 100 人規模

児相医師 ○ ○ 嘱託職員は出張しにくいことを考慮

医師専門 ○ ○ 嘱託職員は出張しにくいことを考慮

テーマ別 ○ 250 人規模

ウ　行政機関向けの研修
当センターでは、「児童相談所長研修（前期・後期）」と「指導教育担当児童福祉司任用前研修（前期・後期）」（旧 

児童福祉司スーパーバイザー義務研修）の２つの法定研修を実施しています。前者は平成17（2005）年度から、
後者は平成29（2017）年度から法定研修として実施しており、いずれも児童福祉法の改正により受講が義務化
されたことを受けて開始しました。
「指導教育担当児童福祉司任用前研修」（以下、福祉司SV研修とする）は令和４（2022）年度から受講対象が福

祉司SVに任用される前の者に変わり、研修内容にも変更がありました。新たに筆記試験、後輩福祉司へのSV
実習、受講者全員の事例報告などの内容が加わりました。移行期なので、現任者も半数程度参加しました。
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【参考】　福祉司SVの法定研修受講状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）　

研修所名／年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 合計

子どもの虹
情報研修センター

175
２回

161
２回

188
２回

70
２回

216
３回

216
３回

250
２回 1,276

SBI子ども希望財団 83
１回

73
２回 － － － － － 156

西日本こども
研修センター あかし － － 60

１回
96

２回
163

３回
155

３回
128

３回 702

特別区職員研修所 － － － 31
１回

47
１回

45
１回

45
１回 168

合　計 258 234 248 197 426 416 552 2,302

法定研修である「児童相談所長研修」と「福祉司SV研修」は、以前は、受講者アンケートの評点が一般の研修
よりも低くなる傾向がありましたが、令和３（2021）年度から一般の研修に近い評点になりました。その要因と
して、ICTによって講師との事前打合せが充実したことと、児相において人材育成への関心が高まったことが
寄与していると考えています。

また、これらの法定研修は、前期課程－インターバル期間－後期課程という継続性のある構成になっていま
す。特に「福祉司SV研修」は、インターバル機関にeラーニングやSV実習を行う設定になっています。受講
者に負担がかかりますが、アンケートでは負担に見合う効果があるという意見が多く見られます。

市区町村職員を対象とした「市区町村虐待対応指導者研修」は、利便性に配慮してオンラインで実施しました
が、定員（100人）を若干下回る98人でした。受講者アンケートでは、他自治体の取り組みへの関心の高さを窺
わせる感想が多く見られました。

〔自由記述の抜粋〕

⃝ �他の自治体の方と意見交換する機会はないので、貴重な機会となった。ショートステイの在り方や、子ども家
庭センターへの設置の仕方も他の自治体の状況を知り、良い部分は今後の自分の業務に取り入れていきたい。

⃝ �支援対象者と一緒にジェノグラムを描くこととか、通告での初期対応を対象者の理解を深める場と捉えるこ
となど、大変学びになった。

⃝ �グループ討議の時間が十分設定されていて良かった。また、事前に提出したアンケートがあったので、後半
のグループ討議はそれをもとに自由にいろいろな話ができてよかった。

エ　児童福祉施設関連の研修
大勢を対象に講義を配信する研修（「児童心理治療施設･児童養護施設指導者研修＜ライブ配信コース＞」105

人参加，「児童福祉施設心理担当職員合同研修」119人参加）は、ライブ配信の形態を採りましたが、他の研修
では参集型の研修形態としました。参集型中心の研修実施は、令和２（2020）年度以来４年ぶりで、コロナ禍の
間の閉塞感から解放されて、職場を離れて学ぶ機会が再開したことを喜ぶアンケート記述が多くみられました。
また、他機関との交流を求めるニーズが高かったことも、自由記述から見て取れます。

■ 事業報告 ■

100



〔自由記述の抜粋〕

⃝ �他の施設の方と情報共有できることは、お互いに刺激になり「知ること」の大切さを改めて感じた。経験年数
や施設での役割が違うメンバーだからこその相乗効果もあり、初心に戻ったり、学びを深めたりと大変有意義
な時間であった。対面での研修は久しぶりだったので、より一層充実した研修になった。

⃝ �参集だからこそ得られる知識以外の参加者のパワーや思いをたくさん感じることができ、自身の働く意欲に繋
がった。

ライブ配信→インターバル期間のOJT→参集研修をセットにした “継続型” 研修について、大変だが、課題
を意識して業務にあたれたとか、自分と向き合う時間となったなどの記述が見られました。単回の研修よりも、
省察効果が高いと言えるかもしれません。また、オンデマンド講義・事例概要作成・参集研修での演習を一連
のセットとした反転学習によるアセスメントの実習について、効果的という記述が多く見られました。参集型
研修におけるICTの活用について、好意的な記述が見られ、今後の可能性を感じています。

〔自由記述の抜粋〕

⃝ �オンライン研修、課題設定からのインターバル期間を経ての研修は、他の研修と違い自身と向き合う時間を多
く要した。とても労力のかかる研修で、考える必要のあることに直面化させてもらえて、非常に有難く感じた。

⃝ �オンデマンドで学習をして、参集研修で復習をしながら実践的な演習をするというのは、初めての経験だった
が深く掘り下げることができて良かった。

⃝ �QRコードを読み取って、個々にスマホから感想を送るシステムは、現代的で親しみ深く面白かった。その感想
に一言ずつ返答してくれたのも、参加者としては嬉しかった。子どもの支援を考えると同時に、職員側にもす
ごく寄り添ってもらえた。

「子どもの “声” をきく」というテーマに関しては、研修内の科目を通して共通するテーマと感じた旨の記
述が多く、子どもへの共感性が高まったという感想も多く見られました。また、職員の “声” に関する記述も
多く、メンタルヘルスや職員同士の支え合いの文脈で書かれたものが見られた。

〔自由記述の抜粋〕

⃝ �「声なき声を聴く」というテーマで、子どもについて様々な視点から見立てていくやりかたを学び、さらに実
際にケースの見直しや事例検討を実践してみて、より深く子ども自身についてもケースワークとしても考える
ことができた。

⃝ �事例検討では今まで見れなかった別の視点から見ることができて、ハッとさせられたと同時に、子どもがどう
いう気持ちで過ごしていたのかを実感すると涙がこぼれた。

⃝ �精神的に疲弊しやすい職場であり、今後も引き続き課題に取り組みつつ、職員と児童の声なき声を拾っていき
たい。

なお、平成29（2017）年度から、全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会並びに全国母子生活支援施
設協議会が作成した研修体系に基づき、各プログラムが研修体系のどの育成領域に該当するかを明記してい
ます。
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オ　テーマ別研修
テーマを「子どもの “声” を聴く」として、子どもの “声” にこだわった１年の締めくくりとしました。意

見表明等支援事業の運用が始まる前に、意見や声をきくことの意味や意義について、改めて考えてみるという
意図による企画でした。

ライブ配信で実施して、257人が受講しました。通常は200人前後の受講者数なので、例年よりも多い人数でした。
受講者の満足度の評点は、５点満点中５点とした人が65.0%で平均評点が4.6でした。自由記述には、思考や

自己内対話が活性化したとか、自らの固定観念を見つめ直したとか、前向きな活力が湧く時間となったなどの
記述が見られました。

〔自由記述の抜粋〕

⃝ �非常にたくさんの連想が湧いてくる有意義なとても豊かな時間となった。思考が柔らかく、活性化されてくる
感じがあり、「こんなこともやれると面白いのでは？」という具体的なアイデアがポンポンと出てきた。良い
時期に良い研修を受講できて本当にありがたかった。

⃝ �子どもの声を聴くことは、支援者自身も自分の声を聴く、発信することが欠かせないと感じた。支援者とクラ
イエントとして、というよりも「人と人との対話」を大切にしていくことを改めて感じることができた。参加
できてよかった。大きな気づきと学びを得た。

⃝ �すべてに追われるような毎日を過ごしている中で、つかの間のそしてとても貴重な自己研鑽の時間となった。
新しいものを取り込むことに躊躇し、気後れする気持ちが先行していた中、新たな視点や知識、参加しなかっ
たら知ることもなかったことを知れた嬉しさをかみしめている。

なお、平成31（2019）年度からテーマ別研修は文献研究と関係の深いテーマを設定しており、今後も研修と研
究の連携に基づいた情報発信を行っていきます。

カ　研修機関等との連携
西日本子ども研修センターあかし（以下、西日本センター）が平成31（2019）年４月に事業を開始して以降、

当センターとの合同会議を定期的に開催し、研修運営や講師に関する情報交換、相互の視察などを行っていま
す。「統括支援員基礎研修」では、共通使用の動画の制作に当たって、講師選定等で協力しています。

国立武蔵野学院附属人材育成センターとは、例年どおりに相互に講師を派遣したことに加え、西日本センター
と当センターの３センター間で、実務に関する情報交換を行っています。

その他、児童福祉施設の全国協議会との連携も継続しており、全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議
会、全国母子生活支援施設協議会が実施する事業に職員が参画したり、講師として協力しています。

東京都児童福祉人材トレーニングセンターについては、研修体系を検討するワーキンググループに職員が参
画し、面接スキルに関するテキスト作成に協力し、講師派遣も行いました。特別区職員研修所については企画
委員会に参画し、講師派遣も継続しています。その他、各地の地方自治体が実施する法定研修や独自研修に講
師を派遣し、関係機関の研修事業に協力するとともに、現場の情報を収集して研修ニーズを把握する一助とし
ています。
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 ２　実績統計　

（１）研修参加者数
令和５（2023）年度は28本の研修を計画し、実施本数は28本でした。参加者数は延べ2,078人（令和４（2022）年

度1,827人）でした。「児童福祉施設心理担当職員合同研修」は、演習を伴うプログラムでしたが、大幅な定員超
過で、35人をお断りしました。

表１－4　令和５（2023）年度研修別参加状況　

番号 研　　　修　　　名 参加者
（人）

キャンセル
（人）

お断り
（人）

児
童
相
談
所

１ 【オンライン】児童相談所長研修A＜前期＞　 35 0 0

２ 【参集】児童相談所長研修A＜後期＞　 36 0 0

３ 【オンライン】児童相談所長研修B＜前期＞　 47 1 0

４ 【参集】児童相談所長研修B＜後期＞　 47 1 0

５ 【オンライン】指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜前期＞ 128 1 0

６ 【オンライン】指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜後期＞ 123 6 0

７ 【オンライン】指導教育担当児童福祉司任用前研修B＜前期＞ 125 5 0

８ 【オンライン】指導教育担当児童福祉司任用前研修B＜後期＞ 127 8 0

９ 【オンライン】児童相談所職員合同研修 48 1 0

10 【オンライン】児童心理司指導者研修＜ライブ配信コース＞ 84 1 0

11 【参集】児童心理司指導者研修＜参集コース＞ 53 2 0

12 【オンライン】児童相談所弁護士専門研修 47 3 0

13 【オンライン】児童相談所医師研修　 33 1 0

14 【参集】児童福祉司スーパーバイザーアドバンスコース＜前期＞ 10 0 6

15 【参集】児童福祉司スーパーバイザーアドバンスコース＜後期＞ 10 0 0

児
童
福
祉
施
設

16 【オンライン】児童心理治療施設・児童養護施設指導者研修＜ライブ配信コース＞ 105 2 0

17 【オンライン】児童福祉施設心理担当職員合同研修 119 3 35

18 【参集】児童心理治療施設指導者研修＜参集コース＞ 21 3 0

19 【参集】児童養護施設指導者研修＜参集コース＞ 50 4 0

20 【参集】母子生活支援施設指導者研修　 51 3 0

21 【参集】乳児院指導者研修 54 1 0

22 【参集】施設職員事例検討会プレ研修 8 0 3

23 【参集】施設職員事例検討会修了研修 8 0 0

市
区
町
村

24 【オンライン】児童虐待対応保健職員指導者研修 84 2 0

25 【オンライン】市区町村虐待対応指導者研修 98 3 0

そ
の
他

26 【オンライン】教育・福祉虐待対応職員合同研修 247 17 0

27 【オンライン】医師専門研修 23 4 0

28 【オンライン】テーマ別研修「子どもの “声” を聴く」 257 7 0

合　　　　　　計 2,078 79 44

■ 事業報告 ■

103



（２）研修別平均経験年数
全研修参加者の平均経験年数は9.3年（令和４（2022）年度9.9年）でした。
参加者の平均経験年数が10年以上である研修が８本（令和４（2022）年度10本）あり、最も経験年数が長かった

のは「施設職員事例検討会」でした。施設系の研修で経験年数が長い傾向が見られました。
平均経験年数が５年未満の研修は１本（令和４（2022）年度１本）で、「児童相談所弁護士専門研修」でした。

表１－5　令和５（2023）年度 研修別平均経験年数

研　　修　　名 対象 平均経験年数

【オンライン/参集】児童相談所長研修A 新任児童相談所長 児相経験 13.0年

【オンライン/参集】児童相談所長研修B 同上 児相経験 10.6年

【オンライン】指導教育担当児童福祉司
任用前研修A

児童福祉司として3年以上勤務した者であって、指導
教育担当児童福祉司として職務を行うことが期待さ
れる者

児相経験 6.3年

【オンライン】指導教育担当児童福祉司
任用前研修B

同上 児相経験 7.1年

【オンライン】児童相談所職員合同研修 児童相談所職員で、児童虐待対応経験通算3年を満
たした者 児相経験 5.7年

【オンライン】児童心理司指導者研修
＜ライブ配信コース＞

児童相談所児童心理司経験通算5年を満たした児童
心理司（スーパーバイザーを含む） 心理司経験 8.4年

【参集】児童心理司指導者研修
＜参集コース＞

児童相談所児童心理司経験通算5年を満たした児童
心理司（スーパーバイザーを含む） 心理司経験 8.4年

【オンライン】児童相談所弁護士専門研修 児童相談所に勤務している弁護士（常勤・非常勤・
嘱託を問わない） 児相経験 4.7年

【オンライン】児童相談所医師研修 児童相談所に勤務する医師（勤務形態は問わず、非
常勤や嘱託を含む） 児相経験 7年

【参集/オンライン】児童福祉司スーパーバイ
ザーアドバンスコース

児童福祉司スーパーバイザーで、高度専門的な知識・
実務を継続的に学びたい者 児相経験 8.1年

【オンライン】児童心理治療施設・児童養
護施設指導者研修＜ライブ配信コース＞

児童心理治療施設で基幹的職員等指導的立場にあ
り児童福祉施設経験通算3年を満たした者

児童養護施設で基幹的職員等指導的立場にあり児
童福祉施設経験通算7年を満たした者

施設経験 11年

【オンライン】児童福祉施設心理担当職員
合同研修

児童養護施設、児童心理治療施設の心理職で児童
福祉施設心理職経験通算5年を満たした者

児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、
児童家庭支援センター、自立援助ホームの心理職で
児童福祉施設心理職経験通算2年を満たした者

施設経験 9.7年

凡例：
10年以上

5年未満
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研　　修　　名 対象 平均経験年数

【参集】児童心理治療施設指導者研修
＜参集コース＞

児童心理治療施設で基幹的職員等指導的立場にあ
る主任指導員、主任心理士、主任保育士等で、児
童福祉施設経験通算3年を満たした者

施設経験 8.2年

【参集】児童養護施設指導者研修
＜参集コース＞

児童養護施設で基幹的職員等指導的立場にあり児
童福祉施設経験通算7年を満たした者 施設経験 12年

【参集】母子生活支援施設指導者研修　 母子生活支援施設で基幹的職員等指導的立場にあ
り児童福祉施設経験通算3年を満たした者 施設経験 9.8年

【参集】乳児院指導者研修
乳児院で基幹的職員等指導的立場にある主任保育
士や家庭支援専門相談員等で児童福祉施設経験通
算5年を満たした者

施設経験 13.9年

【参集/オンライン】施設職員事例検討会 児童福祉施設で基幹的職員等指導的立場にある職員
で、高度専門的な知識・実務を継続的に学びたい者 施設経験 14.1年

【オンライン】児童虐待対応保健職員指導
者研修

市区町村の母子保健活動、子育て支援、児童虐待
防止対策に携わっている指導的立場にある保健師・
助産師・看護師、また児童相談所に勤務する保健
師で、児童虐待関連業務経験通算5年を満たした者

虐待対応 10.6年

【オンライン】市区町村虐待対応指導者研修

市区町村子ども家庭福祉相談担当部署、子ども家庭
支援総合拠点、要保護児童対策調整機関、要保護
児童対策地域協議会において指導的立場にあり、児
童虐待関連業務の経験が通算5年を満たした者

虐待対応 8.9年

【オンライン】教育・福祉虐待対応職員合
同研修

学校や教育委員会などの教育機関、市区町村、児
童相談所で児童虐待関連業務に携わる者であって、
児童虐待関連業務経験通算2年を満たした者

教職経験
虐待対応
児相経験

12.9年

【オンライン】医師専門研修 児童相談所、児童福祉施設、保健機関、医療機関
等に勤務している児童虐待の対応に携わる医師 現所属 5.5年

【オンライン】テーマ別研修
「子どもの “声” を聴く」

この問題に関わる専門職で、各所属機関で指導的立
場にあり、児童虐待関連業務経験通算3年を満たし
た者

虐待対応 9.3年

全研修の平均経験年数 9.3年
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 ３　研修の評価　

（１）研修全体の評価
研修終了後にアンケートを実施し、研修全体が「役に立つ」と思う程度を１点から５点で評価してもらいま

した。ほとんどの研修で、４点以上の割合が90％を超えました。
令和２（2020）年度までは法定研修の評価が相対的に低い傾向にありましたが、令和３（2021）年度のオンライ

ン研修本格導入以降、他の研修と同程度の評価となりました。
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表１-６　2023年度　研修全体の評価 (人)

Ｎｏ 　　研　　修　　名　　称
参

加

回

答

1,3 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所長研修＜前期＞　※AB合同 82 82

2 【参集】児童相談所長研修A＜後期＞ 36 36

4 【参集】児童相談所長研修B＜後期＞ 47 47

5 【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜前期＞ 128 128

6 【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜後期＞ 123 123

7 【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司任用前研修B＜前期＞ 125 125

8 【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司任用前研修B＜後期＞ 127 127

9 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所職員合同研修 48 48

10 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童心理司指導者研修＜ﾗｲﾌﾞ配信ｺｰｽ＞ 84 84

11 【参集】児童心理司指導者研修＜参集ｺｰｽ＞ 53 53

12 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所弁護士専門研修 47 46

13 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所医師研修　 33 32

14 【参集】児童福祉司ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ<前期> 10 10

15 【参集】児童福祉司ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ<後期> 10 10

16 ＞ｽｰｺ信配ﾞﾌｲﾗ＜ 修研者導指設施護養童児･設施療治理心童児】ﾝｲﾗﾝｵ【 105 105

17 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童福祉施設心理担当職員合同研修 119 119

18 【参集】児童心理治療施設指導者研修＜参集ｺｰｽ＞ 21 21

19 【参集】児童養護施設指導者研修＜参集ｺｰｽ＞ 50 50

20 【参集】母子生活支援施設指導者研修　 51 51

21 【参集】乳児院指導者研修 54 54

22 【参集】施設職員事例検討会プレ研修 8 8

23 【参集】施設職員事例検討会修了研修 8 8

24 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童虐待対応保健職員指導者研修 84 83

25 【ｵﾝﾗｲﾝ】市区町村虐待対応指導者研修 98 98

26 【ｵﾝﾗｲﾝ】教育・福祉虐待対応職員合同研修 247 219

27 【ｵﾝﾗｲﾝ】医師専門研修 23 23

28 【ｵﾝﾗｲﾝ】テーマ別研修「子どもの“声”を聴く」 257 244

2078 2034合　　　計

児
童
福
祉
施
設

市

区

町

村

そ
の
他

児
童
相
談
所
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（２）研修の効果
「知識」「気づき」「意欲」の３つの指標について、研修全体でどの程度「効果がある」と感じたか、１点か

ら５点で評価してもらいました。
ほとんどの研修及び指標において、４点以上の評価をした人が80％を上回りました。例年「気づき」の評価が

高い傾向が見られますが、令和５（2023）年度は「知識」や「意欲」が最も高い研修が多数ありました。
ただ、「児童相談所長研修B＜後期＞」、「指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜前期＞」では「意欲」の指

標で４点以上が80％を下回りました。
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効果あり 効果なし 

表１-７　2023年度　研修効果 (人)

Ｎｏ 　　研　　修　　名　　称
参

加

回

答

側

面

知識

82 82 気づき

意欲

知識

36 36 気づき

意欲

知識

47 47 気づき

意欲

知識

128 128 気づき

意欲

知識

123 123 気づき

意欲

知識

125 125 気づき

意欲

知識

127 127 気づき

意欲

知識

48 48 気づき

意欲

知識

84 84 気づき

意欲

知識

53 53 気づき

意欲

知識

47 46 気づき

意欲

知識

33 32 気づき

意欲

12 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所弁護士専門研修

13 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所医師研修

児
童
相
談
所

9 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所職員合同研修

10
【ｵﾝﾗｲﾝ】児童心理司指導者研修
＜ﾗｲﾌﾞ配信ｺｰｽ＞

11
【参集】児童心理司指導者研修
＜参集ｺｰｽ＞

1,3
【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所長研修＜前期＞
※AB合同

2 【参集】児童相談所長研修A＜後期＞　

4 【参集】児童相談所長研修B＜後期＞

5
【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司
任用前研修A＜前期＞

6
【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司
任用前研修A＜後期＞

7
【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司
任用前研修B＜前期＞

【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司
任用前研修B＜後期＞

8
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* 各指標を構成する設問の回答者数の平均人数を示しています。 
「知 識」:⑴新たに知識を得ることができた、⑵これまでの知識が整理された 
「気づき」:⑴日々の支援の振り返りができた、⑵新たな視点や考え方を得ることができた、⑶自身の専門性への理解が深まった 

「意 欲」:⑴日々の業務への意欲が高まった、⑵自己研鑽への意欲が高まった 
 

 効果あり 効果なし 

Ｎｏ 　　研　　修　　名　　称
参

加

回

答

側

面

知識

10 10 気づき

意欲

知識

10 10 気づき

意欲

知識

105 105 気づき

意欲

知識

119 119 気づき

意欲

知識

21 21 気づき

意欲

知識

50 50 気づき

意欲

知識

51 51 気づき

意欲

知識

54 54 気づき

意欲

知識

8 8 気づき

意欲

知識

8 8 気づき

意欲

知識

84 83 気づき

意欲

知識

98 98 気づき

意欲

知識

247 219 気づき

意欲

知識

23 23 気づき

意欲

知識

257 244 気づき

意欲

2078 2034

17
【ｵﾝﾗｲﾝ】児童福祉施設心理担当職員合
同研修

15

16

14
【参集】児童福祉司ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
ｺｰｽ<前期>

【参集】児童福祉司ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
ｺｰｽ<後期>

【ｵﾝﾗｲﾝ】児童心理治療施設･児童養護施
設指導者研修＜ﾗｲﾌﾞ配信ｺｰｽ＞

合　　　計

25 【ｵﾝﾗｲﾝ】市区町村虐待対応指導者研修

26
【ｵﾝﾗｲﾝ】教育・福祉虐待対応職員
合同研修

27 【ｵﾝﾗｲﾝ】医師専門研修

28
【ｵﾝﾗｲﾝ】テーマ別研修「子どもの“声”を
聴く」

市
区
町
村

そ
の
他

23 【参集】施設職員事例検討会修了研修

24
【ｵﾝﾗｲﾝ】児童虐待対応保健職員指導者
研修

22 【参集】施設職員事例検討会プレ研修

【参集】児童養護施設指導者研修
＜参集ｺｰｽ＞

21 【参集】乳児院指導者研修

20  【参集】母子生活支援施設指導者研修

児
童
福
祉
施
設

児
童
相
談
所

18
【参集】児童心理治療施設指導者研修
＜参集ｺｰｽ＞

19
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（３）研修への意見・要望
研修後アンケートの自由記述には肯定的な意見に加え、研修の改善に資する要望などの意見も記されてい

ます。
また、令和３（2021）年度からは、虹センターに期待することについての意見も得られています。貴重な意見

の意図するところを検討・議論し、研修の企画・運営に活かしています。

表１－８　令和５（2023）年度　研修後アンケートの自由記述の抜粋（研修終了直後のアンケートから抜粋）

〈児童相談所〉

【オンライン】
児童相談
所長研修
<前期>

※AB合同

研修への
要望事項

⃝ �児相の専門性が求められる時代となっていくので、その時々に応じた専門
的な研修の企画をこれからもお願いしたい。

⃝ �記録映像を視聴できるようにしてもらいたい。
⃝ �今回は仕方ないが、できれば参集のほうが効果はある。

虹センターに
期待すること

⃝ �新規採用職員の基礎研修や中堅職員の参集研修など、他県職員と交流がで
きるような研修を開催してほしい。

⃝ �児相での効果的な取組について、今後も研修などで紹介してもらいたい。

【参集】
児童相談
所長研修
A<後期>

研修への
要望事項

⃝ �記録係になると自身の発言がどうしても少なくなってしまうため、言葉を
文字化するツールの活用などについて今後検討してもらいたい。

⃝ �参集研修は続けてほしいことと、SVや所長クラスは互いにピアスーパービ
ジョンが必要なため、事例検討を多くしてもらいたい。

⃝ �年２回程度で、新人向けの研修があれば、不安な若手の横のつながりができ、
有意義ではないか。検討の余地があればよろしくお願いしたい。

【参集】
児童相談
所長研修
B<後期>

研修への
要望事項

⃝ �児相の運営に関係が深い、あるいは重要と考えられる行政判例、社会保障
判例や民法判例についての解説などをしてもらえるとありがたい。

⃝ �所長３年目、５年目とか、２か所目の研修など、何か別な角度で研修の機
会を設けてもらえると有難い。

⃝ �児相の専門性についての研修以外にも、新任所長としては危機管理、人材
育成を含む組織体制など所長という立場で考える必要があることについて
も内容に入れてほしい。

【オンライン】
指導教育担当
児童福祉司
任用前研修
A<前期>

研修への
要望事項

⃝ �講義を聴いた後の感想をグループで話し合う時間があるとよかった。（例え
ば、当所では精神科通院同行をしているケースは少ないので、他児相では
どうかなど）

⃝ �職場の通信環境に不備があり、接続が切れてしまうことがあった。内容は
良かったが研修のスピードについていけなかった。もう一度見直したい。

虹センターに
期待すること

⃝ �本研修を終えた後もフォローアップの研修機会がほしい。
⃝ �所長級だけでなく、副所長、課長、班長級への階層別の研修も実施してい

ただけるとありがたい。

【オンライン】
指導教育担当
児童福祉司
任用前研修
A<後期>

研修への
要望事項

⃝ �オンライン研修は移動の負担がないので、良い点はあるが、少なくとも討
議は集まって実施してほしい。

⃝ �日々の業務が忙しい中、研修で３日仕事が滞っているため、研修後課題の
提出期限はもう少し時間をとってもらえると助かる。
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【オンライン】
指導教育担当
児童福祉司
任用前研修
B<前期>

研修への
要望事項

⃝ �事務所の形態やグループ分け、支援方法、社会資源のツール等、似ている
ところもあれば、全く違うところもあるため、それぞれの児相の状況をも
う少し話す時間があると面白い。

⃝ �国のカリキュラム上やむを得ないが、指導教育担当児童福祉司の育成が目
的なのであれば、内容が基本的過ぎるのではないかと感じた。グループワー
クでは、ワークの内容を深めるまでには至らず、もう少し時間を確保して
ほしい。

虹センターに
期待すること

⃝ �発達障害のある児童や保護者が多いため、正しい理解や対応の参考になる
研修があるとありがたい。また、今回のように、全国の児相職員と交流が
できる場も非常に良い。

⃝ �SVになって数年後に、また再度初心に戻って研修ができる機会があると新
たな気づきになると思われるため、継続的に研修が受けられる機会がある
と大変ありがたい。

【参集】
指導教育担当
児童福祉司
任用前研修
B<後期>

研修への
要望事項

⃝ �講義の受講のみであればオンラインでも支障はないが、グループワークで
受講生同士意見交換する場合は対面の方がより活発に演習に取り組むこと
ができる。

⃝ �事前課題の提出については正直、時間を要するものであり、業務時間を削っ
てやらざるを得ず、結構大変なのは事実である。（必要だとは思うので特に
減らしてほしい等の要望ではない）研修後のレポートの提出期限が短いの
は、研修で不在にしている間の業務をする必要があるので、もう少し長く
して欲しい。

【オンライン】
児童相談所

職員合同研修

研修への
要望事項

⃝ �日々の業務のヒントや活力となるような視点や知識やつながりを得るため
には今回のような研修が今後も継続して実施されることを期待したい。

⃝ �子どもの権利や意見表明についてもよく話しているセンターだが、実際に
どこまでできているのか試行錯誤の毎日である。子ども会議等をしている
ところがあれば、そんな実践報告も聞けたら嬉しい。

虹センターに
期待すること

⃝ �一時保護所職員の研修があれば是非参加したい。県内に１か所しか保護所
がないため、全国各地の保護所の先生方とグループワークで意見交換や取
り組みの共有をしたい。

⃝ �日々児相職員を支える研修を開催してもらえ感謝している。今後も質の高
い研修、職員の支えとなる研修を引き続き実施してほしい。

【オンライン】
児童心理司
指導者研修

＜ライブ配信
コース＞

研修への
要望事項

⃝ �より具体的にSVとして何をすべきか、様々なタイプの部下にどのように接
していけばよいのか、そういった話が聴ける研修があるとありがたい。

⃝ �ブレイクアウトルームがもう少し長いとよかった。もう少し皆と話した
かった。

虹センターに
期待すること

⃝ �これまで通り、理論（大学）と実践（現場）をつなぐ学びの場となるよう
に期待している。

⃝ �今後も全国の児相職員の支援をよろしくお願いしたい。同じ立場の方と話
のできる機会は貴重なので、今後もライブや参集等で全国の児相の方と関
われると嬉しい。

【参集】
児童心理司
指導者研修

＜参集コース＞

研修への
要望事項

⃝ �せっかく全国から仲間が集まっているが交流の時間をあまり持てず、グルー
プの異なる方々とも交流できる機会がもう少しあると良かった。

⃝ �ディスカッションが多く、内容も非常にボリュームがあった。時間が足り
ないと感じる場面もあり、もう少し緩やかなスケジュールでじっくり取り
組む形でも良かった。
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【オンライン】
児童相談所
弁護士専門

研修

研修への
要望事項

⃝ �意見表明権や一時保護司法審査の準備状況等、他地域の状況をうかがい、
こちらでも対応を急がなければと思うところがあった。

⃝ �今回のグループ討議のテーマは割とオープンだったように思うが、討議が
浅くなってしまった印象があるので、いくつか選択肢を示していただいて、
その中から絞ってもう少し深く討議ができるとよかった。

虹センターに
期待すること

⃝ �今後新しく勤務する弁護士のためにも、児童相談所で勤務するにあたって
必須の法的知識の整理や、今回のような法改正がある場合の確認講義があ
ると嬉しい。

⃝ �今現在、児相での活動に興味を持っていない若手弁護士に、いかにして興
味をもってもらい、後継者を確保するかについて、発信してもらいたい。

【オンライン】
児童相談所
医師研修

研修への
要望事項

⃝ �個人情報の取り扱いの問題など連携する中でのむずかしさも感じている。
そのあたりを簡便にできる方法、法的根拠などが学びたい。

⃝ �専門科により虐待対応での視点、対応に求められる役割やスキルが異なる
ため、科別でのディスカッションの場があるとより有意義ではないか。

虹センターに
期待すること

⃝ �経験年数がまだまだ少ない中で、児相医師として求められる資質にはどの
ようなものがあるのか、具体的に知る機会があると良いと感じた。

⃝ �対面できなかったものの、多少は交流を深めるきっかけになった。来年度
はハイブリッドに期待したい。

児童福祉司
スーパーバイザー
アドバンスコース

研修への
要望事項

⃝ �半年後ぐらいに再度感想やその後の取り組みを言葉にする場があるといい。
⃝ �今後についても、同じように取り組みが共有できるメンバーと意見を交わ

しながら、ケースワーク・対人援助について学ぶ機会をもちたい。

〈児童福祉施設〉

【オンライン】
児童心理

治療施設・
児童養護施設
指導者研修

＜ライブ配信
コース＞

研修への
要望事項

⃝ �先生方の話に加え、質問の時間も短かった。また、課題設定の時間も短く、
中々考えがまとまらなかったため、ライブ配信前に事前課題として与えて
もらっていると余裕ができた。

⃝ �非常にボリューミーであったため、消化不良になりかけている。もしでき
るのであれば、午前を２日に分けて行うなど、間隔をあけて今回のような
講義をしてもらえると助かる。

虹センターに
期待すること

⃝ �参集研修が増えていくことで、施設間での繋がりも出来るので、今後も研
修の開催をお願いしたい。

⃝ �専門的な研修の継続してほしい。今後も研修に参加をしたい。

【オンライン】
児童福祉施設
心理担当職員

合同研修

研修への
要望事項

⃝ �参集の心理職研修も、可能であればまたいつの日か復活してほしい。
⃝ �母子生活支援施設の心理士でディスカッションできる機会はほぼないので、他

施設の状況を知れる貴重な機会だと感じると共に、時間の限界を理解しつつ、
もう少し時間が欲しかった部分や施設種別ごとでのケース検討会等も欲しい。

虹センターに
期待すること

⃝ �社会的養護の子どもに関わる仕事をする人のネットワークをつなぐ場とし
て今後もお願いしたい。

⃝ �児相職員の研修は、どんな講義で、CWはどんな勉強をして、何を考えてケー
スワークしているのか、ということを知りたい。そして、施設職員と分か
り合えないと感じていることがあるなら、どういう部分でどんな信念を持っ
ているのか、ぜひ橋渡しをしてもらいたい。

【参集】
児童心理
治療施設

指導者研修

研修への
要望事項

⃝ �内容は充実してよかったが、「声なき声を聴く」というテーマが捉えにくく、
インターバル期間の事前課題を取り組むにあたり、戸惑いがあったのでは
ないか、とグループディスカッションをした時に感じた。

⃝ �このような場でケース検討をする意味と意義を大きく感じた。
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【参集】
児童養護施設
指導者研修

研修への
要望事項

⃝ �その場限りの研修ではなく継続型であることにとても意味を感じた。
⃝ �継続型研修についてライブ配信コースの時点で事例演習の講義があって、

それをもとにインターバル期間で事例をまとめて、参集コースで発表とい
う流れの方が、学びが深かったのではないか。

【参集】
母子生活
支援施設

指導者研修

研修への
要望事項

⃝ �今後も参集研修ができるような工夫をしてほしい。座学は動画だと見返せ
るため、今後も続けてほしい。

⃝ �事例検討については、大グループに関しては大変興味深い内容で、事例検
討というよりも実践報告をトークセッションで観覧しているような感じ
だった。できることなら、検討に参加しやすい形になると今後もっと意欲
的に取り組むことができる。

虹センターに
期待すること

⃝ �これからも同分野で集まり、専門性に特化した研修を企画してもらえるこ
とを期待している。

⃝ �施設ごとの特徴など踏まえ、研修で行われたそれぞれの施設での実践報告
を通して、当センターで、もう一度支援の仕組みや事業の取り組みについ
て研修をしてほしい。

【参集】
乳児院

指導者研修

研修への
要望事項

⃝ �各施設同士の話し合いの時間が足りないくらいで、もう少し時間を設けて
もらいたかった。

⃝ �事例概要の振り返りの時間が短縮となり、少し物足りなさがあった。事後
でも何か補足等あれば情報をもらいたい。

虹センターに
期待すること

⃝ �図書室があるということで、自主的に研修以外にも利用でき、新たな知識
を自主的に学べる場であってほしい。

⃝ �乳児院という県によっては少ない施設なので、グループ討議や意見交換の
時間を多く設けた研修、事例検討による助言や新たな視点をいただける研
修をより多く取り入れてもらえると嬉しい。

【オンライン】
施設職員

事例検討会

研修への
要望事項

⃝ �ケースを丁寧にたどり、見立てをするトレーニングになった。このような
研修の心理士バージョンもあったら参加してみたい。

虹センターに
期待すること

⃝ �抽象的にはなるが、日々子どもと向き合う現場で働く人たちを応援するよ
うな企画、達成感を多くの方が経験できる機会の設定、横の連携が図れる
ような仕組作りに期待している。

〈市区町村〉

【オンライン】
児童虐待対応

保健職員
指導者研修

研修への
要望事項

⃝ �一日半の研修だが、もう少し長く、２日程度の内容にして、意見交換等を
入れてほしい。

⃝ �可能な範囲で（参加者の意向や部署の許可等が必要になるが、）、連絡先等
を共有したい。

虹センターに
期待すること

⃝ �今後、市町村における支援体制が保健分野と福祉分野にまたがって推進さ
れることが増えると考えられるため、研修案内等を広く発信してもらえれ
ば、一緒に受講して共有を図りやすいきっかけづくりにつながる。

【オンライン】
市区町村
虐待対応

指導者研修

研修への
要望事項

⃝ �単なる知識を得るのではなく、心に響いてくる研修内容であった。今後も
このような、終了後に充実感の得られる研修をお願いしたい。

⃝ �記録用ツールのJAMボードを活用した進行の仕方の例など、もう少し説明
してもらえるとありがたかった。

虹センターに
期待すること

⃝ �受講できる経験年数に区分があることは必要である。ただ現状としては、
経験年数が満たされると職員の定期異動対象となってしまうことがあるの
で、人材育成の方法を悩んでいる。

⃝ �オンデマンド配信や講義動画の貸出がありがたい。
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〈その他〉

【オンライン】
教育・福祉

虐待対応職員
合同研修

研修への
要望事項

⃝ �集団で指導をしていると、どうしても集団について来れない生徒を諦めて
しまう場面が多々ある。その生徒に対してあとからでもフォローをしてい
かなければならないと感じた。もし、可能であればYouTubeの限定公開で
よいので、もう一度研修を閲覧したい。

⃝ �教育と福祉の両面から話を聞くことができ有意義であった。教育は、「学校
一丸となった素晴らしい教育支援事例」だけでなく、「個々の先生が日常的
にできる支援事例」についても紹介してもらえると幸いである。

虹センターに
期待すること

⃝ �医療、福祉、教育、その他、当事者など、フリーに参加できる研修を開い
てほしい。知りたいことがたくさんある。知ることで、できることも出て
くると考えている。

⃝ �今後とも、異業種がともに学べる機会をもっていただけるとありがたい。 
また、オンラインで実施してもらえると、大変参加しやすい。

⃝ �様々な事例研修の場を提供してもらえるとありがたい。また、機会があれ
ばぜひ参加してみたい。

【オンライン】
医師専門研修

研修への
要望事項

⃝ �これからも様々な医療、児童福祉（大人も含めた包括的福祉と行政）で活
躍されている方々の話を聞かせてもらえればと期待している。

⃝ �やはり対面が大切と感じている。オンラインであれば、1回2時間で複数回
実施したり、グループ討議を行ったりする方がよいと感じた。

虹センターに
期待すること

⃝ �研究でわかった最新の知見に基づき、「今後の児童福祉の見通し」について
の研修をしてもらいたい。

⃝ �虐待対応や児相勤務に関して、小児科学会や児童青年精神医学会などと連
携して、仕事内容の共有、募集情報などが広く周知されるように尽力して
もらいたい。

【オンライン】
テーマ別研修
「子どもの
“声”を聴く」

研修への
要望事項

⃝ �先入観やスティグマにとらわれずに聴こうとする努力はしていきたいと
思っている。しかし、個人的にはもっと技術的な部分や方法論などに踏み
込んだ内容を期待していたところが大きかったため、期待とは違う部分が
あった。

⃝ �資料のない科目では、話の意味が理解できない場面もあった。討論者につ
いて、簡単な説明資料があるとよかった。

虹センターに
期待すること

⃝ �今後も専門的な内容についての研修を継続し、自治体含め子どもの支援に
関わる職員の知識や援助技術の向上に貢献してもらいたい

⃝ �事例検討やグループワークを通じて支援者同士のつながりや交流の場を設
けるとともに、そうした場で得られた知見や支援のノウハウ、先進的な取
組等を蓄積し共有してもらいたい。
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 ４　研修教材の提供　

ホームページやDVDを活用して、地域や職場で研修を実施したり、自己研鑽したりするための教材を提供
しています。

ホームページでは、「Webトレーニング」や「ミニ講座」のサイトを設け、子どもと家族の支援を行うため
の基礎知識について、学べる教材を提供しています。

DVDは、専門研修の録画映像を年間数本DVD化したもので、自治体や支援機関に無料で貸し出すサービス
です。（利用実績は別冊３参照）

（１）Webトレーニング
解説とワークシートによる学習を基本とした教材です。模擬事例等を念頭におき、解説を読みながらワーク

シートに記入する作業を基本としています。アセスメントやカンファレンスを行う際に必要な視点を身につけ
ることを狙いとしています。教材のファイルをダウンロードでき、各単元は15分～30分程度で取り組める内容
です。

　①　� 「要保護児童ケースのための包括的アセスメント・トレーニング」（平成27（2015）年９月公開）
　　　�包括的アセスメントを構成する３つの段階（総合的な情報の把握→ケースの理解と解釈→支援方針の策

定）に沿って、ワークシートで実習します。
　
　②　�「ケースカンファレンス・トレーニング」（平成28（2016）年７月公開）
　　　�情報や課題の整理、支援の手立て等について模擬事例を通して学びます。また、報告資料の作成や報告

の仕方等も実習できる内容です。

（２）ミニ講座
インターネットで視聴できる講義動画です。各タイトルを幾つかに章立てしてあり、15分程度で１章が終わ

るので、手軽に視聴できます。職域や職種に関わらず、共通する基礎知識を扱っています。令和３（2021）年４
月から一般公開しています。

表１－９　ホームページに掲載されているミニ講座

No. タイトル 公開時期

１ 子どもと家族を支援するための包括的アセスメント
～ケースの全体像を理解し有効な支援を届けるために～ 平成28（2016）年８月公開

２ ジェノグラム ― 描き方と活用のコツ
付属資料（PDF）＊冊子版も配付しています。 平成28（2016）年８月公開

３ 乳幼児の心の発達 平成30（2018）年３月公開

４ 考えてみよう、子どもの権利 平成30（2018）年４月公開

５ 子ども虐待の基礎知識 平成31（2019）年３月公開

６ 体罰禁止を考える 令和２（2020）年４月公開

（３）研修映像（DVD）
毎年度、数本の講義を選定し、講師の了解を得て録画を90分程度に編集して、DVDに保存して、無料で貸

出しています。令和５（2023）年度の制作本数は、４本でした。
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１．人材育成に関する調査研究
J-５　2023年（令和５年）度研究報告書

児童福祉施設職員の育ちの語り
研究代表者　増沢　高（子どもの虹情報研修センター）

１．目的
児童福祉施設職員で、20年以上のベテランの職員が、どのように専門性を身に着けて、育成の道筋をたどっ

てきたのかを、職員へのヒアリングを通して探る。
20年以上児童福祉施設に従事している職員（児童指導員、保育士、心理士）に、自らの成長過程を振り返り、

資質と専門性を高めるためにどのような体制の中で、どのような体験や取り組みが有益であったか等を、半構
造化面接を用いて把握し、人材育成において必要な要件を見出すことを目的とする。

家庭的養育の推進に向けて施設の小規模化や地域分散化が謳われる一方、今日の施設は子どもの抱えた課題
からの回復と親子関係調整のための養育・支援技術が求められている。その実現においては、子どもと直接関
わる養育者を支え導く支援体制が求められ、実務現場における中核となる職員が、その重責を担うことになる
ものであり、特に、上級職員や基幹的職員のコンピテンシーが重要となるであろう。

以上のことから、本研究は、児童福祉施設（児童養護施設と児童心理治療施設職員の児童指導員、保育士、
心理士）の上級職員、基幹的職員、管理職の立場にある、施設実務経験20年以上の職員を対象に半構造化面接
を行い、自身の成長や専門性の獲得に貢献した問題意識や動機、資質や価値観、知識や知見等の学び、実務に
おける様々な体験等を把握、整理して、人材育成に必要な要件を見出し、施設の支援拠点のリーダーとして備
えるべきコンピテンシーモデルを明らかにすることを目的とする。

２．研究の内容
合目的的サンプリングにより、20年以上児童福祉施設に従事している職員（児童指導員、保育士、心理士）

について、９名の面接対象者を選定した。児童養護施設５名、児童心理治療施設４名であり、男・女、指導員・
心理士などのバランスにも留意して対象者を抽出した。

半構造化面接では、新人（～３年目）、中堅（４～６年目）、ベテラン（７年以上）のように時期ごとに区切
り、専門職として、あるいは人として自身の成長に役立ったことや印象に残った体験などについて聞き取りを
行った。必要に応じて、体験についての理解を深めるための質問を行った。

分析は面接対象者ごとに行い、面接を逐語化した上で、各事例の個別性を損なわない形で、専門職としての
成長過程を記述した。各事例についてターニングポイントとなった出来事を抽出し、全体に共通する要素につ
いては以下の点が挙げられた。

　・�志望の動機（「個々の子どもの心にかかわる」ことと「そこに影響を与えている暮らしの現実や社会問題」
との間）

　・想定外の事象に直面すること

令和５（2023）年度研究等について
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　・支援を通して得た疑問や気づきが成長を促す
　・導き手やモデルの存在
　・実践からの学びの重要さ
　・困難な事態を乗り越えることが、大きな転機となること
　・現場から離れて俯瞰すること
　・より包括的な視点への展開と組織つくり

２．文献・研究等の収集と分析
Bb-20　2023年（令和５年）度研究報告書

児童福祉分野における死亡事例等の重大事案防止に関する文献研究
― 防止のために必要な学際的知見と理論 ―

研究代表者　井上 直子（堺市子ども相談所）

１．目的
児童虐待による死亡件数は、年間80件ほどで推移している。重大事案については、当該自治体で検証報告が

行われることとなっており、そこでは児童相談所や市区町村の対応上の課題が浮き彫りになるケースが少なく
ない。重大事案や重大事故の防止に関しては、その兆候を見逃してしまう認知バイアス等のヒューマンエラー
への対処や、組織における安全文化の構築等、社会心理学や組織心理学等の知見を踏まえての、個人レベルか
ら組織レベルまでの対応が重要となる。実際、医療事故防止や航空機事故防止等、安全が最重視される領域に
おいて、これらを基にした様々な取り組みが行われている。本研究は、重大事故防止に関する海外の基礎的文
献や研究等を踏まえて、国内における研究や実践報告等の文献を収集、整理して提示し、児童福祉領域におけ
る重大事故防止の取り組みの参考に資することを目的とする。

２．研究の内容 
本研究では、①社会心理学、認知科学、行動経済学等における、人間の意思決定や判断等に関する基礎的知

見の概観、②これらの知見に基づく、運輸（航空機）や医療保健領域等他領域の重大事故の分析と対応、③意
思決定や判断を的確に行い、児童福祉分野における重大事故を防止するための視点、についてまとめた。③に
ついては、この領域の第一人者である山口裕幸教授（京都橘大学／2023年当時九州大学）の講演を通して、チー
ムによる的確で効率的な課題遂行および創造的な問題解決を促進する条件について学んだ。以下に概観を示す。

①人間の判断とそのエラー
　�　人間の判断や思考、認知のエラーの背景に関する学術的知見の概観について、社会心理学的観点（同調、

集団意思決定等）、認知科学的観点（注意、記憶、ワーキングメモリ、スキーマ等）、行動経済学の観点（シ
ステム１、システム２、ヒューリスティック）、ステレオタイプとバイアスなどの観点から、これまでの
重要な研究成果について、有名な実験結果を紹介しながら概観した。

②これまでの重大事故とその学び：国内外の重大事故を例に	
　�　判断、認知、思考のエラーが現実に及ぼす影響とその改善策について、国内外の重大事故を例に概観し

た。とりあげた項目は、注意・非選択性盲目、認知バイアス（ヒューリスティックス・確証バイアス）、
意思決定と権威勾配であった。続いて、国内外の児童福祉領域における判断、認知、思考のエラーに関す
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る先行研究を概観した。	
③判断のエラーをなくすには	
　�　①や②で述べた判断のエラーを予防するために、これまでに蓄積されている研究成果を概観した。とり

あげたトピックは、バイアス矯正、集団的浅慮に対抗するために、組織行動論の観点から（心理的安全性、
山口裕幸教授のご講演より）であった。

④児童福祉領域への提言	
　�　最後に、これまで概観した知見をもとに、児童福祉領域への提言を述べた。項目としては、認知バイア

ス・集団意思決定の視点から見る児童福祉領域、児童福祉領域における重大事故の予見の困難性、原因を
追究し因果関係を本当に見出すことはできるのか、違和感を見出し、取り扱うには何が必要か、心理的安
全性が保障された場の必要性、という内容で提言としてまとめた。

３．児童虐待に関する海外の状況の把握と分析
S-12　2023年（令和５年）度研究報告書

ニュージーランドにおける児童虐待防止の取組みに関する調査研究
研究代表者　中垣 真通（子どもの虹情報研修センター）

１．目的
ニュージーランド（以下、NZ）では、2017年、児童保護の政策策定と実施を担う子ども若者家族サービス

局が社会開発・地域投資省から独立し、法定の児童保護対応にまで至らない子どものニーズに対応する官民の
機関横断プログラムと統合して、子ども省（Oranga Tamariki）が設立された。子ども省は、「全ての子どもが、
家族（whānau）、一族・サブ部族（hapū）、部族（iwi）によって安全に愛され、育てられ、コミュニティによっ
て支えられている」をビジョンとし、より早い段階で介入し、家族がともに暮らすために継続的にサポートを
して世代間の負の連鎖から脱却することを目指して、開設後4年をかけて児童保護のシステムと支援サービス
を再構築した。

本研究では、家族とコミュニティを支援の根幹に据え再構築された、NZの児童虐待対応と子どもと家族へ
のサービスについて、法律と制度、主要な対応機関と対応プロセス、関連機関間の連携と情報共有の仕組み、
児童保護の現状（統計）に関する情報を収集し、整理する。

２．研究の内容
資生堂子ども財団が主催するニュージーランド児童福祉研修に同行し、家族とコミュニティを支援の根幹に

据え再構築された、NZの児童虐待対応と子どもと家族へのサービスについて、法律と制度、主要な対応機関
と対応プロセス、関連機関間の連携と情報共有の仕組み、児童保護の現状（統計）に関する情報を収集し、整
理を行った。

なお資生堂子ども財団の研修は、2023年11月4日から11月11日の日程でウェリントン、ハミルトン、およびオー
クランドにて実施された。研修における視察先は、オランガタマリキ（子ども省）、子ども若者コミッション、
インケア児童のアドボカシー機関、子ども家庭サービス提供機関、入所施設、児童保護研修機関、青少年犯罪
予防・健全育成機関、中学校等12か所で、このほか里親とのセッションが行われた。
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これをもとに以下の項目で報告書をまとめた。
　はじめに
　第１章　�ニュージーランドの児童家庭福祉の概要（国の概況、歴史、統計からみる児童福祉の現状などに

ついて）
　第２章　�ニュージーランドの社会的養護の概要（ソーシャルワークの流れ、国外ケア基準と監査、子ども

の権利擁護などについて）
　おわりに

　　

海外の児童虐待防止の取組みに関する調査研究
研究代表者　田中 恵子（子どもの虹情報研修センター）

１．目的
日本における子ども虐待対応体制を検討するために、海外における取り組みの情報は重要な基礎資料となる。

しかしながら、海外における相談体制や地域のネットワークによる支援、あるいは家族支援の取り組みに関し
て、まとまった情報は少ないのが実情である。そこで2020年度より子ども虐待対応に焦点を当て、アジア、北
米、ヨーロッパ、北欧、オセアニア各国の情報を収集し、必要な情報を整理してデータベースを更新している。
またデータベース情報は、2021年度より、センターのホームページで公開をしている。

2023年度は、データベースにニュージーランドの情報を新規追加し、ホームページで公開している各国情報
についてもアップデートをする。

２．研究の内容
以下の通り、世界各国の子ども虐待対応の概要、及び欧米の学術誌の情報の収集と整理を行い、情報のデー

タベースを作成した。
（１） �　アジア（韓国）、北米（アメリカ、カナダ）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス）、北欧（フィ

ンランド）、オセアニア（オーストラリア、ニュージーランド）、以上９ヵ国（2023年度はニュージー
ランド情報を新規に追加）の児童福祉所管省庁、統計管理局、児童保護機関、児童福祉研究所等のウェ
ブサイトにおいて児童虐待対応の現状を把握できる情報を調査・収集し、まとめた。

        �　情報項目は、児童虐待及び児童保護に関する制度、児童虐待対応機関・職員の体制、児童虐待対応
の流れ、支援サービス、社会的養護、及び児童虐待対応に関する統計などについてである。

        �　なお、統計情報については、児童虐待の通告、及び調査・アセスメントの件数と対象児童数、虐待
の認定件数、代替養育の種類と人数、児童虐待による死亡事例数などについて、国ごとにまとめ、セ
ンターのホームページに公開している。

（２） �　ISPCANの公式発行物である「Child Abuse & Neglect」と、イギリスの子ども虐待防止学会（AoCPP；
Association of Child Protection Professionals）の発行物である「Child Abuse Review」に、2023年に
掲載された論文のタイトルを翻訳し、執筆者、キーワードなどもあわせて、情報を一覧にまとめた。
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４．臨床・実践に関する研究（課題研究）
Kd-78　2023年（令和５年）度研究報告書

乳児院において特別な配慮を必要とする子どもの実態調査
―アタッチメントとトラウマ等の問題を抱えた子どもたち（第１報）―

研究代表者　武田　由（きょうと里親支援・ショートステイ事業拠点（ほっとはぐ））

１．目的
乳児院入所に至る子どもの中には、病虚弱児に加えて、虐待や不適切な養育によるアタッチメントやトラウ

マ等の心の問題を抱えた乳幼児が少なくない。これらの課題は、その後の健全な発達を阻害する要因ともなる
ため、特別な配慮を必要とする子どもたちであり、入所直後より、回復に向けた濃密な支援を行う必要がある。
本研究は、こうした心の課題を抱えた乳幼児が、全国の乳児院にどれだけ存在し、どの程度の問題を抱えてい
るのか等、アタッチメントやトラウマも含めた子どもの心の課題を把握する。また保育所等に通う乳幼児にお
いては、乳児院に比べて心配な行動を見せる子どもは少ないと予想されるが、それでも一定数心配な行動をみ
せる子どももいると考えられる。そこで、乳児院・保育所それぞれの乳幼児の心の課題について実態を把握す
るとともに、両者の比較を通して尺度の妥当性の検討を行う。その結果を踏まえ、乳児院役割の重要性及び、
支援体制を整える必要性について明らかにすることを目的とする。この目的のもと、2023年度は子どもの心の
課題を把握できる項目の検討を行い、質問紙を作成した。

２．研究の内容
研究１では、既存の測定法の概観と子どもの心配な行動を把握する項目群（SOSサインデータ）の再分析を

行った。測定法の概観から低月齢児に対して簡便に使用できる測定法がないことを確認した。また再分析から
SOSサインの個数は妊娠期や入所理由から判断されるリスク、トラウマ反応、アタッチメントの阻害と関連し
ており、子どもの心配な行動を捉えていることが確認された。ただし、未回答や回答不可の割合が多い項目や
子どもの日齢や調査時期で未回答・回答不可となりやすい項目も多く見られたため、項目表現の修正を行った。

研究２・３では、より現場で使いやすく役立てられるものにするために、予備調査として乳児院、保育園そ
れぞれにヒアリングを重ねた。研究２では、研究１で作成した項目案を実際に乳児院・保育園の職員に示し、
どのような行動を項目案からイメージするか、より適切な表現があるか等をヒアリングし、その内容を踏まえ
て項目を精査し、具体的な行動がイメージできない項目についてはより意味が通るよう表現に修正を加えた。

研究３のヒアリングでは、研究２で修正された項目をもとに質問紙を作成し、乳児院・保育園の現場の職員
に実際の子どもについて試行実施を依頼し、項目の最終精査を行った。項目の具体例の提示の仕方から、情報
収集が難しい場合や、月齢的に回答が難しい場合などのチェックボックスの追加など、回答のしやすさを追求
し、より養育現場で使用しやすいように検討し、質問紙に修正を加えた。

保育園では、乳児院と生活形態が異なるため、項目によって答えやすさや答えにくさに関する内容が異なる
部分もあるが、問われている内容からその子どもが示す特徴をイメージし捉えることが可能であれば、ある程
度の状態像を把握することが可能であると考えられた。乳児院の現場では、今回提示された項目については容
易に具体的な子どもの姿が想起されたことからも、これまでに関わってきた子どもたちとその親、家族の支援
を通じて、様々な経験が蓄積されていることが想像された。

本研究で検討してきた子どものSOSサインは乳児院で蓄積されてきた経験をもとに作成された子どもの行動
のリストであり、それを元につくった項目群は子どもの心の課題について関係性の評価や子どもの体験に力点
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を置いたものとなっている。もちろんこの質問紙は子どもの状態像を全て網羅するものではない。しかし、こ
のような項目が用意されることで様々な背景をもつ乳幼児を見立てる視点がより明確になり、それを第三者に
説明したり理解を促したり、入職者の育成も含め視点を職員間で伝達していく上でも役に立つと考えられる。
ひいては全国的に乳児院の子どもの状態像に関するデータを入所時から経時的に蓄積することで、乳児院がど
のように機能しているのか、社会的に乳児院の現状を伝えるときの根拠ともなりうる。

2024年度は、虐待や不適切な養育によるアタッチメントやトラウマ等の心の問題を抱えた乳幼児が全国の乳
児院にどれだけ存在し、どの程度の問題を抱えているのか、今回作成した項目を用いて実態を把握する。

Kd-79　2023年（令和５年）度研究報告書

市における心理職の役割に関する実態調査
研究代表者　八木 安理子（同志社大学　心理学部）

１．目的
市町村は令和６年度にはこども家庭センターを設置し、すべての妊産婦から子育て世帯、子どもへの包括的

な支援を担うこととなる。虐待が起こってからの対応にとどまらず、子どもの発達や行動面等の様々な相談を
受け、予防的支援から虐待による子どもの発達や心理機能への影響のアセスメントとその回復に向けた心理的
支援、および親子の関係調整等が必要とされる。近年では心理職が配置されるようになる一方で、市町村にお
ける心理職の役割は明確化されておらず、行政組織として活用に困惑している状況や、心理職側も期待される
役割が不明確なために戸惑いや孤立に陥り、結果的に心理職を効果的に活用できていない状況もみられる。

そこで本研究は、全国の市（政令市・町村を除く）に対して心理職に関する実態調査を実施した上で、心理
職の現状や役割を把握し、いくつかの市にヒアリングを行い、心理職の役割や心理的支援の実態、課題を分析
することにより、これからの心理職の役割や効果的な活用を明らかにすることを目的とする。

２．研究の内容
全国調査では、事前にある都道府県における心理職への調査を実施したうえで、調査項目を決定し、全国の

市町村のうち特別区、政令市、児童相談所設置市（中核市）、町村を除いた768市を対象に調査票を配布し、回
収方法は郵送及びデータでの提出とした。調査項目は地域の人口規模、児童人口、相談受付件数、要保護児童
対策地域協議会の登録数、要保護児童対策地域協議会登録ケース数、職員体制（資格、雇用形態、経験年数）
などの運営環境、及び心理職の担っている役割と「心理職からみた『心理職に必要な役割』」に関して選択肢
からの選択および自由記述で回答を依頼した。また、「上席（管理職）からみた『心理職に必要な役割・期待
する役割』」についても上席に対して選択肢からの選択および自由記述での回答を求めた。

ヒアリング調査は、心理職による効果的で先進的な展開がはかれており、ヒアリングを実施するにあたり可
能な状況を踏まえ、７市を抽出した。事前に送付した質問項目に従って、半構造化面接によるヒアリング調査
を実施したのち、上席職員には15分程度のヒアリングを行った。

全国調査の自由記述やヒアリング調査については、テキストマイニングの分析を行い、全国調査はKJ法に
よる分析も行った。

全国調査の結果では、768市のうち320市より回答があった（回答率41.7％）。心理職の設置状況は子ども家
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庭総合支援拠点の分類である中規模以上が100％であるものの、全体では36％と約３分の１しか心理職は設置
されておらず、半数がひとり職場となっていた。経験年数が３年未満の市が約半数という状況であったが、厚
生労働省調査の虐待対応職員に比べると10年以上の経験者は倍を超える14.8％という結果であり、比較的心理
職は経験年数の長い職員も存在することがわかった。自由記述からは、身近なモデルがない中で手探り状態な
ため、孤立しがちという意見や現場の理解が進んでないという意見もあった。業務内容が、見立てや関係機関
のコンサルテーションから、ケースワークや要保護児童対策地域協議会の事務局等多岐にわたっていることも
あって、「個別の心理支援ができない」「専門性が発揮できない」といったジレンマも散見された。また、心理
職が足りない等の人員不足であることや、小規模型ほど面接やプレイセラピーの場所がないなど環境的な課題
も挙げられていた。

ヒアリング調査では、７市のうち、要保護児童対策地域協議会を含む虐待対応と子ども家庭相談を分けず心
理職を配置している体制と、要保護児童対策地域協議会を含む虐待対応と子ども家庭相談が別の課や係などに
分かれておりそれぞれに心理職が配置されている体制の二つの種類があった。役割としては、アセスメントや
保護者面接といった狭義の心理的専門性に加え、それに基づく関係機関や職員への支援、ソーシャルワーク的
役割と心理職が幅広く様々な役割を担っている様子がうかがわれた。また、今後期待される役割として、「ア
ウトリーチ型子ども面接」「子どものアドボカシー・エンパワメント」等の子どもへのアプローチの充実、子
ども支援プログラムの導入、子どもや家族を支える現場の職員を支える関係機関支援などが挙げられていた。
いずれもソーシャルワークや子どもの権利、プログラム等多面的な視点で心理職に必要な役割と捉えていたこ
とがわかった。

Kd-80　2023年（令和５年）度研究報告書

児童心理治療施設における支援者のセルフ・モニタリングを支える
―アタッチメント理論から（第１報）―

研究代表者　遠藤 利彦（東京大学大学院教育学研究科）

１．目的
本研究は、児童心理治療施設において、子どもの支援にあたる職員のセルフ・モニタリングを支えることを

目的とする。具体的には、子ども一人ひとりのどのような表出に着目し、それをどのように解釈するのか、ま
たそれに対してどのように応答するのがよいのかについて、個々の職員が内省し、それを職員間で共有するた
めの心理学的ツールの開発を行う。本研究は２年計画であり、初年度は、子どもとの関わりにおける内的体験
や評価、支援戦略等と、それらのアタッチメントの視点からの解釈について、職員自身が内省し、記述する自
己点検票の開発と実践を行う。次年度は、職員の子どもへのはたらきかけや、子どもの振る舞いのアセスメン
トに関してのパターン・ランゲージの作成と実践を行う。以上のように、日常的な支援の場において、職員が
アタッチメントの視点を自ら再確認しながら、自身の支援について内省できるようなツールを開発し、そのツー
ルの活用についてモデルケースを提供することを目的とする。

２．研究の内容
１年目の本年は、児童心理治療施設で実践にあたる職員自身が、入所児童と自らとの関わりについて記述し、

内省する機会を設けるために、セルフモニタリングシートの開発と実践を行った。具体的には、以下の項目に
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ついて、月に１回の頻度で、児童心理治療施設の職員に記入を求めた。
① 職員とある特定の児童との具体的なやりとりについて
② 児童の振る舞いについて
　 何をしていたのか、児童はどういう感情状態であったと思うか
③ 職員の応答について
　 それについてどのように感じたか、どのようにアセスメントし、応答したか
④ やりとりの収束について
　 どのようにこのやりとりが終わったのか、終わった時の児童の感情状態はどうであったと思うか
⑤ アタッチメントの観点から
　 児童の振る舞いは、アタッチメント理論的にはどのような意味をもっていたと考えられるか
　 職員の応答は、アタッチメント理論的にはどのような意味をもっていたと考えられるか
また、記述の対象となるやりとりは、毎月のケースカンファレンスでの発表ケースの児童との関わりであり、

発表者である担当職員と、司会を務める職員には、他職員が記述したシートの内容を読む機会も設けられた。
開発されたセルフモニタリングシートについては、数ヵ月間の実践の後、職員に対して使用感アンケートを

配布し、自分自身の実践についてアタッチメント理論の観点による内省を促進したかどうかや、日々の児童と
のやりとりにおいて、役立つものであったと感じるかどうか、についての回答を求めた。

アンケートの結果からは、シートへの記入だけでなく、他職員の記述を読むことによる、児童への理解の深
まりの実感が示された。当初は、自らの実践を記述し、自分自身が児童にとっての安全基地/安全な避難所と
してうまく機能しているのかについて内省することのみに焦点をあてた検討であったが、今後は他職員の記述
を読み、施設全体で考えた際に、児童にとっての安全基地/安全な避難所の機能は担われているのかについて
振り返ることにも焦点をあて、検討していくことが重要であると考えられた。
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専門相談室では、児童虐待等の問題に関わる児童相談所や都道府県、市区町村、児童福祉施設や関係機関等
の専門職の方々を対象として、それぞれの現場で抱えている事例に関する相談や研修、研究に関する情報提供
等を行っています。

平成15（2003）年度の開設以来、多くの機関でご利用いただいており、その内容も多岐にわたっています。

 １　相談受理件数　

令和５年度の相談受理件数は479件で、前年度から71件減少しました。全体の傾向としては、ここ数年増加
している研修の企画・実施、人材育成に関すること、講師に関する相談や情報提供のほか、実際の支援に関す
る相談では、施設入所や、一時保護、性的虐待対応、関係機関連携にかかる相談などがありました。

　  ■年度別相談件数の推移

 ２　分野別・内容別相談状況　

分野は、「福祉」「保健・医療」「心理」「法律」の４区分、内容は、対人援助やソーシャルワークなどに関す
る「支援に関する相談」、機関連携や各通知・指針などに関する「支援以外に関する相談」、研修の企画・実施、
文献・資料等に関する「情報提供・その他」の３区分で計上しています。
「福祉」分野の「情報提供・その他」209件（43.6％）、「支援に関する相談」102件（21.3％）で全体の64.9%

を占めています。次いで「福祉」分野の「支援以外に関する相談」50件（10.4%）、「法律」分野の「支援に関
する相談」42件（8.8％）と続きますが、それ以外を含めいずれも１割未満となっています。
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「法律」分野の相談の減少傾向は、児童相談所の弁護士配置が進んだことにより、所属内における相談体制
が整備されてきた結果と推察されますが、セカンドオピニオンとしての相談も増えています。

　  ■相談区分別件数の推移

福祉 保健・医療 心理 法律 計
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

支援に関する相談 102 21.3% 26 5.4% 10 2.1% 42 8.8% 180 37.6%

支援以外に関する相談 50 10.4% 5 1.0% 3 0.6% 17 3.5% 75 15.7%

情報提供・その他 209 43.6% 5 1.0% 6 1.3% 4 0.8% 224 46.8%

計 361 75.4% 36 7.5% 19 4.0% 63 13.2% 479 100.0%

（小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。）

 ３　機関等別受理状況　

児童相談所からの相談が285件（59.5％）で最も多く、市区町村49件（10.2％）、都道府県・政令市39件（8.1%）
と続いています。この上位３機関で全体の約８割を占めています。

　  ■機関等別受理状況

機関名 件数 ％ 機関名 件数 ％

児童相談所 285 59.5% 国の機関 11 2.3%

市区町村 49 10.2% 大学 7 1.5%

都道府県・政令市 39 8.1% 報道・マスコミ 5 1.0%

児童養護施設 20 4.2% その他 50 10.4%

社会福祉協議会 13 2.7% 計 479 100.0%

（小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。）

 ４　相談事例　

　【福祉分野】
　・�子どもの安否が確認できないため臨検捜索を実施する場合の職員体制、保護者対応その他の留意点につ

いて
　・児童福祉法第28条による施設入所承認後の児童福祉司指導の考え方について

　【保健・医療分野】
　・自宅出産を予定する特定妊婦への対応にかかる関り方や関係機関との連携について
　・保護者と連絡が取れない場合の予防接種の実施について
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　【心理分野】
　・性的虐待を受けた被害児童のケア及び非加害親の対応にかかる心理的支援について
　・保護者のどのような養育姿勢が子どもにとって心理的虐待にあたるかの捉え方について

　【法律分野】
　・一時保護中の児童を保護者が奪還した場合の法的対応について
　・実父母が離婚係争中の場合の一時保護中の児童に対する保護者交流の考え方について

〈専門相談室への相談〉
　相談は、電話、Eメール、面談などにより当センターのスタッフが対応しています。また、法的対応に関
しては必要に応じて協力弁護士に相談または助言を依頼しています。

・電話：045－871－9345（直通）平日９：00～17：00
・Ｅメール：soudan@crc-japan.net
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